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「 障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

」（ 仮 称
かしょう

）の論 点
ろんてん

についての意見
いけん

 

（分野
ぶんや

I その他
た

) 

 

（分野
ぶんや

I その他
た

) 

＜ 項 目
こうもく

I-1 介護
かいご

保険
ほけん

との 問 題
もんだい

＞  

論 点
ろんてん

I-1-1) 国
くに

と「自立
じりつ

支援法
しえんほう

」訴 訟 団
そしょうだん

との「基本
きほん

合意
ごうい

文 書
ぶんしょ

」の中
なか

では「 新
あら

たな福祉
ふくし

制度
せいど

の 構 築
こうちく

に当
あ

たっては、 現 行
げんこう

の介護
かいご

保険
ほけん

との 統 合
とうごう

は 前 提
ぜんてい

とせ

ず」と記
しる

されている。この 点
てん

から、検 討
けんとう

すべき 論 点
ろんてん

としてはどのようなこ

とがあるか？  ・・・３  

 

論 点
ろんてん

I-1-2) 現 行
げんこう

「自立
じりつ

支援法
しえんほう

」第
だい

7 条
じょう

では「介護
かいご

保険
ほけん

優 先
ゆうせん

」の原 則
げんそく

がうた

われている。介護
かいご

保険
ほけん

対 象
たいしょう

となった 際
さい

に、「自立
じりつ

支援法
しえんほう

」のサービス
さ ー び す

が利用
りよう

できなくなったり、サービス
さ ー び す

の 量
りょう

・種 類
しゅるい

が削
けず

られたりする事例
じれい

が 生
しょう

じて

いる。こうした事態
じたい

を避
さ

けるためには、どのような制度
せいど

とすることが 必 要
ひつよう

と

考
かんが

えるか？  ・・・１５  

 

＜ 項 目
こうもく

I-2 現 行
げんこう

の特 別
とくべつ

対 策
たいさく

等
とう

＞  

論 点
ろんてん

I-2-1) 臨時
りんじ

特 例
とくれい

交付
こうふ

金
きん

による 特 別
とくべつ

対 策
たいさく

事 業
じぎょう

についての 評 価
ひょうか

はどう

か？また、この 中
なか

で、「 特 別
とくべつ

対 策
たいさく

」から正規
せいき

の制度
せいど

に組
く

み入
い

れる 必 要
ひつよう

があ

るものはあるか？  ・・・２８  

 

論 点
ろんてん

I-2-2) また、 特 例
とくれい

交付
こうふ

金
きん

の 延 長
えんちょう

は 必 要
ひつよう

か？  ・・・３９  

 

論 点
ろんてん

I-2-3) 新 体 系
しんたいけい

への移行
いこう

の期間
きかん

（ 2012年
ねん

3月
がつ

）をどう 考
かんが

えるか？  

  ・・・４５  

＜ 項 目
こうもく

I-3 現 行
げんこう

の特 別
とくべつ

対 策
たいさく

等
とう

＞  

論 点
ろんてん

I-3-1) この 法
ほう

による支援
しえん

のための 所 要
しょよう

額
がく

について 後
こう

年度
ねんど

負担
ふたん

も含
ふく

め、

推 計
すいけい

する必 要
ひつよう

があるのではないか？  ・・・５３  
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論 点
ろんてん

I-3-2) この 財 源
ざいげん

を 安 定 的
あんていてき

に確保
かくほ

するための 方 策
ほうさく

と目途
め ど

をどのように

たてていくべきか？  ・・・５９  

 

論 点
ろんてん

I-3-3) この 法
ほう

の実施
じっし

に 関
かん

するモニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

の 必 要 性
ひつようせい

をどう見
み

る

か？  ・・・６７  

 

論 点
ろんてん

I-3-4) 相 談
そうだん

、「 選 択
せんたく

と決 定
けってい

」（支 給
しきゅう

決 定
けってい

)、支援
しえん

の利用
りよう

、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

等
とう

、

この 法
ほう

に 関
かか

わる 全 般 的
ぜんぱんてき

な不服
ふふく

審査
しんさ

・ 苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

・権利
けんり

擁護
ようご

機関
きかん

の 必 要 性
ひつようせい

を

どう見
み

るか？  ・・・７６  

 

論 点
ろんてん

I-3-5) 「分野
ぶんや

I
あい

 その他
た

」についてのその他
た

の論 点
ろんてん

及
およ

び意見
いけん

 

  ・・・８６  
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（分野
ぶんや

I その他
た

) 

＜ 項 目
こうもく

I-1 介護
かいご

保険
ほけん

との 問 題
もんだい

＞  

論 点
ろんてん

I-1-1) 国
くに

と「自立
じりつ

支援法
しえんほう

」訴 訟 団
そしょうだん

との「基本
きほん

合意
ごうい

文 書
ぶんしょ

」の中
なか

では「 新
あら

たな福祉
ふくし

制度
せいど

の構 築
こうちく

に当
あ

たっては、 現 行
げんこう

の介護
かいご

保険
ほけん

との統 合
とうごう

は前 提
ぜんてい

とせ

ず」と 記
しる

されている。この 点
てん

から、検 討
けんとう

すべき論 点
ろんてん

としてはどのようなこ

とがあるか？  

 

【朝比奈
あ さ ひ な

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 新た
あらた

な総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

がＩＣＦの 考 え 方
かんがえかた

を採 用
さいよう

して制度
せいど

を 構 築
こうちく

した場合
ばあい

に、

介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

はどうするのか。まずは介護
かいご

保険サイドから議論
ぎろん

する必 要
ひつよう

があ

るのではないか。  

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】  

○結論  

 介護
かいご

保険
ほけん

との 統 合
とうごう

は 前 提
ぜんてい

とせず、どのような理由
りゆう

や 原 因
げんいん

にかかわらず

（ 障 害
しょうがい

手 帳
てちょう

のあるなしにかかわらず）、 生 活
せいかつ

に不便
ふべん

が 生
しょう

じたときに 使
つか

え

る制
せい

度
ど

になればいい。  

○理由  

 介護
かいご

保険
ほけん

との 統 合
とうごう

こそ 国 民
こくみん

の同意
どうい

を 求
もと

めることが 困 難
こんなん

ではないのか？

保険
ほけん

制度
せいど

と社 会
しゃかい

保 障
ほしょう

は根 本 的
こんぽんてき

に位
い

置
ち

づけが 異
こと

なる。福祉
ふくし

目 的
もくてき

の消 費 税
しょうひぜい

の

税 率
ぜいりつ

アップ
あ っ ぷ

の方
ほう

が格 段
かくだん

に明 確
めいかく

であると 思
おも

う。  

また新制度
しんせいど

は、 骨 折
こっせつ

をして一時的
いちじてき

に 生 活
せいかつ

が不便
ふべん

になった 時
とき

や 難 病
なんびょう

で支援
しえん

が必 要
ひつよう

な時
とき

なども 使
つか

えるものであると良
よ

い。  

 

【 石 橋
いしばし

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

１．支援者
しえんしゃ

（ホームヘルパー）の資格
しかく

の問 題
もんだい

。  

  介護
かいご

保険
ほけん

では、 同 一
どういつ

（慣
な

れた）のヘルパーとは 限
かぎ

らない。  

２．市 町 村
しちょうそん

の負担
ふたん

額
がく

を補填
ほてん

する制度
せいど

。  
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  自立
じりつ

支援法
しえんほう

：２５％、介護
かいご

保険
ほけん

：１２．５％の差
さ

の補填
ほてん

。  

３．サービス・支援
しえん

の構 築
こうちく

。  

  長 時 間
ちょうじかん

滞 在 型
たいざいがた

の訪 問
ほうもん

サービス、移動
いどう

支援
しえん

 等
とう

 

４．自立
じりつ

の概 念
がいねん

と介護
かいご

の概 念
がいねん

の明確化
めいかくか

。  

○理由
りゆう

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

のサービス・支援
しえん

を 医 療
いりょう

制度
せいど

と 同
おな

じように 年 齢
ねんれい

によって区分
くぶん

す

ることができない。  

 介護
かいご

保険
ほけん

対 象 者
たいしょうしゃ

になってもサービス利用
りよう

の選 択 権
せんたくけん

は、利用者
りようしゃ

にあること

を基本
きほん

とする。  

 

【 氏
うじ

田
た

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

に 関
かん

しては 税
ぜい

負担
ふたん

で 行
おこな

うべきである。 高 齢 者
こうれいしゃ

とは 異
こと

なる

生 来 的
せいらいてき

な 障 害
しょうがい

としての固有性
こゆうせい

があり、 国
くに

の 責 任
せきにん

を 明 確
めいかく

にすべきである。 

 国
くに

の 事 情
じじょう

によりやむをえず介護
かいご

保険
ほけん

との 統 合
とうごう

について 考
かんが

えなければな

らない 状 況
じょうきょう

が 生
しょう

じた場合
ばあい

においては、 現 在
げんざい

の介護
かいご

保険
ほけん

への 統 合
とうごう

という

ことではなく介護
かいご

保険
ほけん

の改 正
かいせい

を前 提
ぜんてい

として、統 合
とうごう

は検 討
けんとう

されるべきである

と 考
かんが

える。  

○理由
りゆう

 

 障 害
しょうがい

のある 人
ひと

の支援
しえん

は、介護
かいご

という視点
してん

だけではなく、その 人
ひと

が生
い

きる

ことの 全 体 像
ぜんたいぞう

を支
ささ

えることである。 障 害
しょうがい

のある 人
ひと

が、人
ひと

としての 尊 厳
そんげん

が

守
まも

られ、自己
じ こ

選 択
せんたく

・自己
じ こ

決 定 権
けっていけん

が 尊 重
そんちょう

され、地域
ちいき

で暮
く

らし 続
つづ

けるための

社 会
しゃかい

連 帯
れんたい

が 求
もと

められており、それに見合
み あ

った 形
かたち

となるのが自然
しぜん

であると

考
かんが

える。  

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 現 行
げんこう

の介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

にさまざまな課題
かだい

があることは事実
じじつ

と 考
かんが

える。しか

し、同制度
どうせいど

をひたすら否定的
ひていてき

に取
と

り 扱
あつか

うことは、若
わか

い時
じ

に 障 害
しょうがい

を負
お

った人
ひと

だけを 考
かんが

えた議論
ぎろん

と受
う

け取
と

られかねないと危惧
き ぐ

する。  
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 せめて今後
こんご

は、「なぜ 現 行
げんこう

の介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

では高 齢
こうれい

になった 障 害
しょうがい

のある

人
ひと

の地域
ちいき

生 活
せいかつ

を支
ささ

えることができないのか」とか「 高 齢
こうれい

になった 障 害
しょうがい

の

ある 人
ひと

の地域
ちいき

生 活
せいかつ

を 支
ささ

えることができる介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

のあり 方
かた

について」

などの視点
してん

も望
のぞ

みたい。  

 

【 大 濱
おおはま

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

▼大 原 則
だいげんそく

としては、介護
かいご

保険
ほけん

とは別
べつ

に障 害 者
しょうがいしゃ

独自
どくじ

の制度
せいど

を 作
つく

っていくべき

である。ただし、障 害 者
しょうがいしゃ

個々人
こ こ じ ん

の選択肢
せんたくし

の 1 つとして、必 要
ひつよう

な人
ひと

には、訪 問
ほうもん

介護
かいご

など介護
かいご

保険
ほけん

サービスも 選 択
せんたく

可能
かのう

とすることも 必 要
ひつよう

。  

○理由
りゆう

 

▼大 原 則
だいげんそく

としては、介護
かいご

保険
ほけん

とは別
べつ

の障 害 者
しょうがいしゃ

独自
どくじ

の制度
せいど

を 作
つく

っていくべき

である。  

ただし、障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスの 提 供
ていきょう

基盤
きばん

がない地域
ちいき

では、介護
かいご

保険
ほけん

の 事 業 所
じぎょうしょ

が 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスの指定
してい

を受
う

けている 等
とう

で、介護
かいご

保険
ほけん

事 業 所
じぎょうしょ

を利用
りよう

せ

ざるを得
え

ない障 害 者
しょうがいしゃ

のケースもあるので、柔 軟
じゅうなん

な制度
せいど

にする 必 要
ひつよう

がある。 

同時
どうじ

に、ＡＬＳ 患 者
かんじゃ

等
とう

は 現 在
げんざい

、 重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

と介護
かいご

保険
ほけん

を 併 用
へいよう

してい

る。このように 必 要
ひつよう

に応
おう

じて選 択
せんたく

できる制度
せいど

が必 要
ひつよう

。  

 

【岡部
おかべ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 応 益
おうえき

負担
ふたん

の廃止
はいし

、障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

の廃止
はいし

、移動
いどう

介護
かいご

の復 活
ふっかつ

（個別
こべつ

給付化
きゅうふか

）、

自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

と 訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

の 再 統 合
さいとうごう

等
とう

。介護
かいご

保険
ほけん

との 将 来
しょうらい

の 統 合
とうごう

を

前 提
ぜんてい

としその 整 合 性
せいごうせい

確保
かくほ

のために 導 入
どうにゅう

された可能性
かのうせい

のあるしくみの見直
みなお

しにかんする 論 点
ろんてん

のすべて。  

○理由
りゆう

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

施策
しさく

としての妥当性
だとうせい

に 対
たい

する議論
ぎろん

と利用者側
りようしゃがわ

との合意
ごうい

形 成
けいせい

が不 十 分
ふじゅうぶん

のまま 導 入
どうにゅう

された仕組
し く

みのため。  
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【小澤
おざわ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 「 障
しょう

がい福祉
ふくし

」に 関
かん

する 十 分
じゅうぶん

な財 源
ざいげん

確保
かくほ

の保 証
ほしょう

をすれば、介護
かいご

保険
ほけん

と

の統 合
とうごう

は議論
ぎろん

にはならない。  

○理由  

 介護
かいご

保険
ほけん

との 統 合 論
とうごうろん

の 最 大
さいだい

の 背 景
はいけい

には、「 障
しょう

がい福祉
ふくし

」の 財 源
ざいげん

不足
ふそく

の

問 題
もんだい

がある。ここを 何
なに

とかしないと、必
かなら

ず、介護
かいご

保険
ほけん

との統 合
とうごう

の議論
ぎろん

が 生
しょう

じる。  

 

【小田島
お だ じ ま

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 介護
かいご

保険
ほけん

と 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

は別 々
べつべつ

の制度
せいど

でやっていく。  

○理由
りゆう

 

 介護
かいご

保険
ほけん

の中
なか

で 障 害 者
しょうがいしゃ

が利用
りよう

できるサービス
さ ー び す

はとても尐ない
す く な い

から。  

 

【 河 崎
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

①介護
かいご

保険
ほけん

の範囲
はんい

を 広
ひろ

げ 保 険 料
ほけんりょう

収 入
しゅうにゅう

を財 源
ざいげん

にするという 政 策
せいさく

が 誤
あやま

り。 

 基本
きほん

的
てき

には消 費 財
しょうひざい

などの 間 接 税
かんせつぜい

を充
あ 

てるべき。  

② 障 害
しょうがい

認 定
にんてい

や 事 業
じぎょう

所
しょ

に 対
たい

する 報 酬
ほうしゅう

など介護
かいご

保険
ほけん

モデルはとらないこと。 

○理由
りゆう

 

 自立
じりつ

支援
しえん

法
ほう

そのものが福祉
ふくし

財 源
ざいげん

確保
かくほ

から 出 発
しゅっぱつ

しておりこれが 誤
あやま

り。ま

た 就 労
しゅうろう

を 最 終
さいしゅう

目 標
もくひょう

にしているところがある。これも 障 害 者
しょうがいしゃ

特 性
とくせい

を

無視
む し

している。  

 

【 川 崎
かわさき

（洋
よう

）委員
いいん

】  

○結論  

 介護
かいご

保険
ほけん

は 保険
ほけん

制度
せいど

であ り 、障 が い 者
しゃ

福祉
ふくし

制度
せいど

とは 異なる
こ と な る

も の とし て

考える
かんがえる

べきではないか。  
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【 北 浦
きたうら

委員
いいん

】  

○結論  

 介護
かいご

保険
ほけん

のサービス 体 系
たいけい

にとらわれる 必 要
ひつよう

はないが、 現 行
げんこう

のサービス

体 系
たいけい

は概 ね
おおむ 

理解
りかい

され支持
し じ

されつつあると思う
おも  

ので、現 在
げんざい

までの経過
けいか

の中
なか

で

起
お

こっている不合理
ふ ご う り

や改 善
かいぜん

すべき部分
ぶぶん

についての 修 正
しゅうせい

を 行
おこな

うべきである。 

○理由  

 自立
じりつ

支援法
しえんほう

のサービス 体 系
たいけい

は、 概 ね
おおむ 

理解
りかい

されつつある 中
なか

で、また、制度
せいど

改 革
かいかく

として 体 系
たいけい

を変える
か  

ことは、 混 乱
こんらん

を繰り返す
く り か え す

ことになる。  

 

【 近 藤
こんどう

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 介護
かいご

給 付
きゅうふ

と訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

の 考
かんが

え方
かた

、 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

、定 率
ていりつ

負担
ふたん

といった

介護
かいご

保険
ほけん

統 合
とうごう

を前 提
ぜんてい

とした制度
せいど

を根 本 的
こんぽんてき

に見直し
み な お し

、社 会
しゃかい

モデルに基づき
も と づ き

そ

れぞれの 障 害
しょうがい

の特 性
とくせい

が反 映
はんえい

されるような制度
せいど

の設 計
せっけい

をするべきである。  

○理由
りゆう

 

 介護
かいご

保険
ほけん

統 合
とうごう

を前 提
ぜんてい

とした 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援
しえん

法
ほう

を抜 本 的
ばっぽんてき

に見直
みなお

し、地域
ちいき

における自立
じりつ

した 生 活
せいかつ

を基本
きほん

とした 障 害 者
しょうがいしゃ

にふさわしい制度
せいど

設 計
せっけい

を 新
あら

た

に 行
おこな

う必 要
ひつよう

がある。  

 

【 齋 藤
さいとう

委員
いいん

】  

○結論  

 現 行
げんこう

のままの介護
かいご

保険
ほけん

との統 合
とうごう

はすべきでないが、介護
かいご

保 障
ほしょう

の財 源
ざいげん

確保
かくほ

及
およ

び 介護
かいご

制度
せいど

の 連 関 性
れんかんせい

を 考
かんが

え る に あ た っ て 長 期 的
ちょうきてき

視野
し や

に 立
た

っ て 介護
かいご

保 障
ほしょう

の総 合 的
そうごうてき

設 計
せっけい

が必 要
ひつよう

である。  

 

【 坂 本
さかもと

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 高齢化
こうれいか

の進 展
しんてん

で、高 齢 者
こうれいしゃ

と 障
しょう

がい者
しゃ

の境 目
さかいめ

は不分明
ふぶんめい

になってきている。

障
しょう

がい 者
しゃ

が６５ 歳
さい

になったときにサービス
さ ー び す

や負担
ふたん

が変
か

わる制度
せいど

は分
わ

かり

にくい。また、 障
しょう

がい 者
しゃ

が６５ 歳
さい

になった場合
ばあい

と６５ 歳
さい

以 上
いじょう

の人
ひと

が 障
しょう

が
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い 者
しゃ

になった場合
ばあい

で制度
せいど

の 適 用
てきよう

が 異
こと

なるようなことは、制度
せいど

を 運 用
うんよう

する

自治体
じ ち た い

の立場
たちば

としては、町 民
ちょうみん

に説 明
せつめい

ができない。一 緒
いっしょ

に運 用
うんよう

できないか。  

○理由
りゆう

 

 制度
せいど

が２つに分
わ

かれ縦割
たてわ

りになっていることから 生
しょう

じる 弊 害
へいがい

（①制度
せいど

の

谷間
たにま

の方
かた

が救
すく

えないことや、②制度
せいど

が 重 複
じゅうふく

しているところが 尐
すく

なくないに

もかかわらず 人 材
じんざい

やサービス
さ ー び す

等
とう

の資源
しげん

が二 重
にじゅう

に必 要
ひつよう

とされることなど）を

よく 考
かんが

える 必 要
ひつよう

がある。  

 

【佐野
さ の

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 介護
かいご

保険
ほけん

では、適 用
てきよう

疾 病
しっぺい

に 難 聴
なんちょう

等
とう

聴 覚
ちょうかく

障 害
しょうがい

が入
い

れていない。人
ひと

が 人
ひと

として 存 在
そんざい

するための基本
きほん

はコミュニケーションです。コミュニケーション

の 障 害
しょうがい

である 聴 覚
ちょうかく

障 害
しょうがい

を介護
かいご

保険
ほけん

の 対 象
たいしょう

としてサービスが受
う

けられ

るようにすべきです。また介護
かいご

保険
ほけん

サービスに 従 事
じゅうじ

する 職 員
しょくいん

には 聴 覚
ちょうかく

障 害 者
しょうがいしゃ

への対 応
たいおう

ができるような 教 育
きょういく

や 実 習
じっしゅう

が必 要
ひつよう

です。  

○理由
りゆう

 

 介護
かいご

保険
ほけん

のサービス 提 供
ていきょう

事 業 所
じぎょうしょ

や施設
しせつ

において、聴 覚
ちょうかく

障 害 者
しょうがいしゃ

へのコ

ミュニケーションに 対
たい

する配 慮
はいりょ

がなされていない。介護
かいご

認 定
にんてい

に 聴 覚
ちょうかく

障 害
しょうがい

に関
かん

する認 定
にんてい

項 目
こうもく

が入
い

れて無
な

いことが 問 題
もんだい

である。  

 

【田中
たなか

（伸
のぶ

）委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 様 々
さまざま

な論 点
ろんてん

が 考
かんが

えられるが、新 法
しんぽう

の理念
りねん

、支援
しえん

の法 的
ほうてき

意味
い み

、資格
しかく

要 件
ようけん

の定
さだ

め方
かた

、支援
しえん

メニュ
め に ゅ

ーの定
さだ

め方
かた

、不服
ふふく

申
もう

し立
た

て方 法
ほうほう

などが 主
おも

なものとし

て 考
かんが

えられる。また、 他
ほか

の法
ほう

領 域
りょういき

との 役 割
やくわり

分 担
ぶんたん

の定
さだ

め 方
かた

についても、

適 切
てきせつ

な規定
きてい

が置
おき

かれるよう 検 討
けんとう

されなければならない。  

○理由
りゆう

 

 新 法
しんぽう

が介護
かいご

保険
ほけん

の 考
かんが

え 方
かた

と 全
まった

く 異
こと

なる理念
りねん

に 立 脚
りっきゃく

する 法 律
ほうりつ

である

ことを 明
あき

らかとするために、新 法
しんぽう

の理念
りねん

が 障 害 者
しょうがいしゃ

の基本的
きほんてき

人 権
じんけん

の保 障
ほしょう

を

実質化
じっしつか

するものであることを 明
あき

らかにする 必 要
ひつよう

がある。そして、この理念
りねん

の



9 

 

下
もと

に、個別
こべつ

の制度
せいど

設 計
せっけい

が 行
おこな

われていることを 明
あき

らかにしなければならない。 

 

【田中
たなか

（正
まさ

）委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 現 行
げんこう

の介護
かいご

保険
ほけん

に 問 題
もんだい

があるので 統 合
とうごう

は前 提
ぜんてい

としないのか、障 害 者
しょうがいしゃ

と

高 齢 者
こうれいしゃ

は分
わ

けるべきなので 統 合
とうごう

しないのか、 今
いま

のままでは議論
ぎろん

が無
な

く、

結 論
けつろん

が曖 昧
あいまい

。社 会
しゃかい

保 障
ほしょう

を 充 実
じゅうじつ

させ 財 源
ざいげん

の確保
かくほ

を検 討
けんとう

する視点
してん

で明 確
めいかく

に

結 論
けつろん

を得
え

て、方 向 感
ほうこうかん

を明 確
めいかく

にする 必 要
ひつよう

がある。  

○理由
りゆう

 

 年 齢
ねんれい

による制 限
せいげん

が地域
ちいき

での 生 活
せいかつ

支援
しえん

を 提 供
ていきょう

する上
うえ

で問 題
もんだい

や課題
かだい

が 生
しょう

じないようにするために、基本
きほん

はユニバーサル
ゆ に ば ー さ る

（文化
ぶ ん か

・言語
げ ん ご

・国籍
こ く せ き

の違
ち が

い、

老若
ろうにゃく

男女
な ん に ょ

といった差異
さ い

、障害
しょうがい

・能力
のうりょく

の如何
い か ん

を問
と

わずに利用
り よ う

することができる

状態
じょうたい

）であるべきと 考
かんが

える。ユニバーサル
ゆ に ば ー さ る

な支援
しえん

を 進
すす

めてゆく視点
してん

が、

ノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

を 理念
りねん

と す る 地域
ちいき

支援
しえん

を 進
すす

め て ゆ く 上
うえ

で は 最
もっと

も

重 要
じゅうよう

であると 考
かんが

えるから。  

 

【 中 西
なかにし

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 同 一
どういつ

水 準
すいじゅん

の サービス
さ ー び す

と な っ た 後
あと

に 、 介護
かいご

保険
ほけん

と 税 金
ぜいきん

で 構 成
こうせい

さ れ た

高 齢 者
こうれいしゃ

サービス
さ ー び す

と制度的
せいどてき

に合
がっ

体
たい

させていくことは 考
かんが

えられるが、現 状
げんじょう

の

ような低
ひく

い理念
りねん

とサービス下
さ ー び す か

にある介護
かいご

保険
ほけん

との統 合
とうごう

は 全
まった

く 考
かんが

えられな

い。  

○理由
りゆう

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

である 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

を国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

が満
み

たされ、Ｏ

ＥＣＤ平均値
へいきんち

の予算
よさん

を組
く

むことによって施設
しせつ

から地域
ちいき

への 完 全
かんぜん

移行
いこう

を果
は

た

した後
あと

に、高 齢 者
こうれいしゃ

サービス
さ ー び す

を 障 害 者
しょうがいしゃ

サービス
さ ー び す

の 水 準
すいじゅん

に引
ひ

き上
あ

げるべきで

ある。  

 

【 中 原
なかはら

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん
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 安 定 的
あんていてき

な財 源
ざいげん

の確保
かくほ

。  

 65 歳以上の 障 害 者
しょうがいしゃ

のサービス
さ ー び す

の利用
りよう

の仕組み
し く  

。  

 

【奈良崎
な ら ざ き

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 ぜひ、介護
かいご

保険
ほけん

と同
おな

じ制度
せいど

にするのはやめてほしいです。  

○理由
りゆう

 

 高 齢 者
こうれいしゃ

福祉
ふくし

の 目 的
もくてき

と 障
しょう

がい 者
しゃ

福祉
ふくし

の 目 的
もくてき

がちがうから、 考
かんが

えてほし

いです  

 

【 西 滝
にしたき

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

  

①  高 齢 者
こうれいしゃ

と 障 害 者
しょうがいしゃ

では、福祉
ふくし

サ
さ

－
ー

ビス
び す

の質
しつ

や 量
りょう

が異
こと

なるため、それぞ

れ独自
どくじ

の福祉
ふくし

サ
さ

－
ー

ビス
び す

・施策
しさく

を講
こう

ずるべきである。  

②  特 別
とくべつ

養護
ようご

老 人
ろうじん

ホーム
ほ ー む

において 生 活
せいかつ

保護
ほ ご

受 給 者
じゅきゅうしゃ

は個室
こしつ

利用
りよう

ができない

こととなっており、多 床 室
たしょうしつ

で生 活
せいかつ

することを余儀
よ ぎ

なくされている。今後
こんご

、

障 害 者
しょうがいしゃ

の 施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

支援
しえん

に お い て 個室化
こ し つ か

が 進
すす

ん で も 、 生 活
せいかつ

保護
ほ ご

受 給 者
じゅきゅうしゃ

が利用
りよう

できないような事態
じたい

は避
さ

けなければならない。  

○理由
りゆう

  

①  生 活
せいかつ

保護
ほ ご

受 給 者
じゅきゅうしゃ

が個室
こしつ

利用
りよう

できないこと自体
じたい

、不公平
ふこうへい

だと 考
かんが

えてい

るが、介護
かいご

保険
ほけん

との 統 合
とうごう

を前 提
ぜんてい

としない 以 上
いじょう

、障 害 者
しょうがいしゃ

の暮
く

らしに視点
してん

を

当
あ

てて検 討
けんとう

を進
すす

めるべきと 考
かんが

える。  

 

【野原
のはら

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 「介護
かいご

保険
ほけん

との統 合
とうごう

を前 提
ぜんてい

としない」との 方 針
ほうしん

を、介護
かいご

保険法
ほけんほう

を含
ふく

めて

法 的
ほうてき

にも疑問
ぎもん

の余地
よ ち

のないよう整備
せいび

すべきと 考
かんが

えます。  
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【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

１．介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

のモデルをスライドした、 障 害
しょうがい

区分
くぶん

認 定
にんてい

制度
せいど

の見直
みなお

し。 

２．介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

利用
りよう

年 齢
ねんれい

になった 際
さい

の、保険
ほけん

優 先
ゆうせん

の 考
かんが

え方
かた

の見直
みなお

し。  

３． 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス 事 業 所
じぎょうしょ

認 定
にんてい

を受
う

けている介護
かいご

保険
ほけん

サービス 事 業 所
じぎょうしょ

の従 事 者
じゅうじしゃ

への 障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

に関
かん

する 研 修
けんしゅう

の体 制
たいせい

。  

 

【広田
ひろた

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 全世代
ぜんせだい

のトータル
と ー た る

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

。  

○理由
りゆう

 

 たて割
わ

り 行 政
ぎょうせい

の連 携
れんけい

が必 要
ひつよう

。  

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 2000年
ねん

４月から施行
しこう

されている介護
かいご

保険法
ほけんほう

は、 現 金
げんきん

給 付
きゅうふ

（利用者
りようしゃ

補助
ほじょ

）

方 式
ほうしき

を 最 初
さいしょ

に福祉
ふくし

サービス利用
りよう

に持ち込ん
も ち こ ん

だものであり、自立
じりつ

支援法
しえんほう

はこ

の介護
かいご

保険
ほけん

とほぼ同じ
おなじ

給 付
きゅうふ

形 態
けいたい

になっている。「介護
かいご

保険
ほけん

との 統 合
とうごう

はしな

い」というのは、すでに当事者
とうじしゃ

と国
くに

との合意
ごうい

事項
じこう

であり、今後
こんご

高 齢 者
こうれいしゃ

は社 会
しゃかい

保険
ほけん

方 式
ほうしき

の介護
かいご

保険
ほけん

、障 害 者
しょうがいしゃ

は税
ぜい

方 式
ほうしき

の 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

ということになる。

しかし、障 害 者
しょうがいしゃ

が 65歳
さい

以 上
いじょう

になると介護
かいご

保険
ほけん

が優 先 的
ゆうせんてき

に 適 用
てきよう

されるため、

福祉
ふくし

サービスの利用
りよう

に再度
さいど

、 応 益
おうえき

負担
ふたん

が課せ
か せ

られるという 矛 盾
むじゅん

がおこるこ

とになる。  

 高 齢 者
こうれいしゃ

・障 害 者
しょうがいしゃ

へのサービスの 提 供
ていきょう

は、全 額
ぜんがく

公費
こうひ

負担
ふたん

で行 う
おこなう

べきで、

公 的
こうてき

責 任
せきにん

によってサービスの 質
しつ

を確保
かくほ

する現 物
げんぶつ

保 障 型
ほしょうがた

の仕組み
し く み

を再 構 築
さいこうちく

すべきである。  

○理由
りゆう

 

 いま、「福祉
ふくし

の介護
かいご

保険化
ほ け ん か

」が 障 害 者
しょうがいしゃ

から保育
ほいく

分野
ぶんや

まで、広がろ
ひ ろ が ろ

うとし

ているが、 私
わたし

たちの自立
じりつ

支援法
しえんほう

廃止
はいし

・ 新 法 制 定
しんほうせいてい

の 運 動
うんどう

の成果
せいか

は、これら

の分野
ぶんや

にも 当 然
とうぜん

、影 響
えいきょう

を拡げず
ひ ろ げ ず

にはいられない。介護
かいご

保険法
ほけんほう

の改 正
かいせい

も議論
ぎろん
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さ れ て い る 最 中
さいちゅう

で 、 こ れ が 残っ
のこっ

て し ま え ば 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

の 財 源
ざいげん

確保
かくほ

が

行き詰まっ
い き づ ま っ

てきた 段 階
だんかい

で、また介護
かいご

保険
ほけん

との 統 合
とうごう

が 息
いき

を吹き返し
ふ き か え し

てくるこ

とも当 然
とうぜん

考えられる
か んがえ られ る

。  

 

【藤井
ふじい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 負担
ふたん

の仕組
し く

みの見直
みなお

し、障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

をベースにした 支 給
しきゅう

決 定
けってい

の仕組
し く

み

の見直
みなお

し、サービス 体 系
たいけい

など。  

○理由
りゆう

 

 介護
かいご

保険
ほけん

統 合
とうごう

をにらみ 拙 速
せっそく

に 導 入
どうにゅう

された制度
せいど

だから  

 

【 藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

・高 齢 者
こうれいしゃ

福祉
ふくし

と 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

の理念
りねん

の根 本 的
こんぽんてき

な違い
ちがい

を理解
りかい

すること  

・応 益
おうえき

負担
ふたん

 

・ 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

認 定
にんてい

 

・ 支 給 量
しきゅうりょう

の問 題
もんだい

 

○理由
りゆう

 

 高 齢 者
こうれいしゃ

福祉
ふくし

はＡＤＬの 公 的
こうてき

補助
ほじょ

、 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

は差別
さべつ

禁止
きんし

原理
げんり

に基づく
も と づ く

もので 根 底
こんてい

の理念
りねん

が異なる
こ と な る

ため 統 合
とうごう

が出来ない
で き な い

という 共 通
きょうつう

理
り

解に立つこ

とが必要と考える。  

 介護
かいご

保険
ほけん

は 応 益
おうえき

負担
ふたん

制度
せいど

であるが、新た
あらた

な福祉
ふくし

制度
せいど

は 応 益
おうえき

負担
ふたん

制度
せいど

とす

べきではない。  

 介護
かいご

保険
ほけん

と 同 様
どうよう

な機能
きのう

障 害
しょうがい

に 着 目
ちゃくもく

した程度
ていど

区分
くぶん

認 定
にんてい

がなされるべき

ではない。  

 現 行
げんこう

の 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

の 基 準
きじゅん

は ， 介護
かいご

保険
ほけん

の 要介護
ようかいご

認 定
にんてい

調 査
ちょうさ

項 目 を

ベース
べ ー す

としており， 身 体
しんたい

障 害
しょうがい

が項目
こうめ

の 中 心
ちゅうしん

となっていることに加え
くわえ

，

個別
こべつ

の 障 害 者
しょうがいしゃ

の 障 害
しょうがい

特 性
とくせい

に応じた
お う じ た

支援
しえん

の必 要 性
ひつようせい

を判 定
はんてい

できない。  

 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

と 支 給 量
しきゅうりょう

が 連 動
れんどう

するべきではなく、利用者
りようしゃ

の必 要
ひつよう

にもと

づき 十 分
じゅうぶん

な 支 給 量
しきゅうりょう

が確保
かくほ

されなければならない。  
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【増田
ますだ

委員
いいん

】  

○結論  

 介護
かいご

保険
ほけん

優 先
ゆうせん

の制度
せいど

のもとで， 生 活
せいかつ

の 困 難
こんなん

を抱える
か か え る

障 害
しょうがい

のある 人
ひと

は

多い
おおい

． 高 齢
こうれい

になった 障 害
しょうがい

のある 人
ひと

の 実 態
じったい

を把 握
にぎる

し，その 実 態
じったい

にあった

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

を創り出す
つ く り だ す

必 要
ひつよう

がある．  

○理由  

 高 齢
こうれい

になった 障 害
しょうがい

のある 人
ひと

が 高 齢 者
こうれいしゃ

の施設
しせつ

で不適応
ふてきおう

を起こし
お こ し

，行き
い き

場
ば

を 失 う
うしなう

という 状 況
じょうきょう

も起こって
お こ っ て

いる．介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

のもとのサービス
さ ー び す

では

必 要
ひつよう

な 支援
しえん

を 受けられて
う け ら れ て

い な い と い う 事実
じじつ

が あ る ． そ の 事実
じじつ

に 基づいて
も と づ い て

検 討
けんとう

していく 必 要
ひつよう

がある．  

 

【三浦
みうら

委員
いいん

】  

○結論  

① 障 害
しょうがい

のある 人
ひと

、さらには、地域
ちいき

生 活
せいかつ

を送 る
おく  

上
うえ

で何 ら
なん  

かの支援
しえん

を必 要
ひつよう

す

る人 々
ひとびと

にとっての 選 択 性
せんたくせい

や利便性
りべんせい

の確保
かくほ

について。  

② 高 齢
こうれい

社 会
しゃかい

と な る 我が国
わ  くに

に お け る 、 障 害
しょうがい

の あ る 人
ひと

を 支援
しえん

す る 制度
せいど

の

中 長 期 的
ちゅうちょうきてき

な持続
じぞく

可能性
かのうせい

（財 源
ざいげん

の確保
かくほ

）について。  

③ 全 国
ぜんこく

各地
かくち

の 実 情
じつじょう

を踏まえた
ふ    

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

基盤
きばん

の整備
せいび

方 策
ほうさく

、

介護
かいご

保険
ほけん

と総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の役 割
やくわり

分 担
ぶんたん

と相互
そうご

利用
りよう

について。  

○理由  

 制度的
せいどてき

に 統 合
とうごう

を 行 わ な い
おこな      

前 提
ぜんてい

であったとしても、 障 害
しょうがい

のある 人
ひと

の

ニーズ
に ー ず

や地域
ちいき

のサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

基盤
きばん

の 実 情
じつじょう

等
とう

に応じて
おう   

、 柔 軟
じゅうなん

に 双 方
そうほう

の

サービス
さ ー び す

を併 用
へいよう

できる仕組みづくり
し く     

が必 要
ひつよう

であると考 え る
かんが   

ため。  

 

【 光 増
みつます

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 介護
かいご

保険
ほけん

を下敷
したじ

きとした障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

では、その 影 響
えいきょう

が各 所
かくしょ

にでて

いる。 最
さい

たるものは 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

である。介護
かいご

保険
ほけん

に 影 響
えいきょう

されて制度化
せ い ど か

し

たシステム
し す て む

は全
すべ

て見直
みなお

しすべきだ。  
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 介護
かいご

保険
ほけん

と 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

を 併 用
へいよう

する場合
ばあい

。 低 所 得 者
ていしょとくしゃ

の場合
ばあい

、介護
かいご

保険
ほけん

は 1割
わり

負担
ふたん

、障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

では、0円
えん

。併 用
へいよう

する場合
ばあい

の軽 減
けいげん

対 策
たいさく

が

必 要
ひつよう

。  

○理由
りゆう

 

 利用者
りようしゃ

負担
ふたん

のあり 方
かた

で介護
かいご

保険
ほけん

との併 用
へいよう

の場合
ばあい

の軽 減
けいげん

策
さく

を実施
じっし

しないと、

負担
ふたん

が多
おお

くなる 人
ひと

が出
で

るようになるから  

 

【 森
もり

委員
いいん

】  

○結論  

 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

第 ７ 条
だい７じょう

の「介護
かいご

保険
ほけん

優 先
ゆうせん

」、 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

、日
ひ

割
わ

り

方
ほう

式
しき

、応 益
おうえき

負担
ふたん

、食 事
しょくじ

・光熱費
こうねつひ

の実費
じっぴ

徴 収
ちょうしゅう

、障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

による、報 酬
ほうしゅう

の支
し

払
はら

い方
ほう

式
しき

並
なら

びに利用
りよう

制 限
せいげん

の撤 廃
てっぱい

などについて、 抜 本 的
ばっぽんてき

に検 討
けんとう

すべき

である。  

○理由  

 介護
かいご

保険
ほけん

の 統 合
とうごう

を 前 提
ぜんてい

と し た 制度
せいど

と 考
かんが

え ら れ る 障
しょう

害
がい

者
しゃ

施
せ

策
さく

は 、

高 齢 者
こうれいしゃ

施策
せさく

とは根 本 的
こんぽんてき

に違う
ちがう

ということをもとに 検 討
けんとう

に 入
はい

るべきである。 
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論 点
ろんてん

I-1-2) 現 行
げんこう

「自立
じりつ

支援法
しえんほう

」第
だい

7 条
じょう

では「介護
かいご

保険
ほけん

優 先
ゆうせん

」の原 則
げんそく

がうた

われている。介護
かいご

保険
ほけん

対 象
たいしょう

となった 際
さい

に、「自立
じりつ

支援法
しえんほう

」のサービス
さ ー び す

が利用
りよう

できなくなったり、サービス
さ ー び す

の 量
りょう

・種 類
しゅるい

が削
けず

られたりする事例
じれい

が 生
しょう

じて

いる。こうした事態
じたい

を避
さ

けるためには、どのような制度
せいど

とすることが 必 要
ひつよう

と

考
かんが

えるか？  

 

【朝比奈
あ さ ひ な

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 障 害
しょうがい

のある 人
ひと

一人
ひとり

ひとりの 生 活
せいかつ

を 勘 案
かんあん

して 支 給
しきゅう

決 定
けってい

していくことが

必 要
ひつよう

であるにも関わらず
か か わ ら ず

、制度
せいど

ありきで 整 合 性
せいごうせい

、 統 一 性
とういつせい

を図ろうとする

思考
しこう

が働 く
はたらく

限り
かぎり

、このような事態
じたい

は起き得る
お き う る

。原 則
げんそく

は原 則
げんそく

として、具体的
ぐたいてき

に

制度間
せいどかん

調 整
ちょうせい

を 図る
はかる

必 要
ひつよう

が 生じた
しょうじた

際
さい

に は 、 都道
とどう

府県
ふけん

の レベル
れ べ る

で 何らか
な ん ら か

の

協 議
きょうぎ

組織
そしき

に協 議
きょうぎ

を委ね
ゆだね

、その意見
いけん

を参 考
さんこう

に市 町 村
しちょうそん

が支 給
しきゅう

決 定
けってい

するような

仕組み
し く み

が考えられる
か んがえ られ る

とよい。そこで集まった
あ つ ま っ た

事例
じれい

を蓄 積
ちくせき

していくことにより、

制度
せいど

のモニタリング
も に た り ん ぐ

機能
きのう

も一部
いちぶ

、果たせる
は た せ る

と 考
かんが

えられる。  

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 介護
かいご

保険
ほけん

が 適 用
てきよう

される 年 齢
ねんれい

に 達
たっ

した 際
さい

に、介護
かいご

保険
ほけん

とあわせて 必 要
ひつよう

な

サービス
さ ー び す

が 支 給
しきゅう

されるよう、わかりやすい 基 準
きじゅん

をつくる 等
とう

サービス
さ ー び す

のあり

方
かた

を再整理
さいせいり

するとともに、きちんと 財 源
ざいげん

が確保
かくほ

されるべき。  

○理由
りゆう

 

 介護
かいご

保険
ほけん

が 適 用
てきよう

さ れ る 障 害 者
しょうがいしゃ

に 対
たい

し 、 本 人
ほんにん

や 家族
かぞく

が 納 得
なつとく

で き 、 区
く

市 町 村
しちょうそん

にも過大
かだい

な事務
じ む

処理
しょり

負担
ふたん

が課
か

されないような、制度間
せいどかん

調 整
ちょうせい

の 基 準
きじゅん

が必 要
ひつよう

である。  

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】  

○結論  

 介護
かいご

保険
ほけん

と自立
じりつ

支援法
しえんほう

の併 用
へいよう

を可能
かのう

にしていく 方 向
ほうこう

と、支 給
しきゅう

決 定
けってい

に責 任
せきにん

を持
も

つ機関
きかん

が、 判 断
はんだん

できる仕
し

組
く

みを 作
つく

る。 現 状
げんじょう

の「自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

と介護
かいご
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保険
ほけん

制度
せいど

の適 用
てきよう

関 係
かんけい

について」通知
つうち

（平 成
へいせい

19年
ねん

3月
がつ

28日
にち

）（２）適 用
てきよう

関 係
かんけい

②
２

ア
あ

・イ
い

ならびに③
３

具体的
ぐたいてき

運 用
うんよう

の 強 調
きょうちょう

や実施
じっし

強 化
きょうか

の実 現
じつげん

 

○理由  

 介護
かいご

も必 要
ひつよう

で 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

事 業 所
じぎょうしょ

の支援
しえん

が必 要
ひつよう

な 方
かた

がいる。必 要
ひつよう

な 人
ひと

に必 要
ひつよう

な支援
しえん

が 届
とど

くようにしなければならないので、 現 状
げんじょう

適 応
てきおう

され

ている上 記
じょうき

通知
つうち

内 容
ないよう

の 強 調
きょうちょう

ならびに実施
じっし

強 化
きょうか

が必 要
ひつよう

である。  

 

【 石 橋
いしばし

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 ケアマネジャーが、ひとり一人
ひとり

の必 要
ひつよう

とするサービスの 種 類
しゅるい

、量
りょう

を的 確
てきかく

に把握
はあく

し、 継 続 性
けいぞくせい

のある個人
こじん

の支援
しえん

計 画
けいかく

を作 成
さくせい

できる制度
せいど

。  

 

【 氏
うじ

田
た

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 どちらか 一 方
いっぽう

ではなく、不足
ふそく

については 従 来
じゅうらい

のサービスの 継 続
けいぞく

や 新
あら

た

に不足
ふそく

が 生
しょう

じた場合
ばあい

には 他
ほか

のサービスの利用
りよう

が可能
かのう

であることが 望
のぞ

まし

い。ひとりの人
ひと

の支援
しえん

が年 齢
ねんれい

で分 断
ぶんだん

されることでサービスの低下
ていか

を招
まね

くこ

とがあってはならない。利用者
りようしゃ

の 最 善
さいぜん

を 優 先
ゆうせん

すべきである。切
き

れ目
め

のない

支援
しえん

をするためにライフステージに合
あ

わせ、その 時 々
ときどき

に、障 害
しょうがい

や年 齢
ねんれい

に応
おう

じた支援
しえん

がプラスされるような制度
せいど

設 計
せっけい

が出来
で き

ると良
よ

いと 考
かんが

える。例
たと

えば、

高 齢
こうれい

になった時
とき

に、福祉
ふくし

サービスのメニューや 内 容
ないよう

がその 人
ひと

に合
あ

っていれ

ば、介護
かいご

保険
ほけん

であれ、障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

であれどちらでも 使
つか

えるようにするなど、

それまで 使
つか

えていた 必 要
ひつよう

なサービスが 使
つか

えなくなるということがないよう

に配 慮
はいりょ

しなければならない。  

○理由
りゆう

 

 年 齢
ねんれい

でサービスが切
き

り分
わ

けられることは、地域
ちいき

生 活
せいかつ

を 送
おく

る 上
うえ

での不安
ふあん

材 料
ざいりょう

となる。一 方
いっぽう

で、身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

手 帳
てちょう

の所持者
しょじしゃ

の 70％以 上
いじょう

が 65歳
さい

以 上
いじょう

の 高 齢 者
こうれいしゃ

と い う 現 状
げんじょう

を 考
かんが

え れ ば 、 介護
かいご

を ベ ー ス と し た 介護
かいご

保険
ほけん

に

障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

をプラスするなど、介護
かいご

保険内
ほけんない

でもきちんとしたサービスが受
う

けられるように制度
せいど

改 革
かいかく

をすべきである。  
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【大久保
お お く ぼ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 先
ま

ず、本 論 点
ほんろんてん

において 重 要
じゅうよう

なことは、65歳
さい

未満
みまん

の 障 害 者
しょうがいしゃ

と 65歳
さい

以降
いこう

に

障 害 者
しょうがいしゃ

となった 人
ひと

について、「他
た

の 者
しゃ

との 平 等
びょうどう

を基礎
き そ

」として 考
かんが

える

必 要
ひつよう

がある。さらには、「 法
ほう

の下
した

の 平 等
びょうどう

」にも 関 連
かんれん

してくるものと 考
かんが

え

る。  

 つまり、65歳
さい

以 上
いじょう

の 障 害 者
しょうがいしゃ

について、現 状
げんじょう

においては、等
ひと

しく介護
かいご

保険
ほけん

をベースとした福祉
ふくし

サービス利用
りよう

を原 則
げんそく

とし、障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスの 活 用
かつよう

は、

介護
かいご

保険
ほけん

のみではサービスの 量
りょう

や種 類
しゅるい

が不足
ふそく

する場合
ばあい

、介護
かいご

保険
ほけん

と同 種
どうしゅ

の

サービスであっても知的
ちてき

障 害
しょうがい

等
とう

の 障 害
しょうがい

特 性
とくせい

に配 慮
はいりょ

する 必 要
ひつよう

がある場合
ばあい

などとすることが妥当
だとう

と 考
かんが

える。  

 

【 大 濱
おおはま

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

▼介護
かいご

保険
ほけん

優 先
ゆうせん

の仕組
し く

みを変
か

えて、障 害 者
しょうがいしゃ

が介護
かいご

保険
ほけん

か 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービ

スかを 選 択
せんたく

できるようにすべき。その 上
うえ

で、障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスを 選
えら

んだ

障 害 者
しょうがいしゃ

の 財 源
ざいげん

は、介護
かいご

保険
ほけん

会 計
かいけい

から 障 害 者
しょうがいしゃ

施策
せさく

会 計
かいけい

に移転
いてん

する仕組
し く

みを設
もう

けるべき。  

○理由
りゆう

 

▼ 重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

のような 長 時 間
ちょうじかん

介護
かいご

を介護
かいご

保険
ほけん

の制度
せいど

でカバーすること

は 明
あき

ら か に 不可能
ふ か の う

で あ る 。 特 定
とくてい

の 介護者
かいごしゃ

が 必 要
ひつよう

な 重 度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

は 、

障 害 者
しょうがいしゃ

独自
どくじ

の制度
せいど

とする 必 要
ひつよう

がある。ただし、 一 般
いっぱん

会 計
かいけい

ベースでは、

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス（４ 分
ぷん

の１）よりも介護
かいご

保険
ほけん

（８分
ぷん

の１）の 方
ほう

が 市 町 村
しちょうそん

負担
ふたん

が軽
かる

いので、市 町 村
しちょうそん

の福祉
ふくし

部 局
ぶきょく

では介護
かいご

保険
ほけん

の利用
りよう

を勧
すす

める誘 因
ゆういん

と

なる。よって、 財 源
ざいげん

移転
いてん

は不可欠
ふ か け つ

である。  

 

【岡部
おかべ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 重 度 訪 問 介 護 等 現 在 受
じゅうどほうもんかいごなどげんざいうけ

けているサービスに 相 当
そうとう

する 類 型
るいけい

が介護保険
かいごほけん

に
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存 在
そんざい

しない場合
ばあい

は介護
かいご

保険
ほけん

財 源
ざいげん

から要介護
ようかいご

認 定
にんてい

等 級
とうきゅう

に 相 当
そうとう

する 給 付
きゅうふ

を

受
う

けて 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスの費用
ひよう

として 使
つか

うことを 認
みと

めればよい。（不足分
ふそくぶん

については 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスの 給 付
きゅうふ

を 行
おこな

う前 提
ぜんてい

）  

○理由
りゆう

 

 65 歳 以 上
いじょう

の 高 齢
こうれい

障 害 者
しょうがいしゃ

はそ も そも 第 一 号
だいいちごう

保険者
ほけんしゃ

であり 介護
かいご

保険
ほけん

の

受 給
じゅきゅう

資格
しかく

をもっているので要介護度
ようかいごど

に 相 当
そうとう

する 給 付
きゅうふ

を受
う

ける権利
けんり

がある

ため。  

 

【小田島
お だ じ ま

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 介護
かいご

保険
ほけん

優 先
ゆうせん

の決まり
き ま り

はなくす。  

○理由
りゆう

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

が利用
りよう

しやすいサービス
さ ー び す

を選べる
え ら べ る

ようにするため。  

 

【 河 崎
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 「介護
かいご

保険
ほけん

優 先
ゆうせん

」の 原 則
げんそく

を即 刻
そっこく

撤 廃
てっぱい

すべき。  

○理由
りゆう

 

 要
よう

介護
かいご

状 態
じょうたい

に 適 用
てきよう

する介護
かいご

保険
ほけん

と、自立
じりつ

を 図
はか

るための 自立
じりつ

支援
しえん

法
ほう

は

対 象
たいしょう

も 目 的
もくてき

も 手 法
しゅほう

も 全
まった

く 異
こと

なる。一体化
いったいか

を 画 策
かくさく

したところにボタンの

掛け違
か け ち が

いがある。  

 

【 川 崎
かわさき

（洋
よう

）委員
いいん

】  

○結論  

 「介護
かいご

保険
ほけん

優 先
ゆうせん

」ではなく 並 列
へいれつ

の制度
せいど

とすべき 。
しょう

障がいを持った
も っ た

高 齢 者
こうれいしゃ

が、その 必 要 性
ひつようせい

に応じて
お う じ て

どちらの制度
せいど

も使える
つ か え る

、選 択 制
せんたくせい

にすべきである。  

○理由  

 高 齢 者
こうれいしゃ

の必 要
ひつよう

とするサービス
さ ー び す

と、障 害 者
しょうがいしゃ

が必 要
ひつよう

とするサービス
さ ー び す

は必 ず
かならず

しも一致
いっち

しない。 共 通
きょうつう

の 必 要 性
ひつようせい

に応じた
お う じ た

サービス
さ ー び す

は 選 択
せんたく

すればよいこと

で、年 齢
ねんれい

で区分け
く わ け

することは不合理
ふ ご う り

である。  
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【 北 浦
きたうら

委員
いいん

】  

○結論  

 介護
かいご

保険
ほけん

の被
ひ

保険者
ほけんしゃ

として、 必 要
ひつよう

な保険
ほけん

給 付
きゅうふ

を受ける
う   

のは 当 然
とうぜん

の権利
けんり

で

あり、そこで 補
おぎな

いきれないものは、一 般
いっぱん

の 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスとするもの

で、介護
かいご

保険制
ほけんせい

をなくさない 限 り
かぎ  

優 先
ゆうせん

の 原 則
げんそく

対 応
たいおう

は変
か

わらない。 問 題
もんだい

は

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

給 付
きゅうふ

の 方
ほう

で 削 除
さくじょ

されたりすることがないようにすることにある。

このため、 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

サービスとして、介護
かいご

保険
ほけん

サービス、 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サ

ービスを含めた
ふく   

マネージメントを 確 立
かくりつ

、トータルとしてのサービス 支援
しえん

計 画
けいかく

・支 給
しきゅう

必 要 量
ひつようりょう

等
など

を策 定
さくてい

できる制度
せいど

とする必 要
ひつよう

がある。  

○理由  

 介護
かいご

保険
ほけん

で実施
じっし

されるべき 給 付
きゅうふ

が 不 十 分
ふじゅうぶん

であることに 問 題
もんだい

があるが、

本 来
ほんらい

、 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

サービスは、介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

になじまない 性 質
せいしつ

のものも

あり、 給 付
きゅうふ

に当たって
あ    

は、 障 害
しょうがい

保健
ほけん

福祉
ふくし

サービスとしてトータル
と ー た る

の 給 付
きゅうふ

制度
せいど

とする 必 要
ひつよう

がある。  

 

【倉田
くらた

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 高齢期
こうれいき

に 達 し
たっ  

加齢
かれい

と と も に 肢体
したい

不自由
ふ じ ゆ う

等
など

の 障 害 者
しょうがいしゃ

と な り 、 身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

手 帳
てちょう

を 取 得
しゅとく

するという事例
じれい

が増えて
ふ   

きている。このようなケース

は、 国 民
こくみん

の 共 同
きょうどう

連 帯
れんたい

の理念
りねん

に基づく
も と   

という介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

の趣旨
しゅし

からも、

介護
かいご

保険
ほけん

財 政
ざいせい

でサービスを負担
ふたん

すべきである。 従 っ て
したが   

、「介護
かいご

保険
ほけん

優 先
ゆうせん

」

の 原 則
げんそく

は堅持
けんじ

すべき。ただし、壮年期
そうねんき

以前
いぜん

からの 障 害 者
しょうがいしゃ

が 高 齢 者
こうれいしゃ

となっ

た場合
ばあい

に、 障 害
しょうがい

特 性
とくせい

に応じたサービス 量
りょう

が確保
かくほ

されるよう、介護
かいご

保険
ほけん

、

自立
じりつ

支援
しえん

の両サービス
りょう      

を総 合 的
そうごうてき

にコーディネイト、利用
りよう

計 画
けいかく

が策 定
さくてい

できる

権 能
けんのう

、責務
せきむ

を持つ
も  

資格
しかく

職
しょく

を創 設
そうせつ

、制度化
せ い ど か

すべきと 考 え る
かんが    

。  

○理由
りゆう

 

 現 行
げんこう

制度
せいど

で は 、 地域
ちいき

ケ ア 会議
かいぎ

等
など

に お い て サ ー ビ ス 必 要 量
ひつようりょう

の 検 討
けんとう

が

行われる
おこな    

仕組み
し く み

となっているが、 現 実
げんじつ

には介護
かいご

保険
ほけん

、自立
じりつ

支援
しえん

サービスが

個別
こべつ

に利用
りよう

調 整
ちょうせい

されるケースが 多 く
おお  

、結果
けっか

として自立
じりつ

支援法
しえんほう

のサービス
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廃止
はいし

、 量
りょう

の不足
ふそく

等
など

の指摘
してき

に至って
い た   

いる。  

 若 年
じゃくねん

障 害 者
しょうがいしゃ

においては、 障 害
しょうがい

の 受 容
じゅよう

から 障 害
しょうがい

特 性
とくせい

に応じた
お う   

生 活
せいかつ

支援
しえん

等
など

幅 広 い
はばひろ  

関わり
か か   

が 必 要
ひつよう

であり、そのことを 前 提
ぜんてい

として 生 活
せいかつ

設 計
せっけい

して

きた 障 害 者
しょうがいしゃ

が 高 齢 者
こうれいしゃ

となった場合
ばあい

については、 介護
かいご

保険
ほけん

、 自立
じりつ

支援
しえん

の

両 サ ー ビ ス
りょう       

を 包 括 的
ほうかつてき

か つ 継 続 的
けいぞくてき

な 支援
しえん

が で き る 制度
せいど

の 創 設 が 必 要
ひつよう

と

考 え る
かんが   

。  

 

【 近 藤
こんどう

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 第
だい

７
なな

条
じょう

を削 除
さくじょ

し、自己
じ こ

選 択
せんたく

の利用
りよう

を可能
かのう

とするべきである。（個人的に
こじんてきに

は―尐
すく

なくとも満
まん

6 5
ろくじゅうご

歳
さい

未満
みまん

に受
う 

けていたサービスの 量
りょう

・種 類
しゅるい

につい

ては継 続
けいぞく

して利用
りよう

できる仕組
し く

み）  

○理由
りゆう

 

 本 人
ほんにん

にふさわしい、希望
きぼう

するサービスの利用
りよう

を担保
たんぽ

するため。現 行
げんこう

の通知
つうち

では、市 町 村
しちょうそん

により 解 釈
かいしゃく

が異
こと

なり、希望
きぼう

するサービスが利用
りよう

できない実 態
じったい

が多
おお

く 生
しょう

じている。  

 

【 齋 藤
さいとう

委員
いいん

】  

○結論  

 違憲
いけん

訴 訟
そしょう

原 告 団
げんこくだん

・弁護団
べんごだん

との基本
きほん

合意
ごうい

文 書
ぶんしょ

には、介護
かいご

保険
ほけん

優 先
ゆうせん

原 則
げんそく

の

廃止
はいし

がうたわれているが、 高 齢 者
こうれいしゃ

になってから 障 害 者
しょうがいしゃ

になる 人 々
ひとびと

への

介護
かいご

を 含
ふく

めて 高 齢 者
こうれいしゃ

への 障 害 者
しょうがいしゃ

介護
かいご

の 適 用
てきよう

原 則
げんそく

を別途
べっと

定
さだ

める 必 要
ひつよう

があ

る。  

 

【清水
しみず

委員
いいん

】  

○結論  

 西 宮
にしのみや

の青葉
あおば

園
えん

の 人
ひと

で、６５ 歳
さい

以
い

上
じょう

となった 人
ひと

がいます。その 人
ひと

はおも

い 障 害
しょうがい

はあるけれど、とても 活 動 的
かつどうてき

で元気
げんき

です。ですので、青葉
あおば

園
えん

で今
いま

も

活 動
かつどう

していますし、ケアホームで暮
く

らしています。その 人
ひと

の生
い

き方
かた

に 応
おう

じ

て、そのことをちゃんとすすめていく仕
し

組
く

みとしないとだめだと 思
おも

います。 
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【田中
たなか

（伸
のぶ

）委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 どこまでを 新 法
しんぽう

の 領 域
りょういき

とし、どこまでを介護
かいご

保険法
ほけんほう

の 領 域
りょういき

とするかを

明 確
めいかく

にする 必 要
ひつよう

がある。  

○理由
りゆう

 

 新 法
しんぽう

における支援
しえん

は、障 害
しょうがい

特 性
とくせい

に応
おう

じたものであって、障 害 者
しょうがいしゃ

の人 権
じんけん

保 障
ほしょう

の実質化
じっしつか

のために 必 要
ひつよう

なものであることを 明
あき

らかとした 上
うえ

で、目 的
もくてき

の

異
こと

なる介護
かいご

保険法
ほけんほう

との 役 割
やくわり

分 担
ぶんたん

を明
あき

らかとすることが 必 要
ひつよう

である。  

 

【田中
たなか

（正
まさ

）委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 障 害
しょうがい

により支援
しえん

が 必 要
ひつよう

な 状 況
じょうきょう

と加齢
かれい

によりサービス
さ ー び す

利用
りよう

が 始
はじ

まる

状 況
じょうきょう

の差異
さ い

を検 討
けんとう

する 必 要
ひつよう

がある。特
とく

に介護
かいご

保険
ほけん

の２号
ごう

保険者
ほけんしゃ

に 生
しょう

じ

る課題
かだい

に関 連
かんれん

づけて、利用
りよう

の 始
はじ

まりが 何
なに

によるもので、それが６５ 歳
さい

から

の区切
く ぎ

りでよいのか 等
とう

の問 題
もんだい

も含
ふく

めて、 現 状
げんじょう

の課題
かだい

を整理
せいり

すべきである。

その 際
さい

、加齢
かれい

による 障 害
しょうがい

と６５ 歳
さい

以 上
いじょう

での 何
なん

らかの 事 情
じじょう

による 障 害
しょうがい

、

難 病
なんびょう

による 障 害
しょうがい

等
とう

で、それぞれ支援
しえん

が 必 要
ひつよう

となる 状 況
じょうきょう

の比較
ひかく

整理
せいり

も

必 要
ひつよう

。 現 状
げんじょう

を整理
せいり

した上
うえ

で、全
すべ

てに谷間
たにま

を 生
しょう

じないシームレス
し ー む れ す

な仕組
し く

み

を目指
め ざ

し、できることからなすべきである。  

○理由
りゆう

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

の見直
みなお

しを、谷間
たにま

に落
お

ちる人
ひと

がいる 前 提
ぜんてい

を 解 消
かいしょう

する

ために 行
おこな

うのであれば、介護
かいご

保険
ほけん

も同 様
どうよう

の視点
してん

での見直
みなお

しが 必 要
ひつよう

である。

この 前 提
ぜんてい

を一致
いっち

させなければ、 障 害 者
しょうがいしゃ

の立場
たちば

からの 改 善
かいぜん

だけでは 新
あら

たな

谷間
たにま

を生
う

み出
だ

し問 題
もんだい

は 解 消
かいしょう

されない。  

 

【 中 西
なかにし

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 利用者
りようしゃ

が介護
かいご

保険
ほけん

でも 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

のサービス
さ ー び す

でも自由
じゆう

に 選 択
せんたく

できるよう

にすべきである。  
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○理由
りゆう

 

 先 進 的
せんしんてき

な 市 町 村
しちょうそん

では 既
すで

に 行
おこな

われているが、介護
かいご

保険
ほけん

の 優
ゆう

先利用
さきりよう

条 項
じょうこう

には付則
ふそく

があり、介護
かいご

保険
ほけん

にないサービス
さ ー び す

はそれを 使
つか

えることになっており、

現 行 法
げんこうほう

のままでも介護
かいご

保険
ほけん

を 選 択
せんたく

せず自立
じりつ

支援法
しえんほう

の 重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

などの

サービス
さ ー び す

のみを 使
つか

うことは可能
かのう

である。これを 法 的
ほうてき

に 明 確
めいかく

に位置
い ち

づけ、

利用者
りようしゃ

が介護
かいご

保険
ほけん

でも 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

のサービス
さ ー び す

でも自由
じゆう

に 選 択
せんたく

できるように

すべきである。その場合
ばあい

、 両 方
りょうほう

のサービス
さ ー び す

への負担
ふたん

が求
もと

められることのな

いよう、 主
おも

なサービス
さ ー び す

での負担
ふたん

のみにとどめる 必 要
ひつよう

である。  

 

【 中 原
なかはら

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 新しい
あ た ら

支 給
しきゅう

決 定
けってい

の仕組み
し く  

を構 築
こうちく

し、真
しん

に必 要
ひつよう

な支援
しえん

がとぎれることなく

提 供
ていきょう

できるようにする。例えば
た と   

、セルフマネジメント
せ る ふ ま ね じ め ん と

・ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

に

ついても 障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

に合わせて
あ    

選 択
せんたく

できる仕組み
し く  

にするとともに、決 定
けってい

後
ご

のモニタリング
も に た り ん ぐ

を徹 底
てってい

できる仕組
し く

みとする。  

○理由
りゆう

 

 介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

は 高 齢 者
こうれいしゃ

の介護
かいご

を基
き

本
ほん

としたものであって、 障 害 者
しょうがいしゃ

にと

っての介護
かいご

は支援
しえん

の一部
いちぶ

にすぎない。特
とく

に 障 害 者
しょうがいしゃ

への支援
しえん

は 生 涯
しょうがい

にわた

る継 続 的
けいぞくてき

なものであるとともに、自立
じりつ

と社 会
しゃかい

参加
さんか

を目 的
もくてき

としていることか

ら、65歳
さい

以 上
いじょう

の 障 害 者
しょうがいしゃ

については介護
かいご

保険
ほけん

によるサービス
さ ー び す

を優 先
ゆうせん

とせず、

本
ほん

人
にん

の希望
きぼう

を優 先
ゆうせん

することが 必 要
ひつよう

。  

 

【奈良崎
な ら ざ き

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 ぜひ、福祉
ふくし

サービスには一人
ひとり

ひとりのサービスを 考
かんが

えてほしいです。  

○理由
りゆう

 

 今
いま

の日本
にほん

の（ 障
しょう

がい 者
しゃ

）福祉
ふくし

サービスは、 高 齢 者
こうれいしゃ

福祉
ふくし

サービスと 同
おな

じ

です  
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【 西 滝
にしたき

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

   

①  どちらが 優 先
ゆうせん

という 考
かんが

え方
かた

をなくし、個々
こ こ

の 障 害 者
しょうがいしゃ

が効 率 的
こうりつてき

・有 効
ゆうこう

に 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サ
さ

－
ー

ビス
び す

が利用
りよう

できるよう「ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

」を実施
じっし

し、

本 人
ほんにん

の 選 択
せんたく

を基本
きほん

とし、どちらか利用
りよう

しやすいサ
さ

－ビス
び す

を利用
りよう

する仕組
し く

みをつくる 必 要
ひつよう

がある。  

○理由
りゆう

 

①  ろう 重 複
ちょうふく

障 害 者
しょうがいしゃ

（ 聴 覚
ちょうかく

障 害 者
しょうがいしゃ

）が利用
りよう

できるサ
さ

－
ー

ビス
び す

（ 社 会
しゃかい

資源
しげん

）が 尐
すく

ない中
なか

で、地域
ちいき

活 動
かつどう

支援
しえん

センタ
せ ん た

－
ー

や生 活
せいかつ

施設
しせつ

等
とう

では、若 年
じゃくねん

か

ら 高 齢 者
こうれいしゃ

まで多様
たよう

な 年 齢 層
ねんれいそう

およびニ
に

－
ー

ズ
ず

の 方
かた

が利用
りよう

しているのが 現 状
げんじょう

である。  

 単
たん

に 年 齢
ねんれい

等
とう

で 利用
りよう

で き る サ
さ

－
ー

ビス
び す

を 限 定
げんてい

す る と 、 必 要
ひつよう

なサ
さ

－
ー

ビス
び す

（ 社 会
しゃかい

資源
しげん

）のない地域
ちいき

では 必 要
ひつよう

なサ
さ

－
ー

ビス
び す

が受
う

けられない事態
じたい

が起
お

こ

ることは必至
ひっし

である。  

 

【野原
のはら

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 新 法
しんぽう

では、介護
かいご

保険
ほけん

優 先
ゆうせん

の原 則
げんそく

はなくし、 障 害 者
しょうがいしゃ

の 実 情
じつじょう

に応
おう

じて、

選 択
せんたく

して利用
りよう

できるようにすべきです。介護
かいご

保険
ほけん

による福祉
ふくし

施策
しさく

と 障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

との整理
せいり

は 必 要
ひつよう

ですが、谷間
たにま

を生
う

まないためには、 双 方
そうほう

の制度
せいど

がある

程度
ていど

重
かさ

なるように制度
せいど

設 計
せっけい

をすべきです。  

○理由
りゆう

 

 制度間
せいどかん

の棲
す

み分
わ

けをきっちりとしてしまうと、どうしても谷間
たにま

が 生
しょう

じま

す。医 療
いりょう

が必 要
ひつよう

で 状 態
じょうたい

が日々
ひ び

変化
へんか

する 難 病
なんびょう

・慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

をもつ 障 害 者
しょうがいしゃ

に

とっては、どちらの制度
せいど

も使
つか

えて、選 択
せんたく

ができるようにすることが谷間
たにま

をな

くすことになります。  

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 ま ず は 、 前 項
ぜんこう

で 指摘
してき

し た 介護
かいご

保険
ほけん

と の 統 合
とうごう

に か か る 問 題
もんだい

を 整理
せいり

し 、
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市 町 村
しちょうそん

と、地域
ちいき

包 括
ほうかつ

支援
しえん

センターのケアマネージャーの 連 携
れんけい

が、ケア会議
かいぎ

実施
じっし

が必須
ひっす

となっている 中
なか

で保 障
ほしょう

されるように、障 害 者
しょうがいしゃ

相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

のケアマネジメントを 行
おこな

う相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

や、医 療
いりょう

機関
きかん

の相 談 者
そうだんしゃ

などと、

市 町 村
しちょうそん

の 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

担 当 者
たんとうしゃ

（課
か

）との 実 質 的
じっしつてき

連 携
れんけい

を、持
も

てる仕組
し く

みの構 築
こうちく

が必 要
ひつよう

である。そのために、自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の役 割
やくわり

などについては 検 討
けんとう

す

べきとも 考
かんが

えられる。  

○理由
りゆう

 

 市 町 村
しちょうそん

によっては、相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

を委託事
いたくこと

業 者
ぎょうしゃ

にまる投
な

げしているが、

ケアマネジメントの位置
い ち

づけが保険
ほけん

制度
せいど

とならなくても、ケア会議
かいぎ

（個別
こべつ

支援
しえん

会議
かいぎ

）開 催
かいさい

がサービス 給 付
きゅうふ

を所 管
しょかん

する 市 町 村
しちょうそん

も含
ふく

めてきちんと為
な

され

ることが 重 要
じゅうよう

。  

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 前 段
ぜんだん

で述べた
の べ た

ように、その 矛 盾
むじゅん

を 解 決
かいけつ

するためには、介護
かいご

保険
ほけん

の 応 益
おうえき

負担
ふたん

の自立
じりつ

支援
しえん

と同様に
どうように

廃止
はいし

することが妥当
だとう

ということになる。過渡的
か と て き

には、

「基本
きほん

合意
ごうい

文 書
ぶんしょ

」でうたっているように「介護
かいご

保険
ほけん

優 先
ゆうせん

原 則
げんそく

を廃止
はいし

し、

障 害
しょうがい

の特 性
とくせい

を配 慮
はいりょ

した選 択 制
せんたくせい

等
とう

の 導 入
どうにゅう

をはかること」であると考える
かんがえる

。

有利
ゆうり

な方
ほう

を選 択
せんたく

できるということにすべきで、新しい
あたらしい

法 律
ほうりつ

、 障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の中
なか

では、 高 齢 者
こうれいしゃ

も 対 象
たいしょう

として 構 想
こうそう

していくべきである。  

○理由
りゆう

 

 将 来 的
しょうらいてき

な 方 向
ほうこう

を 確 認
かくにん

し つ つ 、 現 実
げんじつ

に お こ っ て い る 不利
ふ り

な 条 件
じょうけん

は

直ちに
た だ ち に

取り除い
と り の ぞ い

ていかなければならないので。  

 

【藤井
ふじい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 保険
ほけん

優 先
ゆうせん

の原理
げんり

をどう乗
の

り越
こ

えるかは課題
かだい

であるが、65歳
さい

を超
こ

えてもそれ

までのサービスが 継 続
けいぞく

される制度
せいど

が必 要
ひつよう

である。  

○理由
りゆう

 

 サービス利用者
りようしゃ

の 生 活
せいかつ

の質
しつ

の後 退
こうたい

をさせないため  
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【 藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 介護
ご

保険法
ほけんほう

の規定
きてい

による保険
ほけん

給 付
きゅうふ

（介護
かいご

給 付
きゅうふ

、予防
よぼう

給 付
きゅうふ

および 市 町 村
しちょうそん

特 別
とくべつ

給 付
きゅうふ

）が自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

に優 先
ゆうせん

するとの規定
きてい

（介護
かいご

保険
ほけん

優 先
ゆうせん

原 則
げんそく

）（法
ほう

７ 条
７じょう

、施行令
しこうれい

２ 条
２じょう

）を 撤 廃
てっぱい

し、介護
かいご

保険
ほけん

が 強
きょう

要
よう

されない制度
せいど

として、障 害
しょうがい

のある 人
ひと

は 6 5
６５

歳
さい

になっても 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

制度
せいど

にもとづく支援
しえん

と介護
かいご

保険法
ほけんほう

に

基づく
も と づ く

介護
かいご

給 付
きゅうふ

を選 択
せんたく

できる制度
せいど

とすることが 必 要
ひつよう

である。  

○理由
りゆう

 

 介護
かいご

保険
ほけん

と、 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

制度
せいど

は、制度
せいど

趣旨
しゅし

の違い
ちがい

から来る
く る

内 容
ないよう

の違い
ちがい

があ

る。  

介護
かいご

保険
ほけん

（特
とく

に在 宅
ざいたく

介護
かいご

サービス
さ ー び す

）は，身 体
しんたい

介護
かいご

を 中 心
ちゅうしん

として，高 齢 者
こうれいしゃ

の 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

維持
い じ

に 必 要
ひつよう

な介護
かいご

の基礎
き そ

部分
ぶぶん

のみをカバー
か ば ー

しており、 社 会
しゃかい

参加
さんか

のために 必 要
ひつよう

な支援
しえん

を含む
ふくむ

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

制度
せいど

の支援
しえん

の代 替
だいたい

にならない。  

 また、介護
かいご

保険
ほけん

は 応 益
おうえき

負担
ふたん

（ 1
１

割
わり

負担
ふたん

）であって、軽 減
けいげん

措置
そ ち

を利用
りよう

しても

1
１

ヶ月
かげつ

の自己
じ こ

負担
ふたん

額
がく

が高 額
こうがく

である。介護
かいご

保険
ほけん

は、高 齢 者
こうれいしゃ

が 一 定
いってい

の資産
しさん

形 成
けいせい

をしていることを 前 提
ぜんてい

として 設 計
せっけい

されており、資産
しさん

形 成
けいせい

困 難
こんなん

な 障 害 者
しょうがいしゃ

を

対 象
たいしょう

とすることは 困 難
こんなん

である。  

 6 5
６５

歳
さい

になったからといって、 必 要
ひつよう

な支援
しえん

が変わる
か わ る

わけではないにもかか

わ ら ず 、 介護
かいご

保険
ほけん

の 支 給 量
しきゅうりょう

を 使い切らなければ
つ か い き ら な け れ ば

自立
じりつ

支援
しえん

の 給 付
きゅうふ

を

受けられなく
う け ら れ な く

なり、自己
じ こ

実 現
じつげん

に 必 要
ひつよう

な 社 会
しゃかい

参加
さんか

の機会
きかい

を奪われ
う ば わ れ

、さらに

利用者
りようしゃ

負担
ふたん

が著 し く
いちじるしく

高 額
こうがく

になることは、不合理
ふ ご う り

な差別
さべつ

であって、憲 法
けんぽう

1 3
１３

条
じょう

、

1 4
１４

条
じょう

に反し
はんし

、憲 法
けんぽう

2 5
２５

条
じょう

に定める
さ だ め る

最 低
さいてい

限度
げんど

の 生 活
せいかつ

を下回る
したまわる

生 活
せいかつ

を強
し

いら

れる恐れ
おそれ

もあり、 障 害 者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

を侵 害
しんがい

している。  

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】  

○結論  

 介護
かいご

保険
ほけん

優 先
ゆうせん

の 原 則
げんそく

を廃止
はいし

する．その 人
ひと

のニーズ
に ー ず

に合わせて
あ わ せ て

選 択
せんたく

する

制度
せいど

とする．  
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【三浦
みうら

委員
いいん

】  

○結論  

 障 害
しょうがい

のある 人
ひと

がいずれかを 選 択
せんたく

できる仕組み
し く  

とするとともに、 必 要
ひつよう

に

応じて
おう   

併 用
へいよう

が可能
かのう

な仕組み
し く  

とするべきである。  

○理由  

 障 害
しょうがい

のある 人
ひと

が希望
きぼう

する地域
ちいき

や場所
ばしょ

で 生 活
せいかつ

することを 実 現
じつげん

するため、

必 要
ひつよう

なサービス
さ ー び す

は 柔 軟
じゅうなん

に利用
りよう

できることを 原 則
げんそく

とするべきである。また、

支援
しえん

の 必要度
ひつようど

や地域
ちいき

の サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

基盤
きばん

の 状 況
じょうきょう

等
とう

に 応じて
おう   

、 双 方
そうほう

を

組み合わせて
く   あ     

利用
りよう

することも求められる
もと      

と 考 え る
かんが    

ため。  

 

【 光 増
みつます

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 「介護
かいご

保険
ほけん

優 先
ゆうせん

」の 原 則
げんそく

を撤
てつ

廃
はい

し、利用者
りようしゃ

の自己
じ こ

選 択
せんたく

を 優 先
ゆうせん

すべき  

 その 人
ひと

の暮
く

らしにとって 必 要
ひつよう

なサービス
さ ー び す

が 柔 軟
じゅうなん

に利用
りよう

できるように。

介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

には無
な

いサービス
さ ー び す

が受
う

けられるよう、つまり 両 方
りょうほう

が 質 量
しつりょう

と

も満 足
まんぞく

できるレベル
れ べ る

で使
つか

えるようにすべき。地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

は市 町 村
しちょうそん

に

より、 両 用
りょうよう

を可
か

とする場合
ばあい

もあるが 全
すべ

てのサービス
さ ー び す

が使
つか

えるように。  

○理由
りゆう

 

 「介護
かいご

保険
ほけん

優 先
ゆうせん

」の 考
かんが

え 方
かた

が 存 在
そんざい

するから、 全 国
ぜんこく

で 混 乱
こんらん

が 生
しょう

じてい

る。  

 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

と介護
かいご

保険
ほけん

のサービス
さ ー び す

を 選 択
せんたく

するのは利用者
りようしゃ

の自己
じ こ

決 定
けってい

を 優 先
ゆうせん

すべきだ。 一 方
いっぽう

、介護
かいご

保険
ほけん

のサービス
さ ー び す

を利用
りよう

する知的
ちてき

障 害
しょうがい

の

ある 人
ひと

が、誤解
ごかい

と 偏
へん

見
けん

で介護
かいご

保険
ほけん

のサービス
さ ー び す

から 排 除
はいじょ

される場合
ばあい

もある。

障 害
しょうがい

に 関
かん

するサービス
さ ー び す

は介護
かいご

の 概 念
がいねん

だけでは 括
くく

れないものであり、 当 然
とうぜん

介護
かいご

保険
ほけん

重 視
じゅうし

の立場
たちば

からは当事者
とうじしゃ

にとって不便
ふべん

で 限 定 的
げんていてき

な 生 活
せいかつ

が強
し

いら

れる結果
けっか

ともなる。  

 

【宮田
みやた

委員
いいん

】  

○結論  

 介護
かいご

保険
ほけん

の サービスメニュー
さ ー び す め に ゅ ー

の 拡 大
かくだい

や 支 給 量
しきゅうりょう

の 増加
ぞうか

の 方
ほう

が 緊 急
きんきゅう

の
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課題
かだい

。  

○理由  

 同じ
おなじ

年 齢
ねんれい

であれば、障 害
しょうがい

のある・なしにかかわらず同じ
おなじ

支援
しえん

体 系
たいけい

になる

ことには 矛 盾
むじゅん

はない。しかし、 現 状
げんじょう

では、 障 害 者
しょうがいしゃ

が介護
かいご

保険
ほけん

対 象
たいしょう

にな

る 問 題
もんだい

というより、 介護
かいご

保険
ほけん

のサービスメニュー
さ ー び す め に ゅ ー

の貧しさ
ま ず し さ

の 問 題
もんだい

の 方
ほう

が

大きい
お お き い

。 実 際
じっさい

の 在 宅
ざいたく

現場
げんば

で は 、 介護
かいご

保険
ほけん

の サービスメニュー
さ ー び す め に ゅ ー

の 尐なさ
す く な さ

に

加えて
く わ え て

、介護
かいご

保険
ほけん

審査
しんさ

による 支 給 量
しきゅうりょう

の尐なさ
す く な さ

のため、一 般
いっぱん

高 齢 者
こうれいしゃ

が 障 害
しょうがい

者
しゃ

手 帳
てちょう

に基づく
も と づ く

障 害
しょうがい

サービス
さ ー び す

で補填
ほてん

されるという 逆
ぎゃく

の 問 題
もんだい

が生じて
しょうじて

お

り、 障 害
しょうがい

分野
ぶんや

の予算
よさん

が介護
かいご

保険
ほけん

の 支 給 量
しきゅうりょう

の補填
ほてん

に回されて
か い さ れ て

いる 現 状
げんじょう

が

ある。  

 

【 森
もり

委員
いいん

】  

○結論  

 自立
じりつ

支援法
しえんほう

第 ７ 条
だい７じょう

は撤 廃
てっぱい

すること。  

○理由  

 介護
かいご

保険
ほけん

の 統 合
とうごう

を 前 提
ぜんてい

と し た 制度
せいど

と 考
かんが

え ら れ る 障
しょう

害
がい

者
しゃ

施
せ

策
さく

は 、

高 齢 者
こうれいしゃ

施策
せさく

とは根 本 的
こんぽんてき

に違
ちが

うということをもとに 検 討
けんとう

に 入
はい

るべきである。 

 

【 山 本
やまもと

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 7 条
じょう

を廃
はい

止
し

すべき  

○理由
りゆう

 

 高 齢
こうれい

の 長 期
ちょうき

入 院 者
にゅういんしゃ

の地域
ちいき

移行
いこう

に 際
さい

してはその 障 害
しょうがい

によって、手厚
てあつ

い

介 助
かいじょ

体 制
たいせい

が必 要
ひつよう

だが、介護
かいご

保険
ほけん

では保 障
ほしょう

されないから  
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＜ 項 目
こうもく

I-2 現 行
げんこう

の特 別
とくべつ

対 策
たいさく

等
とう

＞  

論 点
ろんてん

I-2-1) 臨時
りんじ

特 例
とくれい

交付
こうふ

金
きん

による 特 別
とくべつ

対 策
たいさく

事 業
じぎょう

についての 評 価
ひょうか

はどう

か？また、この 中
なか

で、「 特 別
とくべつ

対 策
たいさく

」から正規
せいき

の制度
せいど

に組
く

み入
い

れる必 要
ひつよう

があ

るものはあるか？  

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 国
くに

において個別
こべつ

事 業
じぎょう

の効果
こうか

を 検 証
けんしょう

し、 必 要
ひつよう

に 応
おう

じ 長 期
ちょうき

かつ 安 定 的
あんていてき

な

制度
せいど

とするべきである。  

 特 別
とくべつ

対 策
たいさく

事 業
じぎょう

は、事 業
じぎょう

所
しょ

の運 営
うんえい

の安定化
あんていか

や新 体 系
しんたいけい

への移行
いこう

促 進
そくしん

のため

の基盤
きばん

整備
せいび

、また 職 員
しょくいん

の処 遇
しょぐう

改 善
かいぜん

などに資
し

するものであり、評 価
ひょうか

できる。

このうち、特
とく

に事 業
じぎょう

運 営
うんえい

安定化
あんていか

事 業
じぎょう

や福祉
ふくし

・介護
かいご

人 材
じんざい

の処 遇
しょぐう

改 善
かいぜん

事 業
じぎょう

に

ついては、今後
こんご

とも 推 進
すいしん

していく 内 容
ないよう

であるので、 報 酬
ほうしゅう

改 定
かいてい

での措置
そ ち

な

ど正規
せいき

の制度
せいど

に組
く

み入
い

れ、 恒 久 的
こうきゅうてき

な対 策
たいさく

を図
はか

る必 要
ひつよう

がある。  

 また、基盤
きばん

整備
せいび

事 業
じぎょう

は、社 会
しゃかい

福祉
ふくし

法 人
ほうじん

以外
いがい

の法 人
ほうじん

が基盤
きばん

整備
せいび

をする場合
ばあい

や、工 賃
こうちん

向 上
こうじょう

への取
と

り組
く

み等
とう

に有 用
ゆうよう

であり、別途
べっと

事 業
じぎょう

化
か

が必 要
ひつよう

と 考
かんが

え

る。  

○理由
りゆう

 

 国
くに

において効果
こうか

を 検 証
けんしょう

したうえで、必 要
ひつよう

に応
おう

じて長 期 的
ちょうきてき

かつ安 定 的
あんていてき

な

制度
せいど

とするよう 検 討
けんとう

する 必 要
ひつよう

がある。  

 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

を 的 確
てきかく

に 供 給
きょうきゅう

していくため、サービス
さ ー び す

事 業
じぎょう

者
しゃ

の

経 営
けいえい

の安 定
あんてい

は不可欠
ふ か け つ

なものである。  

 また、福祉
ふくし

・介護
かいご

職 員
しょくいん

は他
ほか

の 職 種
しょくしゅ

に 比
くら

べ給 与
きゅうよ

水 準
すいじゅん

が 低
ひく

く人 材
じんざい

確保
かくほ

が

困 難
こんなん

であり、 人 材
じんざい

の確保
かくほ

、 定 着
ていちゃく

を図
はか

る必 要
ひつよう

がある。  

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】  

○結論  

 基盤
きばん

整備
せいび

事 業
じぎょう

については、当事者
とうじしゃ

や地域
ちいき

ニーズ
に ー ず

を踏
ふ

まえ事
じ

業
ぎょう

展
てん

開
かい

を 行
おこな

う場
ば

合
あい

に、設備
せつび

整備
せいび

、備品
びひん

整備
せいび

などハード
は ー ど

な 条 件
じょうけん

整備
せいび

の必 要
ひつよう

な時
とき

に 活 用
かつよう

で

きる仕
し

組
く

みとして 重 要
じゅうよう

である。  
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○理由  

 施設
しせつ

、備品
びひん

の整備
せいび

、 改 修
かいしゅう

・ 増 築
ぞうちく

などの 事 業
じぎょう

環 境
かんきょう

整備
せいび

は正規
せいき

の 事 業
じぎょう

と

して組
く

み入
い

れ、 総
そう

じて地
ち

域
いき

の支援
しえん

体 制
たいせい

整備
せいび

に向
む

かう 必 要
ひつよう

がある。 先 述
せんじゅつ

の

社 会 的
しゃかいてき

インフラ
い ん ふ ら

整備
せいび

に繋
つな

がる 話
はなし

でもある。  

 

【 石 橋
いしばし

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 特 別
とくべつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

は、負担
ふたん

の 軽 減
けいげん

と 事 業 所
じぎょうしょ

運 営
うんえい

に 寄
やどりき

与
くみ

して 障 害 者
しょうがいしゃ

に

安 心
あんしん

を与
あた

えた点
てん

を 評
ひょう

価
あたい

する。  

 「特 別
とくべつ

対 策
たいさく

」で正規
せいき

の制度
せいど

に組
く

み入
い

れるのは、① 通 所
つうじょ

サービス利用
りよう

促 進
そくしん

事 業
じぎょう

、②ディサービス 事 業
じぎょう

等
とう

緊 急
きんきゅう

移行
いこう

支援
しえん

事 業
じぎょう

、③ 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援
しえん

基盤
きばん

整備
せいび

事 業
じぎょう

、④地域
ちいき

移行
いこう

・ 就 労
しゅうろう

支援
しえん

推 進
すいしん

強 化
きょうか

事 業
じぎょう

、⑤ 相 談
そうだん

支援
しえん

体 制
たいせい

整備
せいび

特 別
とくべつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

、⑥障 害 児
しょうがいじ

を育
そだ

てる地域
ちいき

の支援
しえん

体 制
たいせい

整備
せいび

事 業
じぎょう

、⑦ 就 労
しゅうろう

意欲
いよく

促 進
そくしん

事 業
じぎょう

、⑧その他法
たほう

施行
しこう

に 伴
ともな

い 緊
みしと

急
きゅう

に必 要
ひつよう

な事 業
じぎょう

。  

 また、「移行
いこう

することが 困 難
こんなん

な小規模
しょうきぼ

作 業 所
さぎょうじょ

」に 対
たい

する 助 成
じょせい

制度
せいど

を 新
あら

た

に整備
せいび

する 必 要
ひつよう

があると 考
かんが

える。  

 

【 氏
うじ

田
た

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 通 所
つうしょ

の送 迎
そうげい

費用
ひよう

、事務員
じ む い ん

の増 員
ぞういん

補助
ほじょ

などを正規
せいき

の制度
せいど

に組
く

み入
い

れる必 要
ひつよう

があると 考
かんが

える。  

○理由
りゆう

 

 地域
ちいき

生 活
せいかつ

維持
い じ

に必 要
ひつよう

であるとの 評 価
ひょうか

が高
たか

い。  

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 自立
じりつ

支援法
しえんほう

の諸課題
しょかだい

を一 定
いってい

程度
ていど

解 消
かいしょう

したことについては 評 価
ひょうか

できる。し

かし、法 令
ほうれい

の改 正
かいせい

を 行
おこな

わずに、事 実 上
じじつじょう

は制度
せいど

変 更
へんこう

に近
ちか

いものがあり、そ

の意味
い み

では、 法 令
ほうれい

の枠組
わくぐ

みが曖 昧
あいまい

になってきていると 思
おも

われる。  

 正規
せいき

の制度
せいど

へ組
ぐ

み入
い

れた方
かた

が良
よ

いかは、事 業
じぎょう

ごとに 検 証
けんしょう

すべきであるが、
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例
たと

えば、 次
つぎ

の事 業
じぎょう

は組
く

み入
い

れる必 要
ひつよう

があると 考
かんが

える。  

 通 所
つうしょ

サービス 等
とう

利用
りよう

促 進
そくしん

事 業
じぎょう

、就 労
しゅうろう

系
けい

事 業
じぎょう

利用
りよう

に向
む

けたアセスメント

実施
じっし

連 携
れんけい

事 業
じぎょう

・一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

移行
いこう

等
とう

促 進
そくしん

事 業
じぎょう

、地域
ちいき

移行
いこう

支度
したく

経費
けいひ

支援
しえん

事 業
じぎょう

、

障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援
しえん

基盤
きばん

整備
せいび

事 業
じぎょう

、 障 害 者
しょうがいしゃ

地域
ちいき

移行
いこう

体 制
たいせい

強 化
きょうか

事 業
じぎょう

、 相 談
そうだん

支援
しえん

体 制
たいせい

整備
せいび

特 別
とくべつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

、 障 害 児
しょうがいじ

を 育
そだ

てる地域
ちいき

の支援
しえん

体 制
たいせい

整備
せいび

事 業
じぎょう

、

障 害 児
しょうがいじ

の保護者
ほ ご し ゃ

が児童
じどう

デイⅡ 型
かた

で 相 談
そうだん

対 応
たいおう

する 事 業
じぎょう

、 相 談
そうだん

支援
しえん

充 実
じゅうじつ

・

強 化
きょうか

事 業
じぎょう

、地域
ちいき

における施設
しせつ

の 拠 点
きょてん

機能
きのう

に 着 目
ちゃくもく

した 事 業 者
じぎょうしゃ

支援
しえん

事 業
じぎょう

、

重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

等
とう

の 利用
りよう

促 進
そくしん

に 係
かかわ

る 市 町 村
しちょうそん

支援
しえん

事 業
じぎょう

、 福祉
ふくし

・ 介護
かいご

人 材
じんざい

緊 急 的
きんきゅうてき

な確保
かくほ

を図
はか

る措置
そ ち

（福祉
ふくし

・介護
かいご

人 材
じんざい

の処 遇
しょぐう

改 善
かいぜん

事 業
じぎょう

）  

 

【 大 濱
おおはま

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

▼ 特
とく

に 事 業 所
じぎょうしょ

や介護者
かいごしゃ

の不足
ふそく

でサービスが受
う

けにくい 重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

等
とう

に

ついては、 新 人
しんじん

介護者
かいごしゃ

の 教 育
きょういく

のためにベテランと 新 人
しんじん

の２人
り

体 制
たいせい

で

利用者宅
りようしゃたく

に 入
はい

る 教 育
きょういく

期間
きかん

の経費
けいひ

や、 求 人
きゅうじん

広告費
こうこくひ

の 助 成
じょせい

は、 旧 在 宅
きゅうざいたく

重 度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

基盤
きばん

整備
せいび

事 業
じぎょう

のような基金
ききん

事 業
じぎょう

ではなく、

正規
せいき

の制度
せいど

に組
く

み入
い

れることが 必 要
ひつよう

。また、同 事 業
どうじぎょう

では１ 事 業 所
じぎょうしょ

あたり

年 間
ねんかん

１ ０ ０ 万 円
まんえん

の 上 限
じょうげん

が あ っ た が 、 最 重 度
さいじゅうど

の 障 害 者
しょうがいしゃ

の 介護
かいご

に

積 極 的
せっきょくてき

に取
と

り組
く

んでいる 事 業 所
じぎょうしょ

ほど 教 育
きょういく

経費
けいひ

や 求 人
きゅうじん

広告費
こうこくひ

が 多
おお

く

かかるので、実 質 的
じっしつてき

な助 成 率
じょせいりつ

が下
さ

がることになる。よって、１ 法 人
ほうじん

ない

しは１ 事 業 所
じぎょうしょ

ごとの 金 額
きんがく

の 上 限
じょうげん

は 撤 廃
てっぱい

すべき。  

 

【 川 崎
かわさき

（洋
よう

）委員
いいん

】  

○結論  

 家族
かぞく

支援
しえん

に関して
か ん し て

言えば
い え ば

、家族会
かぞくかい

支援
しえん

として 有 効
ゆうこう

な支援
しえん

事 業
じぎょう

を行 う
おこなう

べき

である。  

○理由  

 家族
かぞく

の支援
しえん

であって、家族会
かぞくかい

の支援
しえん

でないと言われる
い わ れ る

など 制 約
せいやく

が多く
おおく

、

問 題 点
もんだいてん

が指摘
してき

された。家族会
かぞくかい

を支援
しえん

することは、まさに家族
かぞく

支援
しえん

であり、個々
こ こ

の家族
かぞく

の エンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

につな がる の みなら ず、 家族会
かぞくかい

活 動
かつどう

は 国
くに

や 地方
ちほう
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自治体
じ ち た い

に 対して
た い し て

重 要
じゅうよう

な 提 言
ていげん

を 行 う
おこなう

な ど な く て は な ら な い 活 動
かつどう

と し て

公 的
こうてき

に認める
み と め る

べきである。  

 また 現 在
げんざい

はボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

で行われて
おこなわれて

いるピア
ぴ あ

活 動
かつどう

、ピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

事 業
じぎょう

な

どへの支援
しえん

が正規化
せ い き か

されるとよいと考える
かんがえる

。  

 

【 近 藤
こんどう

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

①移行
いこう

時
じ 

運 営
うんえい

安 定
あんてい

化
か 

事 業
じぎょう

は、当 分
とうぶん

の 間
あいだ

、継 続
けいぞく

が必 要
ひつよう

である。  

② 通
つう

所
しょ

サービス 等
とう

利用
りよう

促 進
そくしん

事 業
じぎょう

は 送 迎
そうげい

加算
かさん

として 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスの

報 酬
ほうしゅう

に組
く 

み入
い 

れるべきである。  

③事務
じ む

処理
しょり

安 定
あんてい

化
か 

支援
しえん

事 業
じぎょう

は、事務員
じ む い ん

の 報 酬
ほうしゅう

算 定
さんてい

を厚
あつ

くして、報 酬
ほうしゅう

に 上
うわ

乗
の 

せするべきである。  

④地域
ちいき

移行
いこう

支援
しえん

支度
じたく

経費
けいひ

支援
しえん

事 業
じぎょう

は、正規
せいき

の事 業
じぎょう

として 継 続
けいぞく

するべきであ

る。  

⑤ 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援
しえん

基盤
きばん

整備
せいび

事 業
じぎょう

は、正規
せいき

の事 業
じぎょう

として 継 続
けいぞく

するべきであ

る。  

⑥職 場
しょくば

実 習
じっしゅう

、職 場
しょくば

見 学
けんがく

促 進
そくしん

事 業
じぎょう

は、正規
せいき

の 事 業
じぎょう

として 継 続
けいぞく

するべきで

ある。  

⑦ 目 標
もくひょう

工 賃
こうちん

達 成
たっせい

助 成
じょせい

事 業
じぎょう

は、 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスの 報 酬
ほうしゅう

に組
く 

み入
い 

れる

べきである。  

⑧事 業
じぎょう

者
しゃ

コスト 対 策
たいさく

は、正規
せいき

の事 業
じぎょう

として 継 続
けいぞく

するべきである。  

⑨グループホーム・ケアホームへの移行
いこう

促 進
そくしん

事 業
じぎょう

 

⑩福祉
ふくし

・介護人
かいごにん

材
ざい

の処 遇
しょぐう

改 善
かいぜん

事 業
じぎょう

は、障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスの 報 酬
ほうしゅう

に組
く 

み入
い 

れるべきである。  

⑪社 会
しゃかい

福祉
ふくし

施設
しせつ

等
とう

耐 震
たいしん

化
か 

等
とう

臨時
りんじ

特 例
とくれい

交付
こうふ

金
きん

は、正規
せいき

の事 業
じぎょう

として 継 続
けいぞく

す

るべきである。  

○理由
りゆう

 

①措置
そ ち

費
ひ 

制度
せいど

から支援
しえん

費
ひ 

制度
せいど

、そして 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

、総 合
そうごう

福祉
ふくし

法
ほう

と、

障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

がめまぐるしく変化
へんか

するなか、利用
りよう

者
しゃ

が安 心
あんしん

して利用
りよう

できる

基盤
きばん

が 整
ととの

うまでの 間
あいだ

、 従 前
じゅうぜん

額
がく

保 障
ほしょう

により、 職 員
しょくいん

の確保
かくほ

が必須
ひっす

であ
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る。  

② 公 共
こうきょう

交 通
こうつう

機関
きかん

が 不 十 分
ふじゅうぶん

であったり、支援
しえん

が 必 要
ひつよう

な利用
りよう

者
しゃ

が多い
おおい

など、

通
つう

所
しょ

支援
しえん

策
さく

が不可欠
ふ か け つ

である。  

③事務
じ む

の煩 雑
はんざつ

化
か 

、複 雑
ふくざつ

化
か 

のなか、特 別
とくべつ

対 策
たいさく

を超
こ 

える評 価
ひょうか

を 報 酬
ほうしゅう

に組
く 

み込
こ 

むべきである。毎 年
まいねん

の制度
せいど

改 変
かいへん

で、事務
じ む

処理
しょり

の負担
ふたん

は過大
かだい

となっている。  

④地域
ちいき

移行
いこう

を進
すす

めるために、制度
せいど

化
か 

するべきである。  

⑤現 行
げんこう

では基盤
きばん

整備
せいび

が不 十 分
ふじゅうぶん

であり、制度
せいど

化
か 

が求
もと

められる。  

⑥企 業
きぎょう

の 協 力
きょうりょく

を得
え 

るためには 必 要
ひつよう

な 事 業
じぎょう

である。  

⑦事務
じ む

の 煩 雑
はんざつ

化
か 

を 解 消
かいしょう

し、かつ 目 標
もくひょう

工 賃
こうちん

達 成
たっせい

加算
かさん

を手厚
てあつ

くするため、

報 酬
ほうしゅう

に組
く 

み入
い 

れるべきである。  

⑧経 済
けいざい

状 況
じょうきょう

の不安定
ふあんてい

さが続
つづ

く 間
あいだ

、正規
せいき

の事 業
じぎょう

とするべきである。  

⑨今後
こんご

とも借
かり

上
あ 

げによるグループホーム、ケアホームが増加
ぞうか

するものと 考
かんが

えられる。  

⑩改 善
かいぜん

の継 続
けいぞく

や、現 在
げんざい

の 職 種
しょくしゅ

限 定
げんてい

の課題
かだい

を 解 消
かいしょう

するためにも、報 酬
ほうしゅう

に

盛
も 

り込
こ 

むべきである。  

⑪施設
しせつ

利用
りよう

者
しゃ

の生 活
せいかつ

の 安 全
あんぜん

確保
かくほ

が第一であり
だ いいち であ り

、全て
すべて

の耐 震
たいしん

化
か 

対 象
たいしょう

施設
しせつ

の

耐 震
たいしん

対 策
たいさく

が 終 了
しゅうりょう

するまで 継 続
けいぞく

するべきである。  

 

【 齋 藤
さいとう

委員
いいん

】  

○結論  

 特 別
とくべつ

対 策
たいさく

事 業
じぎょう

は基本的
きほんてき

に 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

への移行
いこう

にともなう 事 業
じぎょう

であり、当 然
とうぜん

に必 要
ひつよう

な事 業
じぎょう

であったが、新 法
しんぽう

制 定
せいてい

にあたっては特 別
とくべつ

対 策
たいさく

からの組入
くみい

れを 考
かんが

えるという視点
してん

は必 要
ひつよう

でない。  

 

【 坂 本
さかもと

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 例
たと

えば施設
しせつ

の 改 修
かいしゅう

等
とう

の費用
ひよう

を補助
ほじょ

する基盤
きばん

整備
せいび

事 業
じぎょう

により 就 労
しゅうろう

支援
しえん

に大
おお

きな効果
こうか

があった。 仮
かり

に事 業
じぎょう

が存 続
そんぞく

するのであればそれはそれであり

がたいが、国費
こくひ

等
とう

が 限
かぎ

られている 中
なか

で、施策
しさく

の優
ゆう

先順位付
さきじゅんいづ

けが 必 要
ひつよう

である。  

○理由
りゆう
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 特 別
とくべつ

対 策
たいさく

事 業
じぎょう

を 存 続
そんぞく

させることにより、もっと 必要度
ひつようど

の 高
たか

い施策
しさく

に

財 源
ざいげん

が回
まわ

らないことは避
さ

けるべきである。  

 

【清水
しみず

委員
いいん

】  

○結論  

 特 別
とくべつ

対 策
たいさく

事 業
じぎょう

でよくなったこともたくさんありましたが、臨時
りんじ

とか特 別
とくべつ

対 策
たいさく

とかいうのは、とっても不
ふ

安
あん

を感
かん

じます。一
ひとり

人ひとりが価
か

値
ち

的
てき

存
そん

在
ざい

と

して堂
どう

々
どう

と生
い

きていけるよう、後
あと

押
お

しする仕
し

組
く

みにしてください。お金
かね

の持
も

ってきかたについては、よくわからない 所
ところ

もあります。厚 労 省
こうろうしょう

の人
ひと

は持
も

っ

てきかたの知恵
ち え

をたくさんお持
も

ちだと 思
おも

いますので、よろしくお願
ねが

いします。 

 

【田中
たなか

（伸
のぶ

）委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

な対 策
たいさく

である。利用者
りようしゃ

負担
ふたん

軽 減
けいげん

措置
そ ち

、事 業 者
じぎょうしゃ

に対
たい

する 激 変
げきへん

緩和
かんわ

措置
そ ち

については、それぞれ 新 法
しんぽう

における 応
おう

能
のう

負担
ふたん

のあり方
かた

や、報 酬
ほうしゅう

支払
しはら

い 方 式
ほうしき

の検 討
けんとう

の中
なか

で、 十 分
じゅうぶん

な検 討
けんとう

がなされる 必 要
ひつよう

がある。また、新 法
しんぽう

移行
いこう

のた

めの 緊 急 的
きんきゅうてき

な経過
けいか

措置
そ ち

については、 新 法
しんぽう

施行後
せ こ う ご

数 年 間
すうねんかん

は 必 要
ひつよう

となると

考
かんが

える。  

○理由
りゆう

 

 特 別
とくべつ

対 策
たいさく

は、自立
じりつ

支援法
しえんほう

の抱
かか

える問 題 点
もんだいてん

を是正
ぜせい

するための 対 策
たいさく

であり、

必 要
ひつよう

なものである。また、特 別
とくべつ

対 策
たいさく

のそれぞれの 内 容
ないよう

については、新 法
しんぽう

に

おける制度
せいど

設 計
せっけい

の 中
なか

に 解
かい

消
しょう

するものと、 新 法
しんぽう

施行後
せ こ う ご

も経過
けいか

措置
そ ち

として

必 要
ひつよう

なものに分
わ

けて 考
かんが

えるべきである。  

 

【田中
たなか

（正
まさ

）委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 現 在
げんざい

実 施 中
じっしちゅう

の 処 遇
しょぐう

改 善
かいぜん

事 業
じぎょう

については、この 金 額
きんがく

を基本
きほん

単価
たんか

として

報 酬
ほうしゅう

改 定
かいてい

すべき。  

 また利用者
りようしゃ

の負担
ふたん

にかかわるものや 相 談
そうだん

支援
しえん

に関
かか

わるものも 必 要
ひつよう

である。 

○理由
りゆう
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 処 遇
しょぐう

改 善
かいぜん

によってそれなりの 報 酬
ほうしゅう

になった 現 状
げんじょう

を 調 査
ちょうさ

すべきである。

これが 最 低
さいてい

の基本
きほん

単価
たんか

と 考
かんが

え、さらにモデル
も で る

となる 事 業
じぎょう

展 開
てんかい

を 設 定
せってい

し

地域
ちいき

支援
しえん

に必 要
ひつよう

な 報 酬
ほうしゅう

体 系
たいけい

を構 築
こうちく

すべきである。  

 相 談
そうだん

支援
しえん

が地域
ちいき

支援
しえん

をすすめてゆくうえでは 担
にな

うべきことが 多
おお

いが、

地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

の枠組
わくぐ

みで 市 町 村
しちょうそん

の 財 源
ざいげん

頼
たの

みでは 相 談
そうだん

事 業
じぎょう

に 対
たい

する

財 源
ざいげん

確保
かくほ

のあてが 薄
うす

いため。  

 

【 中 西
なかにし

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

の中
なか

でおこなうべきである。  

○理由
りゆう

 

 臨時
りんじ

特 例
とくれい

交付
こうふ

金
きん

は役
やく

だったが、２０％の 増 額
ぞうがく

については 緩
ゆる

い制度枠
せいどわく

のな

かでほとんどの 事 業 所
じぎょうしょ

が受 託
じゅたく

可能
かのう

となった。しかし３０％ 増
ぞう

を望
のぞ

む場合
ばあい

に

は、煩 雑
はんざつ

な業 務
ぎょうむ

が課
か

されるようになっており、ほとんど 一 人 分
いちにんぶん

の人件費
じんけんひ

が

必 要
ひつよう

となり、業 者
ぎょうしゃ

への負担
ふたん

が重
おも

すぎる。国
くに

はサービス
さ ー び す

支 給
しきゅう

額
がく

を支援法下
しえんほうか

で

減 額
げんがく

し過
す

ぎたので、減 額
げんがく

した分
ぶん

３０％を 増 額
ぞうがく

したいという意図
い と

はわかるの

で、余計
よけい

な業 務
ぎょうむ

を増
ふ

やすような継
つ

ぎ足
た

し臨時
りんじ

特 例
とくれい

対 策
たいさく

ではなく 恒 久 的
こうきゅうてき

な

制度
せいど

改 革
かいかく

をし、なんの 報 告 書
ほうこくしょ

や義務
ぎ む

も 業 務
ぎょうむ

負担
ふたん

も 発 生
はっせい

させることなく３

０％の 収 入 増
しゅうにゅうぞう

を 支 給
しきゅう

単価
たんか

の中
なか

でおこなうべきである。  

 

【 中 原
なかはら

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 一 定
いってい

の 評 価
ひょうか

はするが、 本 来
ほんらい

は期限
きげん

の定められた
さ だ      

特 別 対
とくべつたい

策
さく

で 対 応
たいおう

すべき

でないものが 含
ふく

まれている。  

 正規
せいき

の制度
せいど

に組み入れる
く  い   

必 要
ひつよう

がある 事 業
じぎょう

の例
れい

としては、  

○ 通 所
  つうしょ

サービス
さ ー び す

等
とう

利用
りよう

促 進
そくしん

事 業
じぎょう

 ○ 事務
じ む

処理
しょり

安 定
あんてい

化
か

支援
しえん

事 業
じぎょう

 ○

障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援
しえん

基
き

盤整備
ばんせいび

事 業
じぎょう

 ○ 相 談
そうだん

支援
しえん

体 制
たいせい

整備
せいび

特 別
とくべつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

 

相 談
そうだん

支援
しえん

充 実
じゅうじつ

・ 強
きょう

化
か

事 業
じぎょう

 ○福祉
ふくし

・介護
かいご

人
じん

材
ざい

の処 遇
しょぐう

改 善
かいぜん

事 業
じぎょう

 などが

考
かんが

えられる。  
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【 西 滝
にしたき

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

① 特 別
とくべつ

対 策
たいさく

に 頼
たよ

る、また補助
ほじょ

・加算
かさん

ではなく、 事 業
じぎょう

が 円 滑
えんかつ

に 運 営
うんえい

できる

報 酬
ほうしゅう

体 系
たいけい

が必 要
ひつよう

である。  

②また、 相 談
そうだん

機能
きのう

については地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

に繰
く

り入
い

れる。  

 その他
ほか

の特 別
とくべつ

対 策
たいさく

事 業
じぎょう

についても既存
きぞん

の事 業
じぎょう

に統
とう

合
ごう

する。  

③市
し

役 所
やくしょ

の 窓 口
まどぐち

に手話通
しゅわつう

訳 者
やくしゃ

の代
か

わりに 通 信
つうしん

機器
き き

を設置
せっち

する 緊 急
きんきゅう

基盤
きばん

整備
せいび

事 業
じぎょう

は現 実
げんじつ

離
ばな

れした 発 想
はっそう

であり、 検 証
けんしょう

が必 要
ひつよう

である。  

○理由
りゆう

 

①  期限付
き げ ん つ

きの 特 別
とくべつ

対 策
たいさく

では、 将 来
しょうらい

の 経 営
けいえい

見通
みとお

しが立
た

たず、 安 定
あんてい

した

正規
せいき

職 員
しょくいん

の雇用
こよう

すら困 難
こんなん

である。  

②  基本
きほん

となる 事 業
じぎょう

に、上乗
うわの

せしていく 方 法
ほうほう

では、自治体
じ ち た い

や事 業 所
じぎょうしょ

の負担
ふたん

が大
おお

きく、 実
じっ

施
し

しにくい。  

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 地域
ちいき

移行
いこう

・地域
ちいき

定 着
ていちゃく

支援
しえん

事 業
じぎょう

。  

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 特 別
とくべつ

対 策
たいさく

によって、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

軽 減 策
けいげんさく

や 事 業 者
じぎょうしゃ

に対する
に た い す る

激 変
げきへん

緩和
かんわ

措置
そ ち

などがとられた意義
い ぎ

は大きい
お お き い

。しかし、そのことは、それほど自立
じりつ

支援法
しえんほう

に

よる 影 響
えいきょう

が大きく
お お き く

深 刻
しんこく

なものだったことを裏付ける
う ら づ け る

ものといえよう。一
いち

割
わり

負担
ふたん

の制度
せいど

は 障 害 者
しょうがいしゃ

の生 活
せいかつ

実 態
じったい

からみて、 到 底
とうてい

馴染ま
な じ ま

ないものだったの

である。過渡的
か と て き

な対 策
たいさく

なので、新制度
しんせいど

に組み入れられる
く み い れ ら れ る

ものはないと考える
かんがえる

。 

○理由
りゆう

 

 これまでの経過
けいか

の 上
うえ

に、新 法
しんぽう

への移行
いこう

のための支援
しえん

、特に
とくに

緊 急 的
きんきゅうてき

な支援
しえん

にも配 慮
はいりょ

する必 要
ひつよう

がある。  
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【 藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 その場
ば

凌ぎ
しのぎ

のカンフル剤
か ん ふ る ざ い

。  

 表 記
ひょうき

事 業
じぎょう

は、 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

の 事 業
じぎょう

体 系
たいけい

を 前 提
ぜんてい

として、 同 法
どうほう

の

体 系
たいけい

に 移行
いこう

す る た め の 支援
しえん

で あ る こ と か ら 、 新 法
しんほう

制 定
せいてい

に 当たって
あ た っ て

は 、

同 事 業
どうじぎょう

にこだわることなく、新た
あらた

な制度
せいど

を設 計
せっけい

すべきである。  

○理由
りゆう

 

 そもそも、法
ほう

制定後
せいていご

に事
こと

業 者
ぎょうしゃ

に対する
た い す る

激 変
げきへん

緩和
かんわ

策
さく

等
とう

がなくとも、運 営
うんえい

の安定化
あんていか

をはかることができる 事 業
じぎょう

体 系
たいけい

をとるべきである。  

 「 重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

の利用
りよう

促 進
そくしん

市 町 村
しちょうそん

支援
しえん

事 業
じぎょう

」など、 現 状
げんじょう

の 欠 陥
けっかん

を

埋めよう
う め よ う

とした 反 面
はんめん

教 師
きょうし

として 参 照
さんしょう

されるべき程度
ていど

。  

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】  

○結論  

 平 成
へいせい

2 5
２５

年
ねん

8
８

月
がつ

に新 法
しんほう

が成 立
せいりつ

するまでは， 継 続
けいぞく

させる．  

 

【三浦
みうら

委員
いいん

】  

○結論  

 特 別
とくべつ

対 策
たいさく

事 業
じぎょう

については、制度
せいど

改 革
かいかく

にあって、利用者
りようしゃ

の負担
ふたん

軽 減
けいげん

策
さく

や

施設
しせつ

・事 業 所
じぎょうしょ

の経 営
けいえい

の安定化
あんていか

や地域
ちいき

のサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

基盤
きばん

の整備
せいび

の 促 進
そくしん

等
とう

に 一 定
いってい

の効果
こうか

があったものと 評 価
ひょうか

できる。そこで、 必 要 性
ひつようせい

の 高 い
たか  

事 業
じぎょう

（メニュー
め に ゅ ー

）については、制度的
せいどてき

に位置付け
い ち づ  

、 継 続 的
けいぞくてき

に実施
じっし

される 必 要
ひつよう

が

ある。  

 ・福祉
ふくし

・介護
かいご

人 材
じんざい

の処 遇
しょぐう

改 善
かいぜん

事 業
じぎょう

 

 ・移行
いこう

時運営
じうんえい

安定化
あんていか

事 業
じぎょう

     

 ・通 所
つうしょ

サービス
さ ー び す

等
とう

利用
りよう

促 進
そくしん

事 業
じぎょう

 

 ・ 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援
しえん

基盤
きばん

整備
せいび

事 業
じぎょう

 

 ・事務
じ む

処理
しょり

安定化
あんていか

支援
か し

事 業
じぎょう

    

 ・地域
ちいき

移行
いこう

支援
しえん

支度
したく

経費
けいひ

支援
しえん

事 業
じぎょう

 

 ・ケアホーム
け あ ほ ー む

の重 度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

体 制
たいせい

強 化
きょうか

事 業
じぎょう
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 ・相 談
そうだん

支援
しえん

充 実
じゅうじつ

・強 化
きょうか

事 業
じぎょう

 

 ・地域
ちいき

における施設
しせつ

の拠 点
きょてん

機能
きのう

に 着 目
ちゃくもく

した事 業 者
じぎょうしゃ

支援
しえん

事 業
じぎょう

 

 ・事
じ

業 者
ぎょうしゃ

コスト
こ す と

対 策
たいさく

 

○理由  

 地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

と地域
ちいき

におけるサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

基盤
きばん

の 拡 充
かくじゅう

、また、 人 材
じんざい

確保
かくほ

や施設
しせつ

・事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の安 定 的
あんていてき

なサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

を図 る
はか  

ために 重 要
じゅうよう

な事項
じこう

であると思われる
おも     

ため。  

 

【 光 増
みつます

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 全 国
ぜんこく

都道府県
とどうふけん

での予算
よさん

執 行 率
しっこうりつ

はかなりばらつきがある。その 原 因
げんいん

分 析
ぶんせき

を

行
おこな

い、必 要
ひつよう

に応
おう

じてスクラップ
す く ら っ ぷ

＆ビルド
び る ど

となる組
く

み換
か

えを 検 討
けんとう

すべきであ

る。  

 一 方
いっぽう

で、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

の軽 減
けいげん

措置
そ ち

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

に対
たい

する激 変
げきへん

緩和
かんわ

措置
そ ち

（送 迎
そうげい

補助
ほじょ

、入 院 中
にゅういんちゅう

の 報 酬
ほうしゅう

支払
しはら

い、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
とう

への移行
いこう

時
じ

の各 種
かくしゅ

支援
しえん

、

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
とう

の防火
ぼうか

、消 防
しょうぼう

設備
せつび

の設置
せっち

費用
ひよう

の助 成
じょせい

等
とう

）が 必 要
ひつよう

である。  

○理由
りゆう

 

 評 価
ひょうか

は誰
だれ

が 行
おこな

うのか。要 求
ようきゅう

だけではなく、評 価
ひょうか

を丁 寧
ていねい

に 行
おこな

う必 要
ひつよう

が

ある。  

 新制度
しんせいど

施行
しこう

までのつなぎ 対 策
たいさく

と、新制度
しんせいど

施行後
し こ う ご

に制度
せいど

に組
く

み入
い

れる 両 面
りょうめん

の対 策
たいさく

が必 要
ひつよう

。  

 

【 森
もり

委員
いいん

】  

○結論  

 評 価
ひょうか

できない。（ 現 行 上
げんこうじょう

では、ないよりはまし）  

○理由  

 本 来
ほんらい

、 新 法
しんぽう

を 設 計
せっけい

する 時
とき

に、このような臨時
りんじ

特 例
とくれい

交付
こうふ

金
きん

による 特 別
とくべつ

対 策
たいさく

事 業
じぎょう

は実施
じっし

しなくともいいように正規
せいき

の制度
せいど

として措置
そ ち

すべきもの

（特
とく

に、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

に 対
たい

する運
うん

営
えい

の安定化
あんていか

などを 図
はか

る措
そ

置
ち

や、小規模
しょうきぼ

作 業 所
さぎょうじょ

緊 急
きんきゅう

支援
しえん

事 業
じぎょう

に対する 特 別
とくべつ

対 策
たいさく

などは、正規
せいき

の制度
せいど

のなかで措置
そ ち

するべ
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き事 業
じぎょう

である）と 考
かんが

える。  
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論 点
ろんてん

I-2-2) また、 特 例
とくれい

交付
こうふ

金
きん

の 延 長
えんちょう

は 必 要
ひつよう

か？  

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 原 則
げんそく

として、 報 酬
ほうしゅう

改 定
かいてい

や 安 定 的
あんていてき

な補助
ほじょ

制度
せいど

により、 必 要
ひつよう

な 対 応
たいおう

がで

きるようにするべき。  

 ただし、新 体 系
しんたいけい

への移行
いこう

が遅
おく

れていることから、新 体 系
しんたいけい

への移行
いこう

等
とう

のた

めの 円 滑
えんかつ

な実施
じっし

を 図
はか

るための基盤
きばん

整備
せいび

に 必 要
ひつよう

な臨時的
りんじてき

事 業
じぎょう

などについて

は、 特 例
とくれい

交付
こうふ

金
きん

を 延 長
えんちょう

して実施
じっし

する 必 要
ひつよう

がある。  

 なお、サービス
さ ー び す

事 業
じぎょう

者
しゃ

の 経 営
けいえい

に 必 要
ひつよう

な 報 酬
ほうしゅう

を 安 定 的
あんていてき

に確保
かくほ

するため

の事 業
じぎょう

運 営
うんえい

安定化
あんていか

事 業
じぎょう

などや 人 材
じんざい

の確保
かくほ

・ 定 着
ていちゃく

のための福祉
ふくし

・介護
かいご

人 材
じんざい

の処 遇
しょぐう

改 善
かいぜん

を図
はか

る 事 業
じぎょう

については、 恒 久 的
こうきゅうてき

な対 策
たいさく

を図
はか

る必 要
ひつよう

がある。  

○理由
りゆう

  

 必 要
ひつよう

なものは、 長 期 的
ちょうきてき

かつ安 定
あんてい

した制度
せいど

により実施
じっし

すべきである。  

  

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】  

○結論  

 よほどの変化
へんか

がない限り
かぎり

、 延 長
えんちょう

、継 続
けいぞく

は必 要
ひつよう

だと思
おも

う。  

○理由  

 現 状
げんじょう

ではまだまだ 職 員
しょくいん

の処 遇
しょぐう

改 善
かいぜん

がされていない。根 本 的
こんぽんてき

な解 決
かいけつ

が

できるまでは、やはり 必 要
ひつよう

である。事 業
じぎょう

の 充 実
じゅうじつ

のためには設備
せつび

、備品
びひん

整備
せいび

が必 要
ひつよう

であり、予算
よさん

がないと 拡 充
かくじゅう

できないのでやはり 継 続
けいぞく

は必 要
ひつよう

である。 

 

【 石 橋
いしばし

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 上 記
じょうき

を踏
ふ

まえ、 新 法
しんぽう

は、特 別
とくべつ

対 策
たいさく

などを 必 要
ひつよう

としない制度
せいど

設 計
せっけい

をきち

んと 論
ろん

じることが 重 要
じゅうよう

であり、 環 境
かんきょう

の整備
せいび

を前 提
ぜんてい

に 延 長
えんちょう

しない。  

 しかし、整備
せいび

がなされるまでの期間
きかん

延 長
えんちょう

は一 考
いっこう

すべきと 考
かんが

える。  
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【 氏
うじ

田
た

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 制度
せいど

改革後
かいかくご

の制度
せいど

に組
く

み入
い

れられるまでは 延 長
えんちょう

すべきである。  

○理由
りゆう

 

 新
あたら

しい制度
せいど

の中
なか

に組
く

み入
い

れて、制度
せいど

設 計
せっけい

すべきである。  

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 延 長
えんちょう

すべきかどうかは、事 業
じぎょう

ごとの 検 証
けんしょう

をすべきである。例
たと

えば、次
つぎ

の事 業
じぎょう

はしばらく 延 長
えんちょう

する 必 要
ひつよう

があると 考
かんが

える。  

 事務
じ む

処理
しょり

安定化
あんていか

支援
しえん

事 業
じぎょう

、小規模
しょうきぼ

作 業 所
さぎょうじょ

緊 急
きんきゅう

支援
しえん

事 業
じぎょう

、小規模
しょうきぼ

作 業 所
さぎょうじょ

移行
いこう

促 進
そくしん

事 業
じぎょう

、移行
いこう

定 着
ていちゃく

支援
しえん

事 業
じぎょう

のうち小規模
しょうきぼ

作 業 所
さぎょうじょ

部分
ぶぶん

のみ  

 

【 大 濱
おおはま

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

▼ 延 長
えんちょう

し、箱 物
はこもの

への支援
しえん

は廃
はい

止
し

し、人件費
じんけんひ

等
とう

への支援
しえん

中 心
ちゅうしん

にすべき。  

① １ 時間
じかん

以 上
いじょう

か か る 遠 方
えんぽう

の 重 度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

に 対
たい

す る 介護
かいご

サ ー ビ ス の

提 供
ていきょう

や 相 談
そうだん

支援
しえん

の 訪 問
ほうもん

な ど に は 、 移 動 中
いどうちゅう

の 交通費
こうつうひ

と 移動
いどう

時間
じかん

の

人件費
じんけんひ

を国
くに

が１０分
ぷん

の１０で補助
ほじょ

する。  

②最 重 度
さいじゅうど

の利用者
りようしゃ

に 新
あたら

しい介護者
かいごしゃ

が 入
はい

る前
まえ

に、かなりの 長 期 間
ちょうきかん

にわた

ってダブル介護
かいご

体 制
たいせい

でベテランから 新 人
しんじん

介護者
かいごしゃ

が介護
かいご

方 法
ほうほう

を 習
なら

う 事
こと

が必 要
ひつよう

な場合
ばあい

、その 間
あいだ

の新 人
しんじん

の人件費
じんけんひ

も国
くに

が１０分
ぷん

の１０で補助
ほじょ

す

る。  

 

【 川 崎
かわさき

（洋
よう

）委員
いいん

】  

○結論  

 ３年
３ねん

を限度
げんど

とした交付
こうふ

金
きん

は有 効
ゆうこう

とは言えない
い え な い

。継 続 的
けいぞくてき

に効果
こうか

を 検 証
けんしょう

し

ながら、続けられる
つ づ け ら れ る

事 業
じぎょう

にすべきである。  

 



41 

 

【 近 藤
こんどう

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 前 項
ぜんこう

での 正規
せいき

の 事 業
じぎょう

化
か 

や 報 酬
ほうしゅう

への 組
く 

み 込
こ 

みが 早 急
さっきゅう

に 行
おこな

われ ない

場合
ばあい

には、 延 長
えんちょう

が 必 要
ひつよう

である。  

○理由
りゆう

 

 特 例
とくれい

交付
こうふ

金
きん

によって、めまぐるしい制度
せいど

改 変
かいへん

になんとか 対 応
たいおう

できている

実 態
じったい

がある。  

 

【 齋 藤
さいとう

委員
いいん

】  

○結論  

 新 法
しんぽう

制 定
せいてい

にまではまだ時間
じかん

がかかるので、その 間
あいだ

事 業
じぎょう

移行
いこう

のためのも

のは 必 要
ひつよう

でないが 激 変
げきへん

緩和
かんわ

等
とう

のために 特 例
とくれい

交付
こうふ

金
きん

の 延 長
えんちょう

は 必 要
ひつよう

である。 

 

【田中
たなか

（伸
のぶ

）委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

である。  

○理由
りゆう

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

が必 要
ひつよう

とする支援
しえん

は 日 常 的
にちじょうてき

に 生
しょう

じており、経 済 的
けいざいてき

理由
りゆう

から、

障 害 者
しょうがいしゃ

の 生 命
せいめい

、 身 体
しんたい

が危険
きけん

にさらされる事態
じたい

が 生
しょう

じることや、基本的
きほんてき

人 権
じんけん

の侵 害
しんがい

状 態
じょうたい

が 生
しょう

じる事態
じたい

は避
さ

けなければならない。  

 

【 中 西
なかにし

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 当 然
とうぜん

である。  

 

【 中 原
なかはら

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 基
き

本 的
ほんてき

には 必 要
ひつよう

であると 考
かんが

える。  

○理由
りゆう

 

 特 別 対
とくべつたい

策
さく

終 了
しゅうりょう

は平 成
へいせい

24年
ねん

３月
がつ

となっているが、障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉
ふくし

法
ほう
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の施行
しこう

は早くて
は や   

も平 成
へいせい

25年
ねん

８月
がつ

の予定
よてい

である。障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援
しえん

法
ほう

の 様 々
さまざま

な課題
かだい

が 解
  かい

決
けつ

しない 間
あいだ

の 延 長
えんちょう

は必 要
ひつよう

である。  

 また、特 別 対
とくべつたい

策
さく

の開始時
か い し じ

は 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援
しえん

法
ほう

への円 滑
えんかつ

な実施
じっし

を図る
はか  

た

めに設けられた
もう      

経緯
けいい

があるが、さらに 障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉
ふくし

法
ほう

への円 滑
えんかつ

な実施
じっし

のためにも 特 別 対
とくべつたい

策
さく

の 延 長
えんちょう

は 必 要
ひつよう

となる。しかし、 現 在
げんざい

の特 別 対
とくべつたい

策
さく

の

事 業
じぎょう

のなかには制度
せいど

の不 十 分
ふじゅうぶん

な部分
ぶぶん

を 補
おぎな

う目
もく

的
てき

のものもあることから、

これらの 事 業
じぎょう

については新た
あらた

な制度
せいど

のなかで 対 応
たいおう

すべき。  

 

【 西 滝
にしたき

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 延 長
えんちょう

ではなく、基本
きほん

となる事 業
じぎょう

に統 合
とうごう

、報 酬
ほうしゅう

体 系
たいけい

の 改 善
かいぜん

が必 要
ひつよう

であ

る。  

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

が施行
しこう

されるまでは 必 要
ひつよう

。  

○理由
りゆう

 

 そもそも、自治体
じ ち た い

が予算
よさん

編 成
へんせい

をする 段 階
だんかい

には 間
あいだ

に合
あ

わない公示
こうじ

であり、

大 体
だいたい

が２年目
ねんめ

以降
いこう

取
と

り組
く

みになっているが、その 周 知
しゅうち

も成果
せいか

も見
み

えないよ

うな期間
きかん

で打
う

ち切
き

るのは、自治体
じ ち た い

にとっても 事 業 所
じぎょうしょ

現場
げんば

にとっても、サー

ビス利用者
りようしゃ

にとっても 勿 体
もったい

ない。ぼいう自治体
じ ち た い

から特
とく

利
り

交付
こうふ

金
きん

事 業
じぎょう

の実施
じっし

を要 望
ようぼう

したら、あとからはしごを 外
はず

されるような 事 業
じぎょう

を実施
じっし

しなさいとは

言
い

えないと言
い

われたことがある。  

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 当 然
とうぜん

のことながら、障 害 者
しょうがいしゃ

も毎 日
まいにち

懸 命
けんめい

に生きて
い き て

いるわけなので、法
ほう

の

移行
いこう

による隙間
すきま

を作っ
つくっ

てはならないと考える
かんがえる

。  

○理由
りゆう

 

 自立
じりつ

支援法
しえんほう

施行
しこう

後
ご 

のさまざまな事例
じれい

、犠牲
ぎせい

をこれ 以 上
いじょう

拡げて
ひ ろ げ て

はならないの
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で。  

 

【藤井
ふじい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 新 法
しんぽう

の施行
しこう

まで 延 長
えんちょう

が必 要
ひつよう

である  

○理由
りゆう

 

 新 法
しんぽう

の 水 準
すいじゅん

を高
たか

めるためにも 現 行
げんこう

の 水 準
すいじゅん

を維
ゆい

持
じ

すべきだから  

 

【 藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 新た
あらた

な福祉法
ふくしほう

制 定
せいてい

までは 延 長
えんちょう

してもよい。  

○理由
りゆう

 

 事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の運 営
うんえい

を 安 定
あんてい

させ、障害者
しょうがい

支援
しえん

を低下
ていか

させないため。  

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】  

○結論  

 平 成
へいせい

2 5
２５

年
ねん

8
８

月
がつ

に新 法
しんほう

ができるまで 継 続
けいぞく

させる．  

 

【三浦
みうら

委員
いいん

】  

○結論  

 継 続 的
けいぞくてき

に必 要
ひつよう

と思われる
おも     

特 別
とくべつ

対 策
たいさく

事 業
じぎょう

（メニュー
め に ゅ ー

）が、適 切
てきせつ

かつ 早 急
そうきゅう

に制度化
せ い ど か

されない場合
ばあい

には、 延 長
えんちょう

が必 要
ひつよう

である。  

○理由  

 特 例
とくれい

交付
こうふ

金
きん

によって、既存
きそん

制度
せいど

で 不 十 分
ふじゅうぶん

なサービス
さ ー び す

等
とう

を 補 い
おぎない

、課題
かだい

や

問 題 点
もんだいてん

を緩和
かんわ

している 現 状
げんじょう

があるため。  

 

【 光 増
みつます

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

である。２４ 年
ねん

４ 月
がつ

以降
いこう

２５ 年
ねん

８ 月
がつ

までの 行 程
こうてい

が見
み

えない不安
ふあん

が

利用者
りようしゃ

・家族
かぞく

・事
じ

業 者
ぎょうしゃ

・自治体
じ ち た い

にある。  
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○理由  

 ２４年
ねん

３ 月
がつ

までは、旧 体 系
きゅうたいけい

が移行
いこう

するが、既
すで

に移行
いこう

している 事 業 所
じぎょうしょ

は、

特 例
とくれい

交付
こうふ

金
きん

を見込
み こ

んで運 営
うんえい

している。２４ 年
ねん

４月
がつ

から 新
あたら

しい法 律
ほうりつ

が施行
しこう

されるまでの、つなぎはどうするのかが見
み

えていなく不安
ふあん

を 抱
かか

えている。  

 現 行
げんこう

の特 例
とくれい

交付
こうふ

金
きん

だけでなく、総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

が施行
しこう

されるまでのつなぎに

何
なに

が必 要
ひつよう

かの論議
ろんぎ

を経
た

て、検 討
けんとう

すべきである。  

 

【 森
もり

委員
いいん

】  

○結論  

 特 例
とくれい

交付
こうふ

金
きん

の 延 長
えんちょう

は必 要
ひつよう

と考える
かんがえる

。  

○理由  

 障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）ができて、特 別
とくべつ

対 策
たいさく

事 業
じぎょう

をすべて同福祉法
どうふくしほう

の中
なか

でクリアー
く り あ ー

するまでは 延 長
えんちょう

することが 必 要
ひつよう

であると 考
かんが

える。  
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論 点
ろんてん

I-2-3)  新 体 系
しんたいけい

への移行
いこう

の期間
きかん

（ 2012年
ねん

3月
がつ

）をどう 考
かんが

えるか？  

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】  

○結論  

 「 障
しょう

がい 者
しゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

」（仮 称
かしょう

）という 新
あら

たな枠
わく

組
ぐ

み（ 事 業
じぎょう

構 成
こうせい

等
など

）

ができるのであれば、自立
じりつ

支援法
しえんほう

の事 業
じぎょう

への移行
いこう

は必 要
ひつよう

ないと 思
おも

う。  

○理由  

 不全感
ふぜんかん

も 含
ふく

め、 信 用
しんよう

のおけない 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

の 事 業
じぎょう

へ移行
いこう

するこ

とへの 妙
みょう

を感
かん

じる。そして、そこを経由
けいゆ

してさらに 王 道
おうどう

の「 障
しょう

がい者
しゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

」（仮 称
かしょう

）の 事 業
じぎょう

に移行
いこう

するのは、現場
げんば

も利用者
りようしゃ

も 職 員
しょくいん

も混 乱
こんらん

、そ

して手
て

続
つづ

きも煩 雑
はんざつ

になる。2012年
ねん

3月
がつ

以降
いこう

も存 続
そんぞく

できる小規模
しょうきぼ

作 業 所
さぎょうしょ

等
など

が

あっても、つまり 障
しょう

がい者
しゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

を待
ま

つ事 業 所
じぎょうしょ

があって良
よ

いと思
おも

う。 

 

【 石 橋
いしばし

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 移行
いこう

期間
きかん

は、２０１２ 年
ねん

３月
がつ

までを 原 則
げんそく

とする。  

 

【 氏
うじ

田
た

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 基本的
きほんてき

に 二
ふた

つの制度
せいど

が 併
へい

存
そん

している期間
きかん

が 長
なが

いのは良
よ

くないと 思
おも

う。

事 業
じぎょう

移行
いこう

が出来
で き

るように 新 体 系
しんたいけい

の 内 容
ないよう

検 討
けんとう

も 含
ふく

めて制度
せいど

整備
せいび

を 急
いそ

ぐべき

である。  

○理由
りゆう

  

 新
あたら

しい総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

が制 定
せいてい

される 段 階
だんかい

で、旧 法
きゅうほう

、自立
じりつ

支援法
しえんほう

が入
い

り乱
みだ

れ

ていると前 提
ぜんてい

措置
そ ち

を 作
つく

るなど、 再
ふたた

び混 乱
こんらん

が 生
しょう

じるのではないか？ 新
あたら

し

い法
ほう

制度
せいど

においては、同
おな

じスタートラインに立
た

つことが 望
のぞ

ましいと 考
かんが

える。 

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 移行
いこう

の期間
きかん

を議論
ぎろん

する理由
りゆう

は、事 業 所
じぎょうしょ

の事務的
じ む て き

問 題
もんだい

や 収 入
しゅうにゅう

の 問 題
もんだい

以外
いがい
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に見当
み あ

たらず、 特 段
とくだん

の理由
りゆう

はないと 考
かんが

える。 新 体 系
しんたいけい

は、 旧 体 系
きゅうたいけい

に 比
くら

べ

利用者
りようしゃ

の 様 々
さまざま

なニーズに 応
こた

えようとするものであり、 特
とく

に、 旧 法
きゅうほう

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

の昼 夜
ちゅうや

分離
ぶんり

を確 実
かくじつ

に進
すす

めるうえでも、旧 体 系
きゅうたいけい

施設
しせつ

は 必
かなら

ず期限
きげん

（ 2012

年
ねん

3月
がつ

）までに 新 体 系
しんたいけい

に移行
いこう

すべきと 考
かんが

える。  

○理由
りゆう

 

 本 論 点
ほんろんてん

を示
しめ

す意図
い と

が理解
りかい

できない。もし、 旧 体 系
きゅうたいけい

施設
しせつ

から 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（ 仮 称
かしょう

）の 体 系
たいけい

への 直 接
ちょくせつ

移行
いこう

を視野
し や

に入
い

れたものであるなら、ますます

無理
む り

があると 考
かんが

える。  

 つまり、経過
けいか

措置
そ ち

の 延 長
えんちょう

は現 行 法
げんこうほう

の改 正
かいせい

である。現 在
げんざい

、総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の

制 定
せいてい

と施行
しこう

時期
じ き

は見込
み こ

みであり、それをもって 現 行 法
げんこうほう

の改 正
かいせい

はあり得
え

ない

と 考
かんが

える。仮
かり

に、その意図
い と

で現 行 法
げんこうほう

を 改 正
かいせい

するのであれば、総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の

制
せい

定時
ていじ

に可能
かのう

と 考
かんが

えるが、 2012年
ねん

の 通 常
つうじょう

国 会
こっかい

と予定
よてい

されており、その

時期
じ き

に経過
けいか

措置
そ ち

の 延 長
えんちょう

は 現 実 的
げんじつてき

ではないと 考
かんが

える。また、経過
けいか

措置
そ ち

の

延 長
えんちょう

は、半 数
はんすう

以 上
いじょう

の事
こと

業 者
ぎょうしゃ

が移行
いこう

しているなか、事 業 所 間
じぎょうしょかん

に不公平
ふこうへい

が

生
しょう

じることになる。  

 そもそも、 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

においても経過
けいか

措置
そ ち

を 設
もう

けることが 想 定
そうてい

され、そ

の 間
あいだ

、「現 行
げんこう

の 旧 法
きゅうほう

」、「現 行
げんこう

の自立
じりつ

支援法
しえんほう

」、「総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

」の３ 法
ほう

の体 系
たいけい

が乱 立
らんりつ

するような 状 態
じょうたい

は、もはや制度
せいど

とはいえないと 考
かんが

える  

 

【 大 濱
おおはま

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

▼２０１２ 年
ねん

３月
がつ

までに 新 体 系
しんたいけい

に移行
いこう

すべき。  

 

【小澤
おざわ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 政府
せいふ

が「障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

」の廃止
はいし

を明 言
めいげん

しているのに、廃止
はいし

予定
よてい

の 法
ほう

制度
せいど

の体 系
たいけい

に移行
いこう

する期限
きげん

の遵 守
じゅんしゅ

の強 調
きょうちょう

は、理論的
りろんてき

にまともな議論
ぎろん

とは思
おも

わない。「障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

」の廃止
はいし

を政府
せいふ

が明 言
めいげん

した以 上
いじょう

、2012年
ねん

３月
がつ

の

期限
きげん

は、撤 回
てっかい

するしかない。  
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【 河 崎
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 新 法
しんぽう

が施行
しこう

されるまで経過
けいか

措置
そ ち

を 延 長
えんちょう

すべきである。  

○理由
りゆう

 

 精 神
せいしん

保健
ほけん

福祉
ふくし

法
ほう

に規定
きてい

された 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

社 会
しゃかい

復帰
ふっき

施設
しせつ

は、2006（ 平 成
へいせい

18）年
ねん

の 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援
しえん

法
ほう

の施行
しこう

により、同 法
どうほう

に規定
きてい

される 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

サービス 体 系
たいけい

へ、5年
ねん

の経過
けいか

措置
そ ち

を経
へ 

て移行
いこう

することとなっている。経過
けいか

措置
そ ち

が過
す 

ぎた段 階
だんかい

で、これらの 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

社 会
しゃかい

復帰
ふっき

施設
しせつ

をどう取り扱
とりあつか

うのか。 

障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉
ふくし

法
ほう

（仮 称
かしょう

）の中
なか

で、どう位置
い ち

づけられるのか、が 明 確
めいかく

に

ならない 現 段 階
げんだんかい

では、障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉
ふくし

法
ほう

が施行
しこう

されるまでの 間
あいだ

は、経過
けいか

措置
そ ち

期間
きかん

を 延 長
えんちょう

して対 応
たいおう

するのが、現 実 的
げんじつてき

で混 乱
こんらん

を招
まね

くことが 尐
すく

ないと

考
かんが

える。  

 

【 近 藤
こんどう

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 実 態
じったい

を踏
ふ 

まえた 慎 重
しんちょう

な検 討
けんとう

が必 要
ひつよう

である。  

○理由
りゆう

 

 現 在
げんざい

、移行
いこう

先
さき

の 事 業
じぎょう

を 限 定
げんてい

（無認可
む に ん か

作 業
さぎょう

所
しょ

から 就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

Ａ 型
がた

へ）す

る都道府県
とどうふけん

がある。  

そうした 事 業
じぎょう

所
しょ

の意向
いこう

や実 態
じったい

を無視
む し

したことは是正
ぜせい

するべきである。  

 また、移行
いこう

できない理由
りゆう

について 早 急
さっきゅう

に精査
せいさ

し、移行
いこう

を可能
かのう

とする制度
せいど

と

することが不可欠
ふ か け つ

である。  

 例
たと

えば、 2 4
にじゅうよ

年
ねん

4 月
しがつ

からは、 就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

事 業
じぎょう

＋施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

支援
しえん

によ

る 障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

が 認
みと

められておらず、施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

支援
しえん

を受
う 

けるには、

生 活
せいかつ

介護
かいご

を利用
りよう

することが 求
もと

められている  

（ 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

が 3
さん

、 4
よん

以下
い か

の場合
ばあい

は、経過
けいか

措置
そ ち

者
しゃ

としての利用
りよう

）。  

 職 住
しょくじゅう

分離
ぶんり

の原 則
げんそく

のもと、地域
ちいき

生 活
せいかつ

移行
いこう

への努 力
どりょく

は当 然
とうぜん

であるが、地域
ちいき

での基盤
きばん

整備
せいび

が 整
ととの

うまでの 間
あいだ

、 就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

事 業
じぎょう

＋施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

支援
しえん

を

認
みと

めることが 必 要
ひつよう

である。  

 「 働
はたら

きたい」 思
おも

いをもつ 就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

の利用
りよう

者
しゃ

の方 々
かたがた

が、 3 0 0 0
さんぜん

円
えん

の
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工 賃
こうちん

支 給
しきゅう

さえ規定
きてい

されない 生 活
せいかつ

介護
かいご

の利用
りよう

を余儀
よ ぎ

なくされることをよしと

せず、移行
いこう

を 躊 躇
ちゅうちょ

する 入 所
にゅうしょ

授 産
じゅさん

施設
しせつ

は多
おお

い。  

 

【 齋 藤
さいとう

委員
いいん

】  

○結論  

 新 法
しんぽう

の 制 定
せいてい

がその 翌 年
よくとし

には予定
よてい

されており、そこでは 現 在
げんざい

の事 業
じぎょう

体 系
たいけい

の抜
ばっ

本 的
ぽんてき

な見直
みなお

しがされることとなる 故
ゆえ

、あえてその１年 前
ねんまえ

にまでに移行
いこう

を 終 了
しゅうりょう

させる期間
きかん

設 定
せってい

はおかしい。新 法
しんぽう

実施
じっし

まで移行
いこう

は猶予
ゆうよ

する必 要
ひつよう

が

ある。  

 

【 末 光
すえみつ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 2012年
ねん

3月
がつ

を移行
いこう

の期限
きげん

とする 必 要
ひつよう

はない。  

○理由
りゆう

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

そのものの 見直
みなお

しが 前 提
ぜんてい

となっている 中
なか

で、この

障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

での新 体 系
しんたいけい

への移行
いこう

の期限
きげん

を設 定
せってい

する 必 要
ひつよう

はない。  

 

【田中
たなか

（正
まさ

）委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 全
すべ

ての 事 業 所
じぎょうしょ

に 対
たい

して 2012年
ねん

3月
がつ

に 新 体 系
しんたいけい

へ移行
いこう

する段取
だんど

りを踏
ふ

むよ

うにすべき。２０１４ 年
ねん

８月
がつ

以降
いこう

に設 定
せってい

される新
あら

たな法
ほう

への段取
だんど

りについ

ては、その時点
じてん

から移行
いこう

に対
たい

する新
あら

たな経過
けいか

措置
そ ち

を新
あら

たな期間
きかん

設 定
せってい

も 含
ふく

め

検 討
けんとう

すべき。  

○理由
りゆう

 

 支援費
し え ん ひ

から 自立
じりつ

支援法
しえんほう

への 移行
いこう

に 際
さい

して の 経過
けいか

措置
そ ち

は、 居 宅
きょたく

支援費
し え ん ひ

を

活 用
かつよう

した仕組
し く

み（グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

、デイサービス
で い さ ー び す

、ホームヘルプ
ほ ー む へ る ぷ

等
とう

）には用意
ようい

されず、措置
そ ち

（施設
しせつ

訓 練
くんれん

等
とう

支援費
し え ん ひ

）の仕組
し く

み（法 内
ほうない

の 入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

と通 所
つうじょ

施設
しせつ

）

にしか用意
ようい

されていない。そのため 2012年
ねん

3月
がつ

の区切
く ぎ

りを見過
み す

ごすと、措置
そ ち

の仕組
し く

みだけが意味
い み

もなく 温 存
おんぞん

されかねない。これでは個別
こべつ

給 付
きゅうふ

が 始
はじ

まら

ず、今後
こんご

めざすべき地域
ちいき

支援
しえん

の 充 実
じゅうじつ

にブレーキ
ぶ れ ー き

となる懸念
けねん

がある。  
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【 中 西
なかにし

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 改 善
かいぜん

できるものは 早 急
さっきゅう

に 改 善
かいぜん

すべきである。すでに部会
ぶかい

などで 緊 急
きんきゅう

要 望
ようぼう

があがっているので、それにそって 早 急
さっきゅう

に改 革
かいかく

改 善
かいぜん

を進
すす

めるべきで

ある。  

 

【 中 原
なかはら

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 2012年
ねん

３ 月
がつ

までの 新 体 系
しんたいけい

への移行
いこう

については 法 律
ほうりつ

上 定 め ら れ て
じょうさだ        

いる

が、翌 年
よくとし

の 2013年
ねん

からは 障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉
ふくし

法
ほう

による 新
あら

たなサービス
さ ー び す

体 系
たいけい

と

なれば、さらに新た
あら  

な体 系
たいけい

へ移行
いこう

しなければならず利用者
りようしゃ

、事 業 者
じぎょうしゃ

、地
ち

方
ほう

自治体
じ ち た い

など福祉
ふくし

現場
げんば

の負担
ふたん

も大きい
お お   

。総 合
そうごう

福祉
ふくし

部会
ぶかい

としての 結 論
けつろん

を 早 急
さっきゅう

に

出す
だ  

べきと 考
かんが

える。  

 また、新 体 系
しんたいけい

移行
いこう

への課題
かだい

も多く
おお  

移行
いこう

できない 事 業 所
じぎょうしょ

があることも事実
じじつ

であることから、 国
くに

としてもきめ細やかな
こま     

支援
しえん

をお願い
 ね が  

したい。  

 

【 西 滝
にしたき

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

①  長 妻
ながつま

厚 生
こうせい

労 働
ろうどう

大 臣
だいじん

はすでに「期限
きげん

までに移行
いこう

は 進
すす

める」と 明 言
めいげん

し、

都道府県
とどうふけん

や 市 町 村
しちょうそん

に 対
たい

して移行
いこう

を 円 滑
えんかつ

に 進
すす

めるよう通知
つうち

を出
だ

している

実 態
じったい

がある。すでに移行
いこう

している 事 業 所
じぎょうしょ

があるなかで、移行
いこう

期間
きかん

を変 更
へんこう

す

ることは 混 乱
こんらん

を招
まね

く。  

  一 旦
いったん

、事 業
じぎょう

移行
いこう

を 完 了
かんりょう

・足並
あしな

みを 揃
そろ

え、報 酬
ほうしゅう

やサ
さ

－
ー

ビス
び す

体 験
たいけん

等
とう

の抜
ばっ

本 的
ぽんてき

な見直
みなお

し（ 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の制 定
せいてい

）を 進
すす

めるべきである。  

②  全 国 的
ぜんこくてき

に見
み

て、まだ 多
おお

くの事 業 所
じぎょうしょ

が移行
いこう

に踏
ふ

み切
き

れない 状 況
じょうきょう

をどう

見
み

るか。 国
くに

として 検 証
けんしょう

をする必 要
ひつよう

がある。  
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【福井
ふくい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 深 刻
しんこく

な実 態
じったい

からいえば、「一日も早く
いちにちもはやく

！」ということだが、提起
ていき

されてい

る 日 程
にってい

からいえばやむを得ない
や む を え な い

ので、 推 進
すいしん

会議
かいぎ

も 総 合
そうごう

福祉
ふくし

部会
ぶかい

も 全 力
ぜんりょく

を

あげていくべきだと考えて
かんがえて

いる。  

しかし、 新 体 系
しんたいけい

の移行
いこう

までの 間
あいだ

は、すでに 提 案
ていあん

している 緊 急
きんきゅう

要 望
ようぼう

にし

たがって、予算
よさん

措置
そ ち

をはかっていくべきである。  

○理由
りゆう

 

 前 段
ぜんだん

で述べた
の べ た

ように、この間
このあいだ

も 障 害 者
しょうがいしゃ

とその家族
かぞく

の暮らし
く ら し

があることを、

片 時
かたとき

も忘れて
わ す れ て

はならない！  

 

【 藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 現 行 法
げんこうほう

を前 提
ぜんてい

とした 新 体 系
しんたいけい

への移行
いこう

期間
きかん

にこだわる 必 要
ひつよう

は無い
な い

。  

○理由
りゆう

 

 新た
あらた

な福祉
ふくし

法 制
ほうせい

を 確 立
かくりつ

しようとしているから。  

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】  

○結論  

 現 在
げんざい

旧 体 系
きゅうたいけい

事 業
じぎょう

で 行って
おこなって

い る 事 業 所
じぎょうしょ

の 移行
いこう

に つ い て は 移行
いこう

を

行わない
おこなわない

通知
つうち

を出す
だ す

べきである．その後
そ の ご

新 法
しんぽう

の内 容
ないよう

と施行
しこう

状 況
じょうきょう

を鑑みて
かんがみて

新 法
しんほう

に基づく
も と づ く

移行
いこう

について 検 討
けんとう

する．  

○理由  

 廃止
はいし

が決 定
けってい

している 法 律
ほうりつ

に基づく
も と づ く

事 業
じぎょう

移行
いこう

を進める
す す め る

ことは，財 政 的
ざいせいてき

にも

損 失
そんしつ

が大きい
お お き い

と 考
かんが

える．また，各 事 業 所
かくじぎょうしょ

の事 業
じぎょう

移行
いこう

に伴 う
ともなう

負担
ふたん

を考える
かんがえる

と，新 法
しんほう

ができて 事 業
じぎょう

体 系
たいけい

が明 確
めいかく

になるまで移行
いこう

は中 止
ちゅうし

するべきである． 

 

【三浦
みうら

委員
いいん

】  

○結論  

 次なる
つ ぎ   

新 体 系
しんたいけい

である、総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

にもとづくサービス
さ ー び す

を 円 滑
えんかつ

に開始
かいし

する
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観 点
かんてん

で見る
み  

と、期間
きかん

の設 定
せってい

はやむをえない。  

 移行
いこう

が 困 難
こんなん

である施設
しせつ

・ 事 業 所
じぎょうしょ

については、その理由
りゆう

を精査
せいさ

し、移行
いこう

を

可能
かのう

とするような施策
しさく

、支援
しえん

を 積 極 的
せっきょくてき

に 行 う
おこな  

とともに、制度
せいど

がつながる

ような仕組み
し く  

は検 討
けんとう

されるべきである。  

○理由  

 既
すで

に 新 体 系
しんたいけい

に移行
いこう

している施設
しせつ

・ 事 業 所
じぎょうしょ

が 半 数
はんすう

を超える
こ   

現 状
げんじょう

があり、

また、移行
いこう

を準 備
じゅんび

・検 討
けんとう

している施設
しせつ

・事 業 所
じぎょうしょ

も多 い
おお  

ので。  

 たび重なる
かさ   

短期間
たんきかん

での制度
せいど

改 編
かいへん

に事 業 所
じぎょうしょ

は疲弊
ひへい

しているが、方 向 性
ほうこうせい

とし

ては、 新 体 系
しんたいけい

から 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

体 系
たいけい

へ進む
すす  

前 提
ぜんてい

で 新 法
しんほう

議論
ぎろん

がなされている

現 状
げんじょう

により、 一 定
いってい

のスタートライン
す た ー と ら い ん

も 必 要
ひつよう

ではないかと 考 え る
かんが    

。  

 

【 光 増
みつます

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 移行
いこう

ができない事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の 実 態
じったい

を 分 析
ぶんせき

し、２５ 年
ねん

８ 月
がつ

までの 対 策
たいさく

を 考
かんが

えるべきだ  

○理由  

 １０割
わり

保 障
ほしょう

があるから 皆
みな

新 体 系
しんたいけい

に移行
いこう

できるとは 限
かぎ

らない。  

 

【 森
もり

委員
いいん

】  

○結論  

 障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（ 仮 称
かしょう

）では、 現 行
げんこう

障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

のサービス
さ ー び す

体 系
たいけい

を廃止
はいし

・修 正
しゅうせい

するなど、全
まった

く違
ちが

う体
たい

系
けい

に作
つく

り直
なお

すかによって 対 応
たいおう

が

違
ちが

う。 従
したが

って、 新 体 系
しんたいけい

への移行
いこう

問 題
もんだい

は、 至 急
しきゅう

、 検 討
けんとう

すべき課題
かだい

である。 

○理由  

 国
くに

が新 体
しんたい

系
けい

移行
いこう

の 促 進
そくしん

を 図
はか

っていくことを 明 言
めいげん

しているが、 関 係 者
かんけいしゃ

の

意見
いけん

も含
ふく

め、 慎 重
しんちょう

に対 処
たいしょ

策
さく

を検 討
けんとう

・設 計
せっけい

していかないと、障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）施行
しこう

時
じ

に、大 混 乱
だいこんらん

が 生
しょう

じるのでないか危惧
き ぐ

される。  

 

【 山 本
やまもと

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん
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 法
ほう

が 廃
はい

止
し

されるのである 以 上
いじょう

移行
いこう

を 強
きょう

制
せい

することは無意味
む い み

であり、 今
いま

ある事 業
じぎょう

を保 障
ほしょう

できる 体 制
たいせい

が必 要
ひつよう

 

○理由  

 各地
かくち

の 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

関 係
かんけい

の 事 業 所
じぎょうしょ

が移行
いこう

できずこのままでは 解 散
かいさん

しか

ないところに追
お

い込
こ

まれているから  
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＜ 項 目
こうもく

I-3 現 行
げんこう

の特 別
とくべつ

対 策
たいさく

等
とう

＞  

論 点
ろんてん

I-3-1) この法
ほう

による支援
しえん

のための 所 要
しょよう

額
がく

について 後
こう

年度
ねんど

負担
ふたん

も含
ふく

め、

推 計
すいけい

する必 要
ひつよう

があるのではないか？  

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 今後
こんご

増 大
ぞうだい

する 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の所 要
しょよう

額
がく

について、後
こう

年度
ねんど

負担
ふたん

も含
ふく

め、

客 観 的
きゃくかんてき

な根 拠
こんきょ

に基
もと

づく試算値
し さ ん ち

を 公 表
こうひょう

すべきである。  

 安 定 的
あんていてき

な法
ほう

制度
せいど

とするため、実施
じっし

に 係
かかわ

る所 要
しょよう

額
がく

を法
ほう

施行後
し こ う ご

の見込
み こ

みも

含
ふく

め、推 計
すいけい

することは不可欠
ふ か け つ

である。地方
ちほう

財 政
ざいせい

においても、長 期 的
ちょうきてき

な見通
みとお

しを持
も

つ事
こと

が必 要
ひつよう

であり、国
くに

において 確 実
かくじつ

な財 源
ざいげん

を確保
かくほ

する必 要
ひつよう

がある。 

○理由  

 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

制度
せいど

の今後
こんご

の所 要
しょよう

額
がく

について 明
あき

らかにし、広
ひろ

く国 民
こくみん

の議論
ぎろん

を経
へ

たうえで、 新
あら

たな制度
せいど

を検 討
けんとう

していく 必 要
ひつよう

がある。  

 安 定 的
あんていてき

な制度
せいど

とするため、後
こう

年度
ねんど

推 計
すいけい

を 行
おこな

い、財 政
ざいせい

負担
ふたん

の裏
うら

づけをす

る必 要
ひつよう

がある。  

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 利用者
りようしゃ

負担
ふたん

が発 生
はっせい

しないように、所 要
しょよう

額
がく

の推 計
すいけい

と予算
よさん

確保
かくほ

は必 要
ひつよう

である。

配 偶 者
はいぐうしゃ

のいる利用者
りようしゃ

も、自分
じぶん

の所 得
しょとく

のみを負担
ふたん

の根 拠
こんきょ

とすべき。  

○理由  

 配 偶 者
はいぐうしゃ

に気
き

を使
つか

って利
り

用
よう

の制 限
せいげん

をする 人
ひと

もいるから。  

 

【 石 橋
いしばし

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 国
くに

の後
あと

年度
ねんど

負担
ふたん

と考
かんが

える。  

 障 害
しょうがい

が固定
こてい

し難
がた

いことから 推 計
すいけい

は難
むずか

しいが、議論
ぎろん

（財 源
ざいげん

）をするために

必 要
ひつよう

と考
かんが

える。  
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【 氏
うじ

田
た

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

があると思
おも

う。  

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 当 然
とうぜん

、推 計
すいけい

すべきである。新
あら

たな制度
せいど

を構 築
こうちく

する上
うえ

で、推 計
すいけい

された所 要
しょよう

額
がく

に基
もと

づかない議論
ぎろん

はあり得
え

ないと考
かんが

える。  

○理由
りゆう

 

 本部会
ほんぶかい

は、今後
こんご

の 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

制度
せいど

の理念的
りねんてき

方 向 性
ほうこうせい

のみを議論
ぎろん

するのではな

く、どのようにすれば 実 現
じつげん

可能性
かのうせい

のある 新
あら

たな制度
せいど

を構 築
こうちく

できるかを議論
ぎろん

する場
ば

であると考
かんが

える。  

 

【 大 濱
おおはま

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

▼ 総 合
そうごう

福祉
ふくし

部会
ぶかい

で 推 計
すいけい

し、 推 進
すいしん

会議
かいぎ

でも議論
ぎろん

した 上
うえ

で、「①すぐに 行
おこな

うべ

きもの」と、「② 財 源
ざいげん

を確保
かくほ

した上
うえ

でできるだけ 早 急
さっきゅう

に行
おこな

うべきもの」に

整理
せいり

し、推 進
すいしん

本部
ほんぶ

・閣議
かくぎ

に報 告
ほうこく

し、将 来
しょうらい

、消 費 税
しょうひぜい

などの 税 率
ぜいりつ

の議論
ぎろん

が行
おこな

われる 際
さい

には、障 害
しょうがい

施策
せさく

に回
まわ

すべき経費
けいひ

として議論
ぎろん

される 環 境
かんきょう

を作
つく

るべ

き。  

○理由
りゆう

 

▼自
じ

公
こう

政 権
せいけん

時代
じだい

に官 邸
かんてい

の下
した

に設
もう

けられた 検 討 会
けんとうかい

「社 会
しゃかい

保 障
ほしょう

国 民
こくみん

会議
かいぎ

」で、

「高 齢 者
こうれいしゃ

施策
せさく

・年 金
ねんきん

・医 療
いりょう

の合 計
ごうけい

でいくらかかるか、 消 費 税
しょうひぜい

何
なん

パーセ

ントに 相 当
そうとう

するか」が 検 討
けんとう

され、 報 告 書
ほうこくしょ

が 作 成
さくせい

されているが、障 害 者
しょうがいしゃ

施策
せさく

については 検 討
けんとう

されていないため、政府
せいふ

に公 式
こうしき

な資 料
しりょう

がない。早 急
さっきゅう

に作
つく

っておかないと、 増 税
ぞうぜい

時
じ

に財 源
ざいげん

確保
かくほ

できない。  

 

【 柏 女
かしわめ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

に 要する
よ う す る

所 要
しょよう

額
がく

に つ い て 後
こう

年度
ねんど

負担
ふたん

も 含めて
ふ く め て

推 計
すいけい

し 、
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子ども
こ ど も

・子育て
こ そ だ て

新システム
し ん し す て む

基本
きほん

制度
せいど

案
あん

要 綱
ようこう

に基づいて
も と づ い て

創 設
そうせつ

される「子ども
こ ど も

・

子育て
こ そ だ て

勘 定
かんじょう

」 (仮 称
かしょう

)に、それを組み入れる
く み い れ る

ことを 検 討
けんとう

すべきである。  

○理由  

 障 害 児
しょうがいじ

の 地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

を 進める
す す め る

た め 、 子ども
こ ど も

・ 子育て
こ そ だ て

新システム
し ん し す て む

に

障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

を組み込んで
く み こ ん で

いく必 要
ひつよう

がある。  

 

【 河 﨑
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

である。  

 

【 近 藤
こんどう

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 推 計
すいけい

と確保
かくほ

策
さく

を講
こう

ずべき。  

○理由
りゆう

 

 推 計
すいけい

にあたっては、 現 行
げんこう

を前 提
ぜんてい

とせず、 真
しん

に必 要
ひつよう

な所 要
しょよう

額
がく

を推 計
すいけい

し、

その確保
かくほ

策
さく

を講
こう

じなければ「絵
え 

に描
か 

いた 餅
もち

」になるおそれがある。  

 

【 齋 藤
さいとう

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 しっかりとした 推 計
すいけい

を行
おこ

なわなければならない。部会
ぶかい

としての提 言
ていげん

作 成
さくせい

にあたっても、その過程
かてい

においてどれほどの 所 要
しょよう

額
がく

を 要
よう

するのかを見極
みきわ

め

をしつつ 検 討
けんとう

を進
すす

めなければならない。  

 

【 坂 本
さかもと

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 所 要
しょよう

額
がく

について 推 計
すいけい

するのは 当 然
とうぜん

であり、 重 要
じゅうよう

な 論 点
ろんてん

である。「その

他
た

」 扱
あつか

いにするような 論 点
ろんてん

ではない。  

 所 要
しょよう

額
がく

の推 計
すいけい

だけでは 不 十 分
ふじゅうぶん

であり、各支援
かくしえん

策
さく

ごとの 所 要
しょよう

額
がく

の推 計
すいけい

や

各支援
かくしえん

策
さく

の優
ゆう

先順位付
さきじゅんいづ

け、具体的
ぐたいてき

な財 源
ざいげん

確保
かくほ

のための 方 策
ほうさく

の検 討
けんとう

が必 要
ひつよう

で

ある。  
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○理由
りゆう

  

 具体的
ぐたいてき

な 財 源
ざいげん

確保
かくほ

の 検 討
けんとう

もなく議論
ぎろん

するのは、無責任
むせきにん

で非効率
ひこうりつ

ではない

か。国費
こくひ

等
とう

が限
かぎ

られているので、必 要 性
ひつようせい

のより 高
たか

い施策
しさく

にきちんと 財 源
ざいげん

が

充
あ

てら れ る こと が 重 要
じゅうよう

で ある 。 責 任 感
せきにんかん

の ある 議論
ぎろん

を 行
おこな

う ため に も 、

各施策
かくしさく

ごとに 所 要
しょよう

額
がく

を推 計
すいけい

し、その 優 先
ゆうせん

順位付
じゅんいづ

けが必 要
ひつよう

である。  

 

【清水
しみず

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 あると思
おも

います。  

 

【田中
たなか

（伸
のぶ

）委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

がある。  

○理由
りゆう

 

 新 法
しんぽう

の 確 実
かくじつ

な 実 効 性
じっこうせい

を確保
かくほ

する 上
うえ

でも、 所 要
しょよう

額
がく

の 推 計
すいけい

は 必 要
ひつよう

である。

そして、この 所 要
しょよう

額
がく

の推 計
すいけい

は、新 法
しんぽう

の守備
しゅび

範囲
はんい

を定
さだ

めるための 考 慮
こうりょ

要素
ようそ

と

なる。  

 

【 中 西
なかにし

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

  

 推 計
すいけい

は 早 急
さっきゅう

に 行
おこな

うべきであ る。その 推 計
すいけい

に 基
もと

づいて 来年度
らいねんど

予算
よさん

を

作 成
さくせい

すべきである。  

 

【 中 原
なかはら

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

があると 考
かんが

える。  

○理由
りゆう

 

 現 状
げんじょう

では地域
ちいき

の 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の基
き

盤整備
ばんせいび

が 脆 弱
ぜいじゃく

である。 実 態
じったい

調 査
ちょうさ

等
とう

を 行 い
おこな 

障 害 者
しょうがいしゃ

本
ほん

人
にん

の ニーズ
に ー ず

を 十 分
じゅうぶん

に 把握
はあく

し た 上
うえ

で 、 必 要
ひつよう

な

サービス
さ ー び す

の 種 類
しゅるい

・ 量
りょう

を 推 計
すいけい

し、 早 急
さっきゅう

に地域
ちいき

の基
き

盤整備
ばんせいび

を 進
すす

める 必 要
ひつよう

が
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ある。   

 

【 西 滝
にしたき

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

①  ある。  

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 そのとおり。  

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 当 然
とうぜん

、必 要
ひつよう

である。  

○理由
りゆう

 

 新制度
しんせいど

を実 質 的
じっしつてき

にスタートさせるために、財 政 的
ざいせいてき

措置
そ ち

は欠か
か か

せないから。 

 

【 藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 推 計
すいけい

の必 要
ひつよう

はあるが、 方 法
ほうほう

が問 題
もんだい

である。 障 害 者
しょうがいしゃ

の 必 要
ひつよう

性
せい

を基 準
きじゅん

と

すべきである。  

○理由
りゆう

 

 現時点
げんじてん

の 利 用 量
りようりょう

を 前 提
ぜんてい

とすると、自立
じりつ

支援法下
しえんほうか

で 抑 制
よくせい

された 所 要
しょよう

額
がく

が

算 出
さんしゅつ

される恐れ
おそれ

がある。  

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 決まった
き ま っ た

パイ
ぱ い

の配 分
はいぶん

という 考 え 方
かんがえかた

は 改 め
あらため

，障 害
しょうがい

のある 人
ひと

が他
た

の者
もの

との

平 等
びょうどう

を担保
たんぽ

するために 必 要
ひつよう

な支援
しえん

や 環 境
かんきょう

整備
せいび

をするために 必 要
ひつよう

な 所 要
しょよう

額
がく

を推 計
すいけい

する．  
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【三浦
みうら

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 当 然
とうぜん

に必 要
ひつよう

である。中 長 期 的
ちゅうちょうきてき

な視点
してん

にたち、所 要
しょよう

額
がく

を 推 計
すいけい

すべきであ

る。  

○理由  

 継 続 的
けいぞくてき

か つ 安 定 的
あんていてき

な 所 要
しょよう

額
がく

の 確保
かくほ

が 重 要
じゅうよう

で あ る と と も に 、 既存
きそん

の

枠組み
わ く ぐ み

を前 提
ぜんてい

とせず、 所 要
しょよう

額
がく

を示す
しめす

べきであると 考 え る
かんが    

ため。  

 

【 光 増
みつます

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

である。  

○理由
りゆう

 

 財 源
ざいげん

対 策
たいさく

をはっきりとするべきであるため。  

 

【 森
もり

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 後
こう

年度
ねんど

負担
ふたん

も含め
ふくめ

、推 計
すいけい

する必 要
ひつよう

がある。  

○理由  

 障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）で、現 行
げんこう

の 特 別
とくべつ

対 策
たいさく

などをどのようにカバー
か ば ー

できるのかが問 題
もんだい

であり、同福祉法
どうふくしほう

への 円 滑
えんかつ

な移行
いこう

に対 処
たいしょ

するためには、

その財 源
ざいげん

を確保
かくほ

しておくことが 必 要
ひつよう

であると 考
かんが

える。  
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論 点
ろんてん

I-3-2) この財 源
ざいげん

を安 定 的
あんていてき

に確保
かくほ

するための 方 策
ほうさく

と目途
め ど

をどのように

たてていくべきか？  

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 今後
こんご

増 大
ぞうだい

する 社 会
しゃかい

保 障
ほしょう

全 体
ぜんたい

の 所 要
しょよう

額
がく

について、 後
こう

年度
ねんど

負担
ふたん

も 含
ふく

め、

客 観 的
きゃくかんてき

な根 拠
こんきょ

に基
もと

づく試算値
し さ ん ち

を 公 表
こうひょう

すべきである。  

○理由
りゆう

 

 社 会
しゃかい

保 障
ほしょう

全 体
ぜんたい

の今後
こんご

の所 要
しょよう

額
がく

について 明
あき

らかにし、広
ひろ

く国 民
こくみん

の議論
ぎろん

を

経
へ

たうえで、 新
あら

たな制度
せいど

を検 討
けんとう

していく 必 要
ひつよう

がある。  

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 実 際
じっさい

どれほどの 財 政
ざいせい

規模
き ぼ

が 必 要
ひつよう

かの把握
はあく

を 強
つよ

め、それをベース
べ ー す

に 高 額
こうがく

所 得 者
しょとくしゃ

からの 税 収
ぜいしゅう

を増す
ま す

よう、 累 進
るいしん

課税
かぜい

制度
せいど

も見
み

直
なお

す。あるいは 手 段
しゅだん

と

しての 消 費
しょうひ

税 率
ぜいりつ

アップ
あ っ ぷ

も視野
し や

に入
い

れる。  

○理由  

 新
あたら

しい 財 源
ざいげん

がなければどうにもならないが、その 前
まえ

に整理
せいり

すべき 問 題
もんだい

（精 神
せいしん

保健
ほけん

医 療
いりょう

福祉
ふくし

の財 政
ざいせい

配 分
はいぶん

（医 療 対
いりょうつい

福祉
ふくし

＝９７：３）等
など

）をクリア
く り あ

し

たり、必 要
ひつよう

財 政 枠
ざいせいわく

の指
さ

し示
しめ

しが必 要
ひつよう

。それがないと 国 民 的
こくみんてき

コンセンサス
こ ん せ ん さ す

の

形 成
けいせい

は 難
むずか

しいのではないか。  

 

【 石 橋
いしばし

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 普通
ふつう

に暮
く

らしていくことを「権利
けんり

」ではなく、「当
あ

たり前
まえ

」という状 況
じょうきょう

を創
つく

り出
だ

し、消 費 税
しょうひぜい

全 体
ぜんたい

もしくは、消 費 税
しょうひぜい

のアップ 分
ぶん

を障 害
しょうがい

福祉
ふくし

に特化
とっか

する。  

 しかし、この会議
かいぎ

でこの論議
ろんぎ

は必 要
ひつよう

なのか。消 費 税
しょうひぜい

アップ 等
とう

に関 連
かんれん

する

ことであり、 国 民
こくみん

全 体
ぜんたい

の総意
そうい

が必 要
ひつよう

な事項
じこう

と考
かんが

える。  
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【 氏
うじ

田
た

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

  

 消 費 税
しょうひぜい

を福祉
ふくし

目 的
もくてき

税
ぜい

として 増 額
ぞうがく

する 必 要
ひつよう

がある。  

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 国 民
こくみん

の過半数
かはんすう

に理解
りかい

してもらえるような 実 現
じつげん

可能性
かのうせい

が高
たか

い制度
せいど

を政府
せいふ

に

提 案
ていあん

し、立法化
りっぽうか

を目指
め ざ

す一 方
いっぽう

、必 要
ひつよう

となるその財 源
ざいげん

の確保
かくほ

は、政府
せいふ

、厚 生
こうせい

労 働 省
ろうどうしょう

、各 政 党
かくせいとう

と協 働
きょうどう

して取
と

り組
く

むことになると考
かんが

える。  

○理由
りゆう

 

 財 源
ざいげん

は税 金
ぜいきん

であり、最 終 的
さいしゅうてき

に制度
せいど

を決
き

めるのは 国 会
こっかい

である。また、実 際
じっさい

に予算
よさん

獲 得
かくとく

の 矢 面
やおもて

に立
た

つのは 厚 生
こうせい

労 働 省
ろうどうしょう

である。これらとの 関 係 性
かんけいせい

を抜
ぬ

きに制度
せいど

改 革
かいかく

はあり得
え

ないと考
かんが

える。  

 

【 大 濱
おおはま

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

▼ 将 来
しょうらい

の 消 費 税
しょうひぜい

の議論
ぎろん

に於
お

いて 必 要
ひつよう

な 額
がく

、 消 費
しょうひ

税 率
ぜいりつ

の１～２％程度
ていど

を

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスの 財 源
ざいげん

として確保
かくほ

。場合
ばあい

によっては、特 別
とくべつ

会 計
かいけい

として

確保
かくほ

すること。  

○理由
りゆう

 

▼財 務 省
ざいむしょう

と厚
こう

労 省
ろうしょう

障 害
しょうがい

保健
ほけん

福祉部
ふ く し ぶ

の予算
よさん

折 衝
せっしょう

や、シーリング、政 権
せいけん

交 代
こうたい

などによって、福祉
ふくし

予算
よさん

が 毎 年
まいとし

変 動
へんどう

するのが現 状
げんじょう

である。しかし、この

福祉
ふくし

予算
よさん

の中
なか

でも、最
もっと

も重 要
じゅうよう

な（場合
ばあい

によっては 生 命
せいめい

に 関
かか

わる）障 害 者
しょうがいしゃ

介護
かいご

の予算
よさん

は安 定 的
あんていてき

に確保
かくほ

する必 要
ひつよう

がある。  

 

【 柏 女
かしわめ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 子ども
こ ど も

・子育て
こ そ だ て

新システム
し ん し す て む

における 財 源
ざいげん

の一元化
いちげんか

検 討
けんとう

に合わせて
あ わ せ て

検 討
けんとう

を

図る
はかる

必 要
ひつよう

がある。  

○理由  
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 障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

サービス
さ ー び す

をできる限り
かぎり

児童
じどう

一 般
いっぱん

施策
しさく

に組み込んで
く み こ ん で

いくことが、

ノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

の実 現
じつげん

につながる  

 

【 河 﨑
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 消 費
しょうひ

税
ぜい

充 当
じゅうとう

。西 欧
せいおう

先 進 国
せんしんこく

並
な 

みの医 療
いりょう

、保健
ほけん

、福祉
ふくし

予算
よさん

を目処
め ど

。  

○理由
りゆう

 

 民 主 党
みんしゅとう

の政 策
せいさく

だから。また今後
こんご

の国 益
こくえき

に一致
いっち

するから。  

 

【 近 藤
こんどう

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 前年度
ぜんねんど

対比
たいひ

で 考
かんが

えるのではなく、ＯＥＣＤデータに 示
しめ

された欧 米
おうべい

諸 国
しょこく

並
な 

みの 対
たい

国 民
こくみん

総
そう

所 得
しょとく

比
ひ 

に引
ひ 

き上
あ 

げるべきである。（ 日 本
にっぽん

1.21％、アメリカ

1.82％、フランス 2.74％、イギリス 3.09％、ドイツ 3.97％、スウェーデン

8.45％）  

 さらに、 国 民
こくみん

的
てき

なコンセンサスを得
え 

るための、 何
なん

らかの 努 力
どりょく

が必 要
ひつよう

。  

○理由
りゆう

 

 現 行
げんこう

障 害
しょうがい

施策
しさく

の予算
よさん

が 低
ひく

すぎるため。 国 民
こくみん

的
てき

なコンセンサスがなけれ

ば大 幅
おおはば

な改 善
かいぜん

は 難
むずか

しい。  

 

【 齋 藤
さいとう

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 この部会
ぶかい

のみで 判 断
はんだん

できるような 課題
かだい

ではなく、まず 政府
せいふ

の基本的
きほんてき

な

方 針
ほうしん

をふまえつつ、どのような 方 策
ほうさく

が可能
かのう

になり、どのような目途
め ど

が立
た

て

られるのかの 学 習
がくしゅう

を行
おこ

なわなければならない。  

 

【 坂 本
さかもと

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 これまでの議論
ぎろん

を踏
ふ

まえるとかなりの 財 源
ざいげん

が 必 要
ひつよう

と見込
み こ

まれることから、

介護
かいご

保険
ほけん

のように 公 的
こうてき

部門
ぶもん

だけではなく 民 間
みんかん

部門
ぶもん

も 含
ふく

め 幅 広
はばひろ

く 財 政
ざいせい

支援
しえん
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を 求
もと

めることも 想 定
そうてい

せざるを得
え

ないのではないか。そのためには、 財 政
ざいせい

支 出
ししゅつ

を 行
おこな

う 地方
ちほう

自治体
じ ち た い

は 勿 論
もちろん

、 経 済
けいざい

団 体
だんたい

や 国 民
こくみん

等
とう

に 十 分
じゅうぶん

説 明
せつめい

す る

必 要
ひつよう

がある。  

○理由
りゆう

  

 支援
しえん

策
さく

を実 現
じつげん

するためには 財 源
ざいげん

確保
かくほ

が 重 要
じゅうよう

であり、国 民
こくみん

全 体
ぜんたい

の理解
りかい

が

必 要
ひつよう

である。 公 的
こうてき

部門
ぶもん

だけではなく 民 間
みんかん

部門
ぶもん

も 含
ふく

め幅 広
はばひろ

く 財 政
ざいせい

支援
しえん

を 求
もと

めうることも 想 定
そうてい

し、部会
ぶかい

での議論
ぎろん

が国 民 的
こくみんてき

議論
ぎろん

になるよう、もっと 国 民
こくみん

に説 明
せつめい

、アピール
あ ぴ ー る

していく 必 要
ひつよう

がある。  

 

【清水
しみず

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 一人
ひとり

ひとりの 存 在
そんざい

の価値
か ち

に 基
もと

づく 貫
つらぬ

かれた理
り

念
ねん

と、一人
ひとり

ひとりの 主 体
しゅたい

が 共
とも

に立
た

ち上
あ

がっていく、わかりやすい仕
し

組
く

みのもとで、 本
ほん

人
にん

がみんなの

気持
き も

ちをかえていき、本 人
ほんにん

がみんなのために 財
ざい

源
げん

を確
かく

保
ほ

していく 方
ほう

向
こう

で 進
すす

めていければと 思
おも

います。いずれにしてもみんなの理解
りかい

が必 要
ひつよう

です。  

 

【田中
たなか

（伸
のぶ

）委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 財 源
ざいげん

の確保
かくほ

は、 新 法
しんぽう

だけの 問 題
もんだい

にとどまらない。 根 本 的
こんぽんてき

には、 尐 子
しょうし

高齢化
こうれいか

の中
なか

で、将 来
しょうらい

どのような国家
こっか

としていくのか、という 国 民 的
こくみんてき

議論
ぎろん

を

行
おこな

う必 要
ひつよう

がある。その議論
ぎろん

に合
あ

わせて、税 制
ぜいせい

（ 直 間
ちょっかん

比率
ひりつ

のあり 方
かた

、消 費
しょうひ

税 率
ぜいりつ

のあり 方
かた

、福祉
ふくし

目 的
もくてき

税
ぜい

の 導 入
どうにゅう

など）の 改 正
かいせい

や、 国
くに

と地方
ちほう

との 役 割
やくわり

分 担
ぶんたん

のあり 方
かた

なども議論
ぎろん

し、障 害 者
しょうがいしゃ

の人 権
じんけん

保 障
ほしょう

に必 要
ひつよう

な額
がく

を確保
かくほ

してい

く必 要
ひつよう

がある。  

○理由
りゆう

 

 国 民
こくみん

の基本的
きほんてき

人 権
じんけん

の保 障
ほしょう

は国家
こっか

の責務
せきむ

である。 従
したが

って、これに 必 要
ひつよう

な

財 源
ざいげん

は義務的
ぎ む て き

経費
けいひ

として確保
かくほ

されなければならない。しかし、そのためには

国 民
こくみん

の理解
りかい

も必 要
ひつよう

であり、そのためには、税 制
ぜいせい

改 正
かいせい

や地方
ちほう

分 権
ぶんけん

のあり 方
かた

な

どを含
ふく

めた国
くに

づくりを 考 慮
こうりょ

する必 要
ひつよう

がある。  
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【 中 西
なかにし

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 財 源
ざいげん

を安 定 的
あんていてき

に確保
かくほ

するためには 財 務 省
ざいむしょう

との特 別
とくべつ

な話
はな

し合
あ

いが 必 要
ひつよう

で

あり、政治
せいじ

の側
がわ

からも 重 点
じゅうてん

項 目
こうもく

として 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の 緊
みしと

急 費 用
きゅうひよう

について

は要 望
ようぼう

していくべきである。  

 

【 中 原
なかはら

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 社 会
しゃかい

保 障
ほしょう

全 体
ぜんたい

の な か で 議論
ぎろん

す る 必 要
ひつよう

が あ る 。 議論
ぎろん

に あ た っ て は 、

障 害 者
しょうがいしゃ

が 人
ひと

として生きる
い   

ために 必 要
ひつよう

な支援
しえん

に係る
かか  

財 源
ざいげん

は確保
かくほ

するという

視点
してん

が必 要
ひつよう

。  

 

【 西 滝
にしたき

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

①  国
くに

が責 任
せきにん

を持
も

って 考
かんが

えるべきである。  

 

【野原
のはら

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

にどの程度
ていど

の 力 点
りきてん

を置
お

くか… 偏
へん

に政治的
せいじてき

な 判 断
はんだん

にかかわる

問 題
もんだい

である。  

○理由
りゆう

 

 OECD なみの予算
よさん

（ GDP費
ひ

）をこの分野
ぶんや

に当
あ

てれば、 多
おお

くの 要 望
ようぼう

は 解
かい

決
けっ

す

る筈
はず

です。  

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 先ず
ま ず

、 法
ほう

の 理念
りねん

の 確 立
かくりつ

に つ い て の 一致
いっち

を は か る こ と 、 つ ま り 今後
こんご

の

障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

は 憲 法
けんぽう

に 則 っ
のっとっ

た権利
けんり

として、 公 的
こうてき

に 保 障
ほしょう

されるべきである。

その観 点
かんてん

に立て
た て

ば、 財 源
ざいげん

は国
くに

の責 任
せきにん

において 安 定 的
あんていてき

に確保
かくほ

すべきである。 

○理由
りゆう
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 自立
じりつ

支援法
しえんほう

の 制 定
せいてい

は、 障 害 者
しょうがいしゃ

の自己
じ こ

責 任
せきにん

と 受 益 者
じゅえきしゃ

負担
ふたん

、 市 場
しじょう

の規制
きせい

緩和
かんわ

、福祉
ふくし

の介護
かいご

保険化
ほ け ん か

などを 強 行
きょうこう

に押しつけて
お し つ け て

きた過程
かてい

である。今や
いまや

、

私
わたし

たちはこの 観 点
かんてん

からの 脱 却
だっきゃく

をはからなければならないのである。  

 

【 藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

予算
よさん

の増 額
ぞうがく

が必 要
ひつよう

。国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

を廃止
はいし

すべきである。  

○理由
りゆう

 

 財 源
ざいげん

の安 定 的
あんていてき

確保
かくほ

は 重 要
じゅうよう

である。 財 源
ざいげん

確保
かくほ

に当たって
あ た っ て

は、新た
あらた

な福祉
ふくし

法 制
ほうせい

において、「 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

施策
しさく

の 充 実
じゅうじつ

は、 憲 法
けんぽう

等
とう

に基づく
も と づ く

障 害 者
しょうがいしゃ

の

基本的
きほんてき

人 権
じんけん

の行使
こうし

を支援
しえん

するものであることを基本
きほん

とする。」と基本
きほん

合意
ごうい

文 書
ぶんしょ

に謳った
う た っ た

ことを想起
そうき

し、障 害 者
しょうがいしゃ

の支援
しえん

の必 要 性
ひつようせい

を第 一
だいいち

義
よし

に考える
かんがえる

べ

きである。財 源
ざいげん

確保
かくほ

を理由
りゆう

に 障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

への負担
ふたん

が求められて
も と め ら れ て

はならない。 

 日本
にほん

の 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

予算
よさん

はＯＥＣＤ 諸 国
しょこく

の中
なか

で 低 水 準
ていすいじゅん

にとどまっており、

予算
よさん

の増 額
ぞうがく

が必 要
ひつよう

である。  

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 こ の 国
くに

の 社 会
しゃかい

保 障
ほしょう

の あり方
あ り か た

を 見直す
み な お す

中
なか

で ， 障 害
しょうがい

の あ る 人
ひと

の 支援
しえん

の

あり方
あ り か た

も考えて
かんがえて

いく．  

 

【三浦
みうら

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 税 制
ぜいせい

全 体
ぜんたい

の見直し
みなお  

と、 社 会
しゃかい

保 障
ほしょう

全 体
ぜんたい

の見直し
みなお  

を踏まえた
ふ    

上
うえ

で整理
せいり

すべ

き。  

○理由  

 障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

予算
よさん

について諸外国並み
しょがいこくな  

の 水 準
すいじゅん

（ Ｏ Ｅ Ｃ Ｄ
おーいーしーでぃー

平 均
へいきん

以 上
いじょう

）

を目指し
め ざ   

確保
かくほ

しなければ、障 害 者
しょうがいしゃ

制度
せいど

改 革
かいかく

推 進
すいしん

ならびに 新 法
しんほう

に検 討
けんとう

され

ている支援
しえん

の実 現 性
じつげんせい

は低く
ひく  

、現 行
げんこう

の 障 害
しょうがい

施策
しさく

関 連
かんれん

の予算
よさん

を大 幅
おおはば

に増 額
ぞうがく

す

る必 要
ひつよう

があると思われる
おも     

ため。  
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【 光 増
みつます

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

の 領 域
りょういき

だけでなく、 社 会
しゃかい

保 障
ほしょう

全 体
ぜんたい

をどうするかの 国 民
こくみん

論議
ろんぎ

が 必 要
ひつよう

。そのための 税
ぜい

の負担
ふたん

のあり 方
かた

も論議
ろんぎ

すべきである。 税 収
ぜいしゅう

を 求
もと

め

る場合
ばあい

には、 目 的
もくてき

税
ぜい

として 他
ほか

の 所
ところ

に使用
しよう

されないような仕組
し く

みが 必 要
ひつよう

で

ある。  

○理由
りゆう

 

 財 源
ざいげん

が確保
かくほ

できない 中
なか

での論議
ろんぎ

には 限 界
げんかい

がある。  

 

【 森
もり

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）の現 行
げんこう

の 特 別
とくべつ

対 策
たいさく

などとの 調 整
ちょうせい

を図
はか

った

うえで、その 道
みち

のプロ
ぷ ろ

の 力
ちから

を借
か

りながら 検
けん

討
とう

する 必 要
ひつよう

があると 考
かんが

える。 

 

○理由  

 障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）で、現 行
げんこう

の特 別
とくべつ

対 策
たいさく

などをどのようにカバー
か ば ー

できるのかが問 題
もんだい

であり、同福祉法
どうふくしほう

への 円 滑
えんかつ

な移行
いこう

に対 処
たいしょ

するためには、

その財 源
ざいげん

を確保
かくほ

しておくことが 必 要
ひつよう

であると 考
かんが

える。  

 

【 山 本
やまもと

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 支 出
ししゅつ

については、治安
ちあん

に向
む

けられた予算
よさん

、たとえば精神科
せいしんか

救 急
きゅうきゅう

や心 神
しんしん

喪 失 者
そうしつしゃ

等
とう

医 療
いりょう

観 察 法
かんさつほう

の予算
よさん

を削
けず

るべき。また戦後
せんご

一 貫
いっかん

して 犯 罪
はんざい

が減
へ

って

いるにもかかわらず 行
おこな

われている 警 察 官
けいさつかん

増 員
ぞういん

を元
もと

の 水 準
すいじゅん

に戻
もど

すべき  

 軍事費
ぐ ん じ ひ

についても見直
みなお

されるべき 米 軍
べいぐん

への思
おも

いやり予算
よさん

も含
ふく

め  

 財 源
ざいげん

としては 所 得 税
しょとくぜい

の累 進 性
るいしんせい

を元
もと

に 戻
もど

す、相 続 税
そうぞくぜい

減 免
げんめん

も元
もと

に戻
もど

すとい

う方 策
ほうさく

が必 要
ひつよう

 

○理由
りゆう

 

 ニュージーランド前
に ゅ ー じ ー ら ん ど ぜ ん

政 権
せいけん

が 、 アメリカ
あ め り か

と 新兵器
しんへいき

購 入
こうにゅう

の 契 約
けいやく

も 破棄
は き

し
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専 守
せんしゅ

防 衛
ぼうえい

に徹
てっ

し、福祉
ふくし

を 充 実
じゅうじつ

させた 前 例
ぜんれい

がある。軍 隊
ぐんたい

のないコスタリカ
こ す た り か

も 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

が 充 実
じゅうじつ

している  

 警 官
けいかん

増 員
ぞういん

の 重 圧
じゅうあつ

が自治体
じ ち た い

にとっては負担
ふたん

となり、 医 療
いりょう

福祉
ふくし

へのしわ寄
よ

せを生
う

んでいる  



67 

 

論 点
ろんてん

I-3-3) この法
ほう

の実施
じっし

に関
かん

するモニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

の必 要 性
ひつようせい

をどう見
み

る

か？  

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

の機能
きのう

を 明 確
めいかく

にするとともに、 実 効 性
じっこうせい

の上
あ

がる機関
きかん

と

なるための 検 討
けんとう

が必 要
ひつよう

である。  

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

と思
おも

う  

○理由  

 施行
しこう

に際
さい

しての「 法
ほう

見直し
み な お し

条 項
じょうこう

」とともに、法
ほう

の実施
じっし

に 伴
ともな

う進 行
しんこう

管理
かんり

や 状 況
じょうきょう

把握
はあく

を小
こ

刻
きざ

みに 行
おこな

うべきである。それを実施
じっし

する機関
きかん

を、既存
きそん

か

新 設
しんせつ

かはともかく 必 要
ひつよう

と感
かん

じる。  

 

【 石 橋
いしばし

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 モニタリング機関
きかん

は、 必 要
ひつよう

であるがその 内 容
ないよう

と新 設
しんせつ

については、時間
じかん

を

かけて議論
ぎろん

する必 要
ひつよう

がある。  

 

○理由
りゆう

 

 上 限
じょうげん

管理
かんり

となるようなモニタリングは不要
ふよう

であり、権利
けんり

保 障
ほしょう

となるべき

モニタリングは 必 要
ひつよう

と考
かんが

える。  

 

【 氏
うじ

田
た

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

と国
こく

内 法
ないほう

の整 合 性
せいごうせい

はもちろんのこと、 国
こく

内 法
ないほう

が整備
せいび

さ

れてもその 進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

を把握
はあく

し、 改 善
かいぜん

に向
む

けて 提 言
ていげん

、 解 決
かいけつ

していく機関
きかん

は

必 要
ひつよう

である。  
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【大久保
お お く ぼ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 論 点
ろんてん

の意味
い み

が不明
ふめい

である。それぞれの 法 律
ほうりつ

ごとにモニタリング機関
きかん

を置
お

くというのであれば、不要
ふよう

と考
かんが

える。一 方
いっぽう

で、障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の改
おさむ

正
せい

に併
あわ

せ

て、障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

に基
もと

づくモニタリング機関
きかん

の設置
せっち

を議論
ぎろん

することにな

っており、そのモニタリングの事項
じこう

に 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

施策
しさく

が入
はい

ることは 当 然
とうぜん

であ

るからである。  

 

【小澤
おざわ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の計 画
けいかく

の進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

の点 検
てんけん

と評 価
ひょうか

には、きちんと 評 価
ひょうか

できる

行 政
ぎょうせい

とは独 立
どくりつ

したモニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

が必 要
ひつよう

である。  

○理由
りゆう

 

 これまで、障 害 者
しょうがいしゃ

基本
きほん

計 画
けいかく

、障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

を策 定
さくてい

しても、自治体
じ ち た い

の施策
しさく

推 進 協
すいしんきょう

議会
ぎかい

には、 行 政
ぎょうせい

に 対
たい

して 計 画
けいかく

の 実 行
じっこう

できなかったことへの 強 制 的
きょうせいてき

な改 善
かいぜん

勧 告
かんこく

などの措置
そ ち

がなかったことに課題
かだい

がある。  

 

【 河 﨑
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 国
くに

や地方
ちほう

自治体
じ ち た い

の進度
しんど

管理
かんり

のためのモニタリングは 必 要
ひつよう

。  

○理由
りゆう

 

 実 現
じつげん

可能性
かのうせい

が低
ひく

いから。  

 

【 川 﨑
かわさき

（洋
よう

）委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

である。当事者
とうじしゃ

、家族
かぞく

など利用者
りようしゃ

参加
さんか

の仕組み
し く み

が必 要
ひつよう

。  

 

【 近 藤
こんどう

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん
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 必 要
ひつよう

である。  

○理由
りゆう

 

 第
だい

３
さん

者
しゃ

によるモニタリングが 必 要
ひつよう

である。  
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【 坂 本
さかもと

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

の機能
きのう

をどのようなものとするかにもよるが、 人 口
じんこう

1

万 人
まんにん

足
た

らずの 町
まち

で、 障
しょう

がい者
しゃ

関 連
かんれん

制度
せいど

に明
あか

るく、かつ、利用者
りようしゃ

個人
こじん

や地域
ちいき

の 事 業 者
じぎょうしゃ

と 何
なに

の 関 係
かんけい

もない 中 立 的
ちゅうりつてき

な 人 材
じんざい

を確保
かくほ

することは 現 実
げんじつ

には

困 難
こんなん

であることを理解
りかい

していただきたい。  

 

【清水
しみず

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 当事者
とうじしゃ

を 中 心
ちゅうしん

とした 今
いま

の 推 進
すいしん

会議
かいぎ

をバージョンアップしたような機関
きかん

が常
つね

にモニタリングしていく 必 要
ひつよう

があると 思
おも

います。それはぜったい必 要
ひつよう

だと思
おも

います。  

○理由  

 この法
ほう

は本
ほん

人
にん

がつくり 本
ほん

人
にん

が動
うご

かしていくものだと 思
おも

うので。  

 

【田中
たなか

（伸
のぶ

）委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

である。  

○理由
りゆう

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

が 必 要
ひつよう

とする支援
しえん

に 対
たい

して、 適 切
てきせつ

な支援
しえん

が実施
じっし

されることが

障 害 者
しょうがいしゃ

の基本的
きほんてき

人 権
じんけん

の保 障
ほしょう

に不可欠
ふ か け つ

なものであることからすれば、 適 切
てきせつ

な支援
しえん

が 行
おこな

われているかについての監視
かんし

機関
きかん

を設置
せっち

する必 要 性
ひつようせい

は高
たか

い。  

 

【田中
たなか

（正
まさ

）委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 個別
こべつ

給 付
きゅうふ

としてのサービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

作成費
さくせいひ

を用意
ようい

し、 相 談
そうだん

事 業
じぎょう

に個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

の進 行
しんこう

管理
かんり

の役
やく

を担
にな

わせる。 勘 案
かんあん

事項
じこう

に基
もと

づく個別
こべつ

給 付
きゅうふ

の 決 定
けってい

の際
さい

もモニタリング
も に た り ん ぐ

を踏
ふ

まえた 対 応
たいおう

を盛
も

り込
こ

む。  

○理由
りゆう

 

 サービス
さ ー び す

の利用
りよう

意向
いこう

の 聴 取
ちょうしゅ

がされていないのは、モニタリング
も に た り ん ぐ

の仕組
し く

み
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が弱
よわ

いからである。  

 

【 中 西
なかにし

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 総 合
そうごう

福祉
ふくし

部会
ぶかい

、 制度
せいど

改 革
かいかく

推 進
すいしん

会議
かいぎ

を 改組
かいそ

し て 、 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の

モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

を 創 設
そうせつ

して今後
こんご

の福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の動 向
どうこう

を 調 査
ちょうさ

し、市 町 村
しちょうそん

に対
たい

する助 言
じょげん

、 調 停
ちょうてい

、斡 旋
あっせん

を 行
おこな

うべきである。  

 

【 中 原
なかはら

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 国の施 策
さく

に対 し
たい  

、改善が 必 要
ひつよう

と判断すれば勧告するなど、 障 害 者
しょうがいしゃ

の視

点で行政を監視する機
き

関
かん

の設置は 必 要
ひつよう

であると 考
かんが

える。  

○理由
りゆう

 

 モニタリング
も に た り ん ぐ

機
き

関
かん

の設置
せっち

は権利
けんり

条 約
じょうやく

批 准
ひじゅん

の要 件
ようけん

となっている。  

 

【奈良崎
な ら ざ き

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 ぜひ、モニタリング機関
きかん

をつくってほしいです。  

○理由
りゆう

 

 本 人
ほんにん

一人
ひとり

ひとりに 話
はなし

を聞
き

くことは 大 切
たいせつ

です。  

 

【 西 滝
にしたき

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

①  必 要
ひつよう

である。  

○理由
りゆう

 

①  小手先
こ て さ き

の 検 証
けんしょう

や見直
みなお

しではなく、この 間
かん

の調 査
ちょうさ

や要 望
ようぼう

、特
とく

に 報 酬
ほうしゅう

等
とう

明
あき

らかになった課題
かだい

については、 大 胆
だいたん

に見直
みなお

し・ 改 善
かいぜん

をすべきであり、

それらを 進
すす

める 上
うえ

で 改 善
かいぜん

の効果
こうか

や 進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

等
とう

を把握
はあく

・ 検 証
けんしょう

、さら

なる改 善
かいぜん

をすすめる機関
きかん

として 必 要
ひつよう

である。  
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【野原
のはら

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

です。  

○理由
りゆう

 

 地域
ちいき

格差
かくさ

や人 権
じんけん

問 題
もんだい

が多
おお

くありながら顕在化
けんざいか

しないのは、独 立
どくりつ

したモニ

タリング機関
きかん

がないことと無関係
むかんけい

ではない。  

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 かなりの 財 源
ざいげん

を充
あ

てているのだから、モニタリングは 行
おこな

うべき。機関
きかん

の

必 要 性
ひつようせい

については、しっかりとモニタリングを 行
おこな

え、その結果
けっか

を 公 表
こうひょう

で

きればよい。  

 障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条
じょう

約
やく

33 条
じょう

に位置付
い ち づ

けられ、今後
こんご

設置
せっち

が予定
よてい

されているモ

ニタリング機関
きかん

が 新 法
しんぽう

の実施
じっし

についてのモニタリングも 行
おこな

うべきと 考
かんが

え

る。  

○理由
りゆう

 

 当事者
とうじしゃ

主 体
しゅたい

が 貫
つらぬ

かれることが 重 要
じゅうよう

で、独自
どくじ

の機関
きかん

を設置
せっち

する必 要 性
ひつようせい

は

ない。  

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 特に
とくに

必 要
ひつよう

はない、と考える
かんがえる

。  

○理由
りゆう

 

 実 態
じったい

から 見て
み て

、こ の 法
ほう

の実施
じっし

は 緊 急
きんきゅう

を要する
よ う す る

こと であ り、 新制度
しんせいど

は

何よりも
な に よ り も

障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

の 要 求
ようきゅう

を基本
きほん

に作ら
つくら

れるものであるから。  

 

【藤井
ふじい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 新 法
しんぽう

の実施
じっし

に関
かん

するモニタリング（監視
かんし

）は、これから 障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の

抜
ばっ

本 改 正
ぽんかいせい

等
とう

の議論
ぎろん

の中
なか

で本 格 的
ほんかくてき

に 検 討
けんとう

される 障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

全 般
ぜんぱん

を監視
かんし

す
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るシステムの 中
なか

で 行
おこな

うべきである。  

○理由
りゆう

 

 新 法
しんぽう

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

も、 障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

の規定
きてい

等
とう

に 沿
そ

って 障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

が 行
おこな

われているかどうかという視点
してん

からモニターされるべきであるか

ら。新
あら

たにモニタリング機関
きかん

をとなると、屋
おく

上 屋
じょうおく

を重
かさ

ねることになりかね

ない。  

 

【 藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

である。  

○理由
りゆう

 

 権利
けんり

条 約
じょうやく

３３条
３３じょう

２項
２こう

、３項
３こう

は 条 約
じょうやく

実施
じっし

の監視
かんし

機関
きかん

の設置
せっち

を定める
さ だ め る

。  

 個別
こべつ

救 済
きゅうさい

だけでなく、施策
しさく

実施
じっし

に関する
か ん す る

全 般 的
ぜんぱんてき

な監視
かんし

機関
きかん

が必 要
ひつよう

。  

 改 正 障 害 者 基本法
きほんほう

に 基づき
も と づ き

障害者
しょうがい

施策
せさく

全 般
ぜんぱん

に 関して
か ん し て

「 障害者
しょうがい

施策
せさく

監視
かんし

委員会
いいんかい

」を設置
せっち

し、 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

に基づき同法
もとづきどうほう

の施策
しさく

が実施
じっし

されているかを

実 効 的
じっこうてき

に 検 証
けんしょう

する監視
かんし

機関
きかん

として、 市 町 村
しちょうそん

に監視
かんし

機関
きかん

を義務的
ぎ む て き

に設置
せっち

す

るべきである。その 際
さい

、市民
しみん

、障害者
しょうがい

の参加
さんか

が保 障
ほしょう

されなければならない。 

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

で あ る ． 現 在
げんざい

の 障
しょう

が い 者
しゃ

制度
せいど

改 革
かいかく

推 進
すいしん

会議
かいぎ

を 法定化
ほうていか

し ，

モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

とし，各 県
かくけん

ごと，各 市 町 村
かくしちょうそん

ごとに設けて
も う け て

いく 必 要
ひつよう

がある．

達 成
たっせい

期限
きげん

と達 成
たっせい

目 標
もくひょう

を数値化
す う ち か

していく．  

 障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

の 質
しつ

が担保
たんぽ

されるための 評 価
ひょうか

の 指 標
しひょう

も 検 討
けんとう

される 必 要
ひつよう

が

ある．  

 

【三浦
みうら

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

である。  

 モニタンリング
も に た ん り ん ぐ

機関
きかん

については、 第 三 者 性
だいさんしゃせい

を確保
かくほ

できる ような既存
きそん

の
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仕組み
し く  

の活 用
かつよう

を含め
ふく  

設置
せっち

について 検 討
けんとう

するべきである。  

○理由  

 第 三 者
だいさんしゃ

によるモニタリング
も に た り ん ぐ

は 必 要
ひつよう

であり、その モニタリング
も に た り ん ぐ

の結果
けっか

を

適 切
てきせつ

に改 善
かいぜん

・是正
ぜせい

に反 映
はんえい

できる仕組み
し く  

も必 要
ひつよう

であると思われる
おも     

ため。  

 

【 光 増
みつます

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

である。  

○理由
りゆう

 

 第 三 者
だいさんしゃ

機関
きかん

と第 三 者
だいさんしゃ

機関
きかん

に 障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

も参 画
さんかく

する必 要
ひつよう

がある。  

 

【宮田
みやた

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

である。地域
ちいき

によっては、地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

が モニタリング
も に た り ん ぐ

と

ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

の 役 割
やくわり

を 担って
に な っ て

き て い る 。 地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

は

障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

により設置
せっち

された仕組み
し く み

ではあるが、「良い
い い

ものは良い
い い

」

として法定化
ほうていか

して 発 展
はってん

させ、地域
ちいき

の自治型
じ ち が た

モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

として 確 立
かくりつ

さ

せて行く
い く

べきである。  

○理由  

 法
ほう

の実施
じっし

・展 開
てんかい

については、これまでも地域
ちいき

格差
かくさ

が大きな
お お き な

問 題
もんだい

であった。

生まれ育つ
う ま れ そ だ つ

地域
ちいき

によって支援
しえん

に差
さ

ができる 状 況
じょうきょう

は、障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

の

時代
じだい

においては「 障 害 者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

」として厳しく
き び し く

糺されなくて
た だ さ れ な く て

はならない。  

 

【 森
もり

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

は 必 要
ひつよう

と 考
かんが

え る が 、 既
すで

に 、 推 進
すいしん

会議
かいぎ

で の 障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

改 正
かいせい

の論 点
ろんてん

にも出
だ

され、またこれからの 検 討
けんとう

において、障 害 者
しょうがいしゃ

施策
せさく

全 般
ぜんぱん

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

を監視
かんし

するシステム
し す て む

のなかで 行
おこな

うべきではないだろう

か。  
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【 山 本
やまもと

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

 

 支 給
しきゅう

決 定
けってい

情 況
じょうきょう

、利用
りよう

実 績
じっせき

状 況
じょうきょう

、不服
ふふく

申
もう

し立
た

ての 情 況
じょうきょう

、などの

調 査
ちょうさ

公 開
こうかい

が必 要
ひつよう

 

○理由
りゆう

 

 実 態
じったい

把握
はあく

なしにはよりよい支援
しえん

の 充
じゅう

実
じつ

につながらないから  
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論 点
ろんてん

I-3-4) 相 談
そうだん

、「 選 択
せんたく

と決 定
けってい

」（支 給
しきゅう

決 定
けってい

)、支援
しえん

の利用
りよう

、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

等
とう

、

この法
ほう

に関
かか

わる 全 般 的
ぜんぱんてき

な不服
ふふく

審査
しんさ

・苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

・権利
けんり

擁護
ようご

機関
きかん

の 必 要 性
ひつようせい

を

どう見
み

るか？  

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

である。ひとりひとりにケアマネジャー
け あ ま ね じ ゃ ー

がつかない、今
いま

のやりかたで

あると権利
けんり

擁護
ようご

がちゃんとできない。  

○理由  

 第 三 者
だいさんしゃ

の目
め

がないと 真
しん

に権利
けんり

は守
まも

られない。例示
れいじ

として、ヘルパー
へ る ぱ ー

が入
はい

っ

ているにもかかわらず、ゴミ
ご み

やしきになっている 状 態
じょうたい

が維持
い じ

されている 等
など

、

権利
けんり

侵 害
しんがい

が 発 生
はっせい

している。そのことに気
き

づいていない利用者
りようしゃ

がいるという

現 状
げんじょう

もある。  

 

【 石 橋
いしばし

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

１．利用者
りようしゃ

（当事者
とうじしゃ

）に親
おや

を加
くわ

えて 直 接
ちょくせつ

会話
かいわ

ができるようにした不服
ふふく

審査
しんさ

・

苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

機関
きかん

が必 要
ひつよう

と考
かんが

える。行 政
ぎょうせい

窓 口
まどぐち

ではなく、第 三 者
だいさんしゃ

機関
きかん

で審査
しんさ

で

きる体 制
たいせい

が好
この

ましい。  

２．権利
けんり

擁護
ようご

については、機関
きかん

（担
にな

う人
ひと

を含
ふく

む）、制度
せいど

の見直
みなお

しが必 要
ひつよう

。  

 認 知 症
にんちしょう

を前 提
ぜんてい

とした権利
けんり

擁護
ようご

制度
せいど

は、障 害 者
しょうがいしゃ

には不向
ふ む

きで、権利
けんり

擁護
ようご

ではなく権利
けんり

を剥 奪
はくだつ

されている。  

○理由
りゆう

 

 施設
しせつ

に設置
せっち

されている 苦 情
くじょう

機関
きかん

では、十 分
じゅうぶん

に苦 情
くじょう

が受
う

け止
と

められていな

い。  

 不服
ふふく

審査
しんさ

を 担
にな

う 市 町 村
しちょうそん

の「自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

」の設置
せっち

は、 努 力
どりょく

規定
きてい

であ

り、当事者
とうじしゃ

の参加
さんか

も 尐
すく

なく利用者
りようしゃ

の信 頼
しんらい

が得
え

られていない。  

 



77 

 

【 氏
うじ

田
た

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 障
さわ

がいのある 人
ひと

の権利
けんり

を擁護
ようご

し、保 障
ほしょう

するための重 層 的
じゅうそうてき

な機関
きかん

が必 要
ひつよう

で

ある（ 1ヶ所
かしょ

で解 決
かいけつ

できるものではないと 考
かんが

える）。また権 限
けんげん

を持
も

った代 弁
だいべん

を行
おこな

う第 三 者
だいさんしゃ

機関
きかん

( 障
しょう

がい者
しゃ

オンブズマン 等
とう

)の創 設
そうせつ

が必 要
ひつよう

である。  

○理由
りゆう

 

 権利
けんり

条 約
じょうやく

でも保護
ほ ご

の 対 象
たいしょう

から権利
けんり

の 主 体
しゅたい

へと基本的
きほんてき

な 考
かんが

え 方
かた

が変化
へんか

す

る中
なか

、本 人
ほんにん

の「意思
い し

決 定
けってい

を支援
しえん

する」ことに 立 脚
りっきゃく

した相 談
そうだん

支援
しえん

機関
きかん

がない

と権利
けんり

が 保 障
ほしょう

されない。知的
ちてき

や 発 達
はったつ

障 害
しょうがい

の権利
けんり

擁護
ようご

はまだまだ 不 十 分
ふじゅうぶん

な

状 態
じょうたい

である。苦 情
くじょう

や不服
ふふく

申
もう

し立
た

て、権利
けんり

擁護
ようご

は、まさに子
こ

どもの権利
けんり

条 約
じょうやく

と 障
しょう

がい 者
しゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

に規定
きてい

されている諸権利
しょけんり

であり、権利
けんり

行使
こうし

を 監
かん

視
し

、

代 弁
だいべん

、擁護
ようご

していく、子
こ

どもオンブズマン、障
しょう

がい者
しゃ

オンブズマンが不可欠
ふ か け つ

となると考
かんが

える。  

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 本 論 点
ほんろんてん

の事項
じこう

はそれぞれ 大 切
たいせつ

であると考
かんが

えるが、もう 尐
すこ

し整理
せいり

する必 要
ひつよう

があると考
かんが

える。  

 不服
ふふく

申
もう

し立
た

ては、 支 給
しきゅう

決 定
けってい

プロセスと 深
ふか

く 関 係
かんけい

するものと 思
おも

われる。

苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

や 第 三 者
だいぞうしゃ

評 価
ひょうか

は、権利
けんり

擁護
ようご

と 関 連
かんれん

するもののサービスの 質
しつ

の

確保
かくほ

が中 心
ちゅうしん

と考
かんが

えられる。一 方
いっぽう

、権利
けんり

擁護
ようご

機関
きかん

は、成 年
せいねん

後 見
こうけん

や虐 待
ぎゃくたい

、差別
さべつ

などかなり 広
ひろ

い対 象
たいしょう

となることが考
かんが

えられる。  

 これらを整理
せいり

し、総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

にどのように盛
も

り込
こ

むかは、さらに検 討
けんとう

を要
よう

するものと考
かんが

える。  

 

【 大 濱
おおはま

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

▼不服
ふふく

審査
しんさ

は、国
くに

や都道府県
とどうふけん

につくる 第 三 者
だいさんしゃ

による監視
かんし

機関
きかん

に大 幅
おおはば

な権 限
けんげん

を 与
あた

え、 市 町 村
しちょうそん

の 支 給
しきゅう

決 定
けってい

を取
と

り消
け

す 権 限
けんげん

や、場合
ばあい

によっては 本 人
ほんにん

に

必 要
ひつよう

な 支 給 量
しきゅうりょう

を 決 定
けってい

できる制度
せいど

とし、 大 幅
おおはば

に 権 限
けんげん

を 拡 大
かくだい

するべき。
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現 状
げんじょう

では、不服
ふふく

審査会
しんさかい

が審理
しんり

を行
おこな

い市 町 村
しちょうそん

の支 給
しきゅう

決 定
けってい

を取
と

り消
け

すことは

できても、それ 以 上
いじょう

の口出
くちだ

しができないので、取
と

り消
け

された市
し

がほんのわ

ずかだけ支 給 量
しきゅうりょう

を増
ふ

やして終
お

わりにするケースが 多
おお

い。県
けん

が支 給
しきゅう

決 定
けってい

の

内 容
ないよう

にまで口出
くちだ

しできる制度
せいど

にするべき。また、 県
けん

の不服
ふふく

審査
しんさ

に納
おさむ

得
とく

が

いかない場合
ばあい

は、 国
くに

で不服
ふふく

審査
しんさ

請 求
せいきゅう

ができる 上 告
じょうこく

制度
せいど

を 作
つく

るべき。  

○理由
りゆう

 

▼２４時間
じかん

介護
かいご

の 必 要
ひつよう

な１人暮
く

らしの 人 工
じんこう

呼吸器
こきゅうき

利用者
りようしゃ

に、２４時間
じかん

の

半 分
はんぶん

以下
い か

の時間
じかん

しか 支 給
しきゅう

していなかった市
し

で、県
けん

が不服
ふふく

審査
しんさ

請 求
せいきゅう

を受
う

け

て 支 給
しきゅう

決 定
けってい

を取
と

り消
け

したが、市
し

は一日
いちにち

に３０分
ぷん

だけ増
ふ

やした決定
けってい

を行
おこな

っ

た例
れい

がある。同 様
どうよう

の例
れい

は他
ほか

の市 町 村
しちょうそん

でも起
お

きている。逆
ぎゃく

に、県
けん

の審査
しんさ

委員
いいん

が「２４時間
じかん

介護
かいご

が必 要
ひつよう

なら（ 本 人
ほんにん

が望
のぞ

んでいない）デイサービス利用
りよう

も

検 討
けんとう

しろ」と、法
ほう

を逸 脱
いつだつ

した指摘
してき

を行
おこな

ってしまう 例
れい

もあり、県
けん

の審査
しんさ

シ

ステムは 完 璧
かんぺき

ではない。 上 告
じょうこく

の仕組
し く

みが必 要
ひつよう

。  

 

【小澤
おざわ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

に 関
かか

わる不服
ふふく

審査
しんさ

、 苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

、権利
けんり

擁護
ようご

機関
きかん

は、 行 政
ぎょうせい

や事
じ

業 者
ぎょうしゃ

から独 立
どくりつ

した機関
きかん

が必 要
ひつよう

である。  

 

【 柏 女
かしわめ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 障 害 児
しょうがいじ

における家庭
かてい

裁 判 所
さいばんしょ

の 承 認
しょうにん

による施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

の場合
ばあい

、面 会
めんかい

通 信
つうしん

の 制 限
せいげん

や付きまとい
つ き ま と い

の禁止
きんし

措置
そ ち

などが取れる
と れ る

が、施設
しせつ

を 解
かい

除され
じ ょ さ れ

、 成 人
せいじん

の

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

を利用
りよう

する場合
ばあい

の 親
おや

からの 虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

策
さく

について 検 討
けんとう

する

必 要
ひつよう

がある。  

○理由  

 とくに 性 的
せいてき

虐 待
ぎゃくたい

の場合
ばあい

など、児童
じどう

と 同 等
どうとう

の保護
ほ ご

策
さく

がとれるようにして

おく必 要
ひつよう

がある。  
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【 河 﨑
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 あってよい。  

○理由
りゆう

 

 国
くに

の施策
しさく

については監視
かんし

する 必 要
ひつよう

あり。  

 

【 川 﨑
かわさき

（洋
よう

）委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

であるが、権利
けんり

擁護
ようご

機関
きかん

や不服
ふふく

審査
しんさ

は、 国
くに

および都道府県
とどうふけん

単位
たんい

での

設置
せっち

とし、苦 情
くじょう

に関して
か ん し て

は身近
みじか

なところ（ 市 町 村
しちょうそん

等
とう

の自治体
じ ち た い

）での設置
せっち

が

望ましい
の ぞ ま し い

。  

○理由  

 福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

に関する
か ん す る

トラブル
と ら ぶ る

、権利
けんり

侵 害
しんがい

事例
じれい

は現場
げんば

で多く
おおく

報 告
ほうこく

されて

いる。利用者
りようしゃ

本 人
ほんにん

が理解
りかい

し納 得
なっとく

できる 解 決
かいけつ

が必 要
ひつよう

。  

 

【 近 藤
こんどう

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

である。  

○理由
りゆう

 

 現 行
げんこう

でも仕組み
し く み

はあるが 十 分
じゅうぶん

機能
きのう

していない。わかりやすい、手続
てつづ

きが

複 雑
ふくざつ

でない、 第
だい

３
さん

者
しゃ

機関
きかん

による仕組
し く

みが 求
もと

められる。  

 

【 末 光
すえみつ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

である。  

 

【田中
たなか

（伸
のぶ

）委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

である。  

○理由
りゆう
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 新 法
しんぽう

独自
どくじ

のものとするか、あるいは差別
さべつ

禁止法
きんしほう

における機関
きかん

と統 合
とうごう

した

ものとするかについては、十 分
じゅうぶん

に検 討
けんとう

する必 要
ひつよう

があるが、不服
ふふく

申
もう

し立
た

て、

苦 情
くじょう

処理
しょり

、権利
けんり

擁護
ようご

機関
きかん

の設置
せっち

は、 障 害 者
しょうがいしゃ

の基本的
きほんてき

人 権
じんけん

保 障
ほしょう

を実質化
じっしつか

す

るための支援
しえん

を定
さだ

める 新 法
しんぽう

においては不可欠
ふ か け つ

である。その 員 数
いんすう

構 成
こうせい

につい

ても、 要 検 討
ようけんとう

事項
じこう

である。  

 

【田中
たなか

（正
まさ

）委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 先
ま

ずは相 談
そうだん

事 業
じぎょう

を 充 実
じゅうじつ

させる。併
あわ

せて権利
けんり

擁護
ようご

機関
きかん

を位置
い ち

づけて、個別
こべつ

給 付
きゅうふ

に 基
もと

づ く 地域
ちいき

の 基盤
きばん

整備
せいび

が 年次的
ねんじてき

に 進
すす

む よ う に 法
ほう

整備
せいび

に 向
む

け て の

検 討
けんとう

をするべき。  

○理由  

 地域
ちいき

支援
しえん

の基盤
きばん

整備
せいび

を進
すす

める上
うえ

で核
かく

となる個別
こべつ

給 付
きゅうふ

が未
いま

だ 定 着
ていちゃく

してお

らず、 行 政
ぎょうせい

の事務
じ む

処理
しょり

の 窓 口
まどぐち

と 相 談
そうだん

の 窓 口
まどぐち

の線引
せんび

きされた 役 割
やくわり

分 担
ぶんたん

が

十 分
じゅうぶん

に 行
おこな

われていない。その 際
さい

の権利
けんり

擁護
ようご

の視点
してん

で機能
きのう

する仕組
し く

みも

不 十 分
ふじゅうぶん

なため。  

 

【 中 西
なかにし

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 都道府県
とどうふけん

に あ る 不服
ふふく

審査会
しんさかい

を 強 化
きょうか

し 、 障 害 者
しょうがいしゃ

の ニーズ
に ー ず

に 応
おう

じ た

サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

されていない 市 町 村
しちょうそん

については都道府県
とどうふけん

の審査会
しんさかい

で 調 停
ちょうてい

、

斡 旋
あっせん

をすべきであり、そこでも 解 決
かいけつ

しない場合
ばあい

、 上 級 審
じょうきゅうしん

としての権利
けんり

擁護
ようご

機関
きかん

を制度
せいど

改 革
かいかく

推 進
すいしん

会議
かいぎ

の 延 長
えんちょう

になるモニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

で 行
おこな

うべ

きである。  

 

【 中 原
なかはら

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

である。  

 障 害 者
しょうがいしゃ

本
ほん

人
にん

の意思
い し

決 定
けってい

や 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の 質
しつ

の担保
たんぽ

、権利
けんり

擁護
ようご

の

視点
してん

から 重 要
じゅうよう

となるが、 障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉
ふくし

法
ほう

にどのように規定
きてい

していく
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のか 検 討
けんとう

を 行 う
おこな  

必 要
ひつよう

がある。  

 

【奈良崎
な ら ざ き

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 ぜひ、本 人
ほんにん

たちの権利
けんり

擁護
ようご

を大 切
たいせつ

にしてほしいです。  

○理由
りゆう

 

 本 人
ほんにん

が自分
じぶん

で選 択
せんたく

して、決 定
けってい

すること、それについて 考
かんが

えることは大 切
たいせつ

です。  

 

【 西 滝
にしたき

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

  

①  当 然
とうぜん

必 要
ひつよう

なことと 考
かんが

えるが、 聴 覚
ちょうかく

障 害 者
しょうがいしゃ

の場合
ばあい

、手話
しゅわ

で不服
ふふく

や

苦 情
くじょう

の 申
もう

し立
た

てができる機関
きかん

が 極
きわ

めて 尐
すく

ない。そのため、「 制度
せいど

利用
りよう

アクセス権
あ く せ す け ん

」を制度
せいど

設 計
せっけい

に明記
めいき

し、 聴 覚
ちょうかく

障 害 者
しょうがいしゃ

情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

施設
しせつ

にお

ける相 談
そうだん

支援
しえん

機能
きのう

を確 立
かくりつ

する必 要
ひつよう

がある。  

②  「利用者本
りようしゃほん

位
い

の制度
せいど

・サ
さ

－
ー

ビス
び す

利用
りよう

」を 実 現
じつげん

するために、本 人
ほんにん

および家族
かぞく

の選 択 権
せんたくけん

・決 定 権
けっていけん

を保 障
ほしょう

することは 必 要
ひつよう

なことであり、不服
ふふく

審査
しんさ

・苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

・権利
けんり

擁護
ようご

機関
きかん

の仕組
し く

みは必 要
ひつよう

。  

③  上 記
じょうき

の制度
せいど

や仕組
し く

み、利用
りよう

手続
てつづ

き 等
とう

について、本 人
ほんにん

および家族
かぞく

に分
わ

か

りやすく 情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

する 方 法
ほうほう

を 国
くに

として整備
せいび

すべきである。どこの

窓 口
まどぐち

に相 談
そうだん

に行
い

けばよいかすら分
わ

からない 本 人
ほんにん

・家族
かぞく

は 多
おお

い。  

○理由
りゆう

  

①  身近
みぢか

なところで 相 談
そうだん

できる 体 制
たいせい

が 必 要
ひつよう

であるが、 聴 覚
ちょうかく

障 害 者
しょうがいしゃ

の

場合
ばあい

、コミュニケーションバリア
こ み ゅ に け ー し ょ ん ば り あ

等
とう

のため 相 談
そうだん

できない。これは制度
せいど

を

活 用
かつよう

できないという意味
い み

で「制度
せいど

利用
りよう

アクセス権
あ く せ す け ん

」制度
せいど

設 計
せっけい

に明記
めいき

する

必 要
ひつよう

がある。  

 聴 覚
ちょうかく

障 害 者
しょうがいしゃ

の場合
ばあい

、都道府県
とどうふけん

ごとに設置
せっち

が 進
すす

められている 聴 覚
ちょうかく

障 害 者
しょうがいしゃ

情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

施設
しせつ

の活 用
かつよう

が 最
もっと

も効果的
こうかてき

と 考
かんが

える。  
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【野原
のはら

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 決 定
けってい

に 対
たい

し て 疑問
ぎもん

や 不満
ふまん

が あ っ た 場合
ばあい

に 、 手軽
てがる

に 相 談
そうだん

で き る し 審査
しんさ

請 求
せいきゅう

できる不服
ふふく

審査
しんさ

機関
きかん

、 苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

機関
きかん

、権利
けんり

擁護
ようご

機関
きかん

は 必 要
ひつよう

と 考
かんが

え

ます。  

○理由
りゆう

 

 内部
ないぶ

障 害
しょうがい

の認 定
にんてい

をめぐっては、現 行
げんこう

制度
せいど

においても、基 準
きじゅん

が実 態
じったい

にあ

わず、利用者
りようしゃ

の疑問
ぎもん

や不満
ふまん

も 多
おお

く、不服
ふふく

審査
しんさ

制度
せいど

も 使
つか

いづらく時間
じかん

もかか

り、あきらめてしまう 人
ひと

も 多
おお

いのが 現 状
げんじょう

です。制度
せいど

への 信 頼
しんらい

を確保
かくほ

する

ためにも、本 人
ほんにん

の申
もう

し立
た

てが手軽
てがる

にできて、丁 寧
ていねい

に対 応
たいおう

してもらえるよう

な審査
しんさ

のしくみが 必 要
ひつよう

です。  

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

と 考
かんが

える。  

○理由
りゆう

 

 当事者
とうじしゃ

の権利
けんり

擁護
ようご

のために、また、 適 正
てきせい

運 営
うんえい

をチェックするために、

市 町 村
しちょうそん

単位
たんい

もしくは都道府県
とどうふけん

単位
たんい

で、利用者本
りようしゃぼん

位
くらい

のサービス 提 供
ていきょう

が 行
おこな

われているか、 全 般 的
ぜんぱんてき

な権利
けんり

擁護
ようご

機能
きのう

を 有
ゆう

する 独 立 型
どくりつがた

の機関
きかん

が 必 要
ひつよう

であ

る。この機関
きかん

は、あくまでも 障 害 者
しょうがいしゃ

主 体
しゅたい

という視点
してん

を 尊 重
そんちょう

し、当事者
とうじしゃ

を

支援
しえん

し、エンパワメントするという機能
きのう

を併
あわ

せ持
も

つことが 重 要
じゅうよう

である。  

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 法
ほう

の実施
じっし

に伴 っ
ともなっ

て、出て
で て

くるであろう利用者
りようしゃ

側
がわ

からの意見
いけん

や要 望
ようぼう

などは

当 然
とうぜん

受け止めて
う け と め て

、解 決
かいけつ

をはかっていくべきである。機関
きかん

の設置
せっち

も、必 要
ひつよう

で

ある。  

○理由
りゆう

 

 新 法
しんぽう

は、何よりも
な に よ り も

、障 害 者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

保 障
ほしょう

の立場
たちば

に立っ
た っ

た 民 主 的
みんしゅてき

手続き
て つ づ き

の

確 立
かくりつ

をはからなければならないから。  
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【藤井
ふじい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

である。  

○理由
りゆう

 

 サービスに 対
たい

する個別
こべつ

請 求 権
せいきゅうけん

、 協 議
きょうぎ

と 調 整
ちょうせい

によるサービスの 支 給
しきゅう

決 定
けってい

の制度
せいど

等
など

の 導 入
どうにゅう

のためには、 障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

の権利
けんり

を擁護
ようご

し、本 人
ほんにん

を

支援
しえん

し、 本 人
ほんにん

をエンパワメントする機関
きかん

、 請 求 権
せいきゅうけん

との 関 係
かんけい

から不服
ふふく

につ

いてきちんと審査
しんさ

する機関
きかん

が 必
かなら

ず必 要
ひつよう

だから。  

 

【 藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 実 効 的
じっこうてき

な第 三 者
だいさんしゃ

機関
きかん

が必 要
ひつよう

である。  

○理由
りゆう

 

 論 点
ろんてん

C
Ｃ

‐
ー

3
３

‐
ー

4
４

）、 論 点
ろんてん

D
Ｄ

-
－

6
６

-
－

3
３

参 照
さんしょう

 

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 利用
りよう

するサービス
さ ー び す

や事 業 所
じぎょうしょ

を選 択
せんたく

できるような 情 報
じょうほう

が開示
かいじ

され，選 択
せんたく

できるような制度
せいど

や 社 会
しゃかい

支援
しえん

の 拡 充
かくじゅう

が 必 要
ひつよう

である． 障 害
しょうがい

のある 人
ひと

が

権利
けんり

の主 体
しゅたい

として， 自 ら
みずから

の権利
けんり

侵 害
しんがい

を訴えられたり
う っ た え ら れ た り

， 調 整
ちょうせい

を求める
も と め る

こと

ができる 第 三 者
だいさんしゃ

機関
きかん

の設置
せっち

が求めら
も と め ら

れている．  

○理由  

 選 択
せんたく

を可能
かのう

にするためには，地域
ちいき

資源
しげん

の 拡 充
かくじゅう

が必 要
ひつよう

である．権利
けんり

擁護
ようご

の

仕組み
し く み

をつくることと同時
どうじ

に時限
じげん

立 法
りっぽう

で立ち遅れて
た ち お く れ て

いる 社 会
しゃかい

資源
しげん

整備
せいび

を

行 う
おこなう

必 要
ひつよう

がある．  

 

【三浦
みうら

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

である。  
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 既存
きそん

の仕組み
し く  

の活 用
かつよう

、機能
きのう

強 化
きょうか

や改 善
かいぜん

を含め
ふく  

設置
せっち

について 検 討
けんとう

するべき

である。  

○理由  

 障 害
しょうがい

のある 人
ひと

の権利
けんり

保 障
ほしょう

の観 点
かんてん

からは、不可欠
ふ か け つ

な仕組み
し く  

である。また、

制度
せいど

の公 平
こうへい

、適 正
てきせい

な運 営
うんえい

を担保
たんぽ

するために 必 要
ひつよう

であると 考 え る
かんが    

ため。  

 

【 光 増
みつます

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

である。ただ時間
じかん

をかけすぎなく、早
はや

く対 処
たいしょ

できるシステム
し す て む

が必 要
ひつよう

。

個人
こじん

まかせでなく、 相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

が 必
かなら

ず 係
かかわ

るようにする。  

○理由
りゆう

 

 不服
ふふく

審査
しんさ

請 求
せいきゅう

は、事務量
じむりょう

、時間
じかん

がかかりすぎる。不服
ふふく

審査前
しんさまえ

に解 決
かいけつ

でき

る 新
あたら

しいシステム
し す て む

が必 要
ひつよう

。  

 

【宮田
みやた

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

。「利用
りよう

・契 約
けいやく

制度
せいど

」の根 幹
こんかん

として、苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

と権利
けんり

擁護
ようご

の仕組み
し く み

を法定化
ほうていか

しなければならない。  

○理由  

 利用者
りようしゃ

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

、 行 政
ぎょうせい

が対 等
たいとう

な立場
たちば

でサービス
さ ー び す

を 供 給
きょうきゅう

・需 要
じゅよう

する

システム
し す て む

の構 築
こうちく

のためには、適 切
てきせつ

な苦 情
くじょう

や不服
ふふく

の申し立て
も う し た て

とその 解 決
かいけつ

のた

めの仕組み
し く み

は必 然
ひつぜん

である。  

 

【 森
もり

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 全 般 的
ぜんぱんてき

な不服
ふふく

審査
しんさ

・苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

・権利
けんり

擁護機
よ う ご き

は必 要
ひつよう

である。  

○理由  

 利用者
りようしゃ

主 体
しゅたい

の自己
じ こ

決 定
けってい

、自己
じ こ

選 択
せんたく

に 基
もと

づく自
じ

己
こ

実
じつ

現
げん

のシステム
し す て む

におい

て、その 円 滑
えんかつ

な運 用
うんよう

に際
さい

して、さまざまな課題
かだい

が想 定
そうてい

される。それらの課題
かだい

に迅 速
じんそく

に対 応
たいおう

し、利用者
りようしゃ

一人
ひとり

ひとりにとって 充 実
じゅうじつ

した生 活
せいかつ

が実 現
じつげん

される
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ためには、 全 般 的
ぜんぱんてき

な不服
ふふく

審査
しんさ

・苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

・権利
けんり

擁護
ようご

機関
きかん

は 必 要
ひつよう

である。  

 

【 山 本
やまもと

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

 

 とり わ け 障 害 者
しょうがいしゃ

団 体
だんたい

によ る 一人一人
ひとりひとり

の 権利
けんり

主 張
しゅちょう

を 支
ささ

える 権利
けんり

擁護
ようご

機関
きかん

は特
とく

に必 要
ひつよう

であり、 団 体
だんたい

訴権
そけん

も 考
かんが

えるべき  

○理由
りゆう

 

 他
ほか

のものと 平 等
びょうどう

な基本的
きほんてき

人 権
じんけん

の 享 受
きょうじゅ

のための 法 律
ほうりつ

であり、そのため

には 上 記
じょうき

不服
ふふく

申
もう

し立
た

てや 苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

の機関
きかん

同 様
どうよう

に、それらを 使
つか

いこなすた

めの権利
けんり

主 張
しゅちょう

を支援
しえん

する 障 害 者
しょうがいしゃ

団 体
だんたい

の活 動
かつどう

が何
なに

より必 要
ひつよう

であり  
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論 点
ろんてん

I-3-5) 「分野
ぶんや

I
あい

 その他
た

」についてのその他
た

の論 点
ろんてん

及
およ

び意見
いけん

 

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

の 生 活
せいかつ

安 定
あんてい

のための制度
せいど

として利用
りよう

されている 心 身
しんしん

障 害 者
しょうがいしゃ

扶養
ふよう

共 済
きょうさい

制度
せいど

の安 定 的
あんていてき

な運 用
うんよう

をどう確保
かくほ

するか等
とう

について、論 点
ろんてん

に加
くわ

え

るべきである。  

○理由
りゆう

 

 公費
こうひ

の 投 入
とうにゅう

がないと制度
せいど

の 運 用
うんよう

が 困 難
こんなん

な 状 態
じょうたい

となっていることに 加
くわ

え、 県
けん

における事務量
じむりょう

が 増 大
ぞうだい

していることから、制度
せいど

の 安 定 的
あんていてき

な 運 用
うんよう

を

確保
かくほ

する方 策
ほうさく

を検 討
けんとう

する必 要
ひつよう

があるため。  

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 道 筊
みちすじ

として、支援
しえん

の 構 造
こうぞう

をしっかり 作
つく

ることを 先 行
せんこう

し、 特
とく

に 精 神
せいしん

保健
ほけん

医 療
いりょう

福祉
ふくし

の固有
こゆう

の 問 題
もんだい

としてある 医 療
いりょう

と福祉
ふくし

の予算
よさん

の 分 配 率
ぶんぱいりつ

（ 97:3 の

配 分
はいぶん

問 題
もんだい

）も 大
おお

きく是正
ぜせい

したうえで。 実 際
じっさい

どれほどの 財 政
ざいせい

規模
き ぼ

が 必 要
ひつよう

か

を把握
はあく

する。それをベース
べ ー す

に 高 所 得 者
こうしょとくしゃ

からの 税 収
ぜいしゅう

を増
ま

すよう、 累 進
るいしん

課税
かぜい

制度
せいど

も見
み

直
なお

す。あるいは 手 段
しゅだん

としての 消 費
しょうひ

税 率
ぜいりつ

アップ
あ っ ぷ

も実施
じっし

する。  

○理由  

 新
あたら

しい財 源
ざいげん

がなければどうにもならないが、その 前
まえ

に整理
せいり

すべき問 題
もんだい

を

クリア
く り あ

しなければならない。 国 民
こくみん

のコンセンサス
こ ん せ ん さ す

が得
え

にくい。  

 

【 氏
うじ

田
た

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 「福祉
ふくし

サービス」という言葉
ことば

をやめてほしい。 障 害 者
しょうがいしゃ

の支援
しえん

は、 人
ひと

とし

て生
い

きることへの 根 幹 的
こんかんてき

な支援
しえん

であり、サービスというレベルのものでは

到 底
とうてい

あり得
え

ない。サービスという言葉
ことば

を使用
しよう

するようになり、支援
しえん

の 厚
あつ

み

や奥行
おくゆ

きがなくなり、支援
しえん

が 薄
うす

くなったと 感
かん

じている当事者
とうじしゃ

や家族
かぞく

たちは

尐
すく

なくない。ぜひ 検 討
けんとう

をしてほしい。障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

については、政 権
せいけん

交 代
こうたい

の
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有無
う む

に 影 響
えいきょう

されない 超 党 派
ちょうとうは

による普遍的
ふへんてき

かつ 一 貫
いっかん

した取
と

り組
く

みが不可欠
ふ か け つ

であり、理想
りそう

とする制度
せいど

を視野
し や

に置
おき

きつつ、段 階 的
だんかいてき

、計 画 的
けいかくてき

に前 進
ぜんしん

させて

いくなど制度
せいど

のさらなる 充 実
じゅうじつ

とともに、制度
せいど

の安 定 性
あんていせい

、継 続 性
けいぞくせい

を視野
し や

にお

き、 財 政 面
ざいせいめん

も含
ふく

めた裏付
うらづ

けと現 実 感
げんじつかん

のある 検 討
けんとう

が必 要
ひつよう

である。  

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 「他
た

の 者
しゃ

との 平 等
びょうどう

を基礎
き そ

とする」地域
ちいき

生 活
せいかつ

や 社 会
しゃかい

参加
さんか

の 保 障
ほしょう

を目指
め ざ

す

以 上
いじょう

、やはり「他
た

の者
しゃ

」の暮
く

らしの実 態
じったい

を把握
はあく

し、目指
め ざ

すべき 水 準
すいじゅん

を明確化
めいかくか

する必 要
ひつよう

があるのではないか。  

 個々人
こ こ じ ん

でライフスタイルは 異
こと

なるとはいえ、公費
こうひ

を投 入
とうにゅう

する以 上
いじょう

、何
なん

ら

かの形
かたち

で「決
けっ

して贅 沢
ぜいたく

ではない」ということを 客 観 的
きゃっかんてき

に示
しめ

す必 要
ひつよう

があるの

ではないかと考
かんが

える。国 勢
こくせい

調 査
ちょうさ

をはじめとして基礎
き そ

資 料
しりょう

は豊富
ほうふ

にあると思
おも

われるので、今後
こんご

の 障 害 者
しょうがいしゃ

に 対
たい

する 実 態
じったい

調 査
ちょうさ

と 関 連
かんれん

して 検 討
けんとう

することを

望
のぞ

みたい。  

 

【 柏 女
かしわめ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

・子ども
こ ど も

・子育て
こ そ だ て

新システム
し ん し す て む

における 障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

のあり方
あ り か た

を 検 討
けんとう

するにあ

たり、 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

と介護
かいご

保険法
ほけんほう

との 間
あいだ

に生じた
しょうじた

問 題
もんだい

について、

先 行
せんこう

事例
じれい

として学ぶ
まなぶ

必 要
ひつよう

がある。  

・障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の施行
しこう

時期
じ き

と子ども
こ ど も

・子育て
こ そ だ て

新システム
し ん し す て む

の開始
かいし

時期
じ き

を

そろえるべきである。  

・障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

に当たって
あ た っ て

は、障 害 児
しょうがいじ

とその家庭
かてい

支援
しえん

と一 般
いっぱん

児童
じどう

とその家庭
かてい

に対する
た い す る

支援
しえん

を分離
ぶんり

せず、子ども
こ ど も

・子育て
こ そ だ て

家庭
かてい

に普遍的
ふへんてき

に必 要
よう

とされる

サービス
さ ー び す

は障 害 児
しょうがいじ

及び
および

その家庭
かてい

にも適 用
てきよう

し、そのうえで、障 害 児
しょうがいじ

及び
および

そ

の家庭
かてい

に固有
こゆう

に 必 要
ひつよう

とされるサービス
さ ー び す

を用意
ようい

することを施策
しさく

の 原 則
げんそく

とす

べきである。  

○理由  

・障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援
しえん

サービス
さ ー び す

において、「介護
かいご

保険
ほけん

対 象
たいしょう

となった 際
さい

に、「自立
じりつ
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支援法
しえんほう

」のサービス
さ ー び す

が利用
りよう

できなくなったり、サービス
さ ー び す

の 量
りょう

・ 種 類
しゅるい

が

削られたり
け ず ら れ た り

する事例
じれい

が生じて
しょうじて

いる。」といった指摘
してき

があることから。  

・ 障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

を で き る 限り
かぎり

児童
じどう

一 般
いっぱん

施策内
しさくない

で 進める
す す め る

た め に は 、 制度
せいど

の

整 合 性
せいごうせい

を図る
はかる

ためにも、 検 討
けんとう

と施行
しこう

の時期
じ き

を合わせる
あ わ せ る

ことが合理的
ごうりてき

であ

る。  

・障 害 児
しょうがいじ

は、 障 害
しょうがい

である 前
まえ

に、まず子ども
こ ど も

として 尊 重
そんちょう

されなければなら

ない。  

 

【 近 藤
こんどう

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 緊 急
きんきゅう

な 特 別
とくべつ

対 策
たいさく

として、 入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

の 居 室
きょしつ

の個室
こしつ

化
か 

など 住
じゅう

環 境
かんきょう

の

整備
せいび

に向けた
む け た

対 策
たいさく

を講じる
こ う じ る

べきである。  

○理由
りゆう

 

 地域
ちいき

移行
いこう

の 方 向
ほうこう

性
せい

はあっても、 今
いま

、 入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

を利用
りよう

している 方
ほう

のプラ

イバシーやＱＯＬの 尊 重
そんちょう

を考えた
かんがえた

とき、 緊 急
きんきゅう

に 対 応
たいおう

する 必 要
ひつよう

があると

思わ
おもわ

れるため。  

 

【清水
しみず

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 障
しょう

がい者
しゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）の制 定
せいてい

以前
いぜん

に 早 急
そうきゅう

に対 応
たいおう

を要
よう

する課
か

題
だい

の整理
せいり

（当 面
とうめん

の課題
かだい

）における、①利用者
りようしゃ

負担
ふたん

の見
み

直
なお

し  ② 法
ほう

の 対 象
たいしょう

とな

る 障 害
しょうがい

の範囲
はんい

の見
み

直
なお

し  ③地域
ちいき

での自立
じりつ

した暮
く

らしのための支援
しえん

の 充 実
じゅうじつ

 

④ 新 法
しんぽう

作 成
さくせい

準 備
じゅんび

のための 調 査
ちょうさ

、 情 報
じょうほう

収 集
しゅうしゅう

、試行的
しこうてき

事 業
じぎょう

実施
じっし

について

の予
よ

算
さん

措
そ

置
ち

 を早
はや

く 実
じっ

態
たい

化
か

してください。  

 

【野原
のはら

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 難 病
なんびょう

・慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

をもつ 障 害 者
しょうがいしゃ

を新
あら

たに加
くわ

えた福祉
ふくし

施策
しさく

を検 討
けんとう

するう

えで、 厚 生
こうせい

科学審
かがくしん

議会
ぎかい

疾 病
しっぺい

対 策
たいさく

部会
ぶかい

難 病
なんびょう

対 策
たいさく

委員会
いいんかい

および、 厚 生
こうせい

労 働
ろうどう

省 内
しょうない

に設置
せっち

された「 新
あら

たな難治性
なんちせい

疾 患
しっかん

対 策
たいさく

の在
あ

り方
かた

検 討
けんとう

チーム」（ 座 長
ざちょう

＝
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長 浜
ながはま

副 大 臣
ふくだいじん

、副 座 長
ふくざちょう

＝足立
あだち

・山 井
やまのい

両 政 務 官
りょうせいむかん

、構 成 員
こうせいいん

＝ 各 局 長
かくきょくちょう

、事務
じ む

局 長
きょくちょう

＝ 健 康 局
けんこうきょく

疾 病
しっぺい

対 策
たいさく

課 長
かちょう

）との 連 携
れんけい

をもつべきです。  

○理由
りゆう

 

 難 病
なんびょう

対 策
たいさく

委員会
いいんかい

では、難治性
なんちせい

疾 患
しっかん

に 関
かん

する実 態
じったい

調 査
ちょうさ

がすすめられよう

としています。また医療費
いりょうひ

負担
ふたん

のあり 方
かた

については、社 会
しゃかい

保 障 審
ほしょうしん

議会
ぎかい

医 療
いりょう

保険
ほけん

部会
ぶかい

で高 額
こうがく

療 養 費
りょうようひ

制度
せいど

の見直
みなお

しについての議論
ぎろん

も始
はじ

まっており、それ

らの見直
みなお

しのなかで、難 病
なんびょう

・慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

をもつ 障 害 者
しょうがいしゃ

への支援
しえん

のあり方
かた

を

考
かんが

えるべきです。谷間
たにま

をなくすと言
い

いながら、 推 進
すいしん

会議
かいぎ

および 総 合
そうごう

福祉
ふくし

部会
ぶかい

での議論
ぎろん

では、これら 関 連
かんれん

する分野
ぶんや

をふまえての議論
ぎろん

が 行
おこな

われておら

ず、適 当
てきとう

な時期
じ き

に 集 中
しゅうちゅう

した議論
ぎろん

、意見
いけん

交 換
こうかん

の場
ば

が必 要
ひつよう

と 考
かんが

えます。  

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

分野
ぶんや

の「自立
じりつ

支援法
しえんほう

」廃止
はいし

、新 法 制 定
しんほうせいてい

というこの間
このあいだ

の 方 向
ほうこう

転 換
てんかん

は、高 齢 者
こうれいしゃ

や保育
ほいく

など他
た 

の福祉
ふくし

分野
ぶんや

に比べて
く ら べ て

も 突 出
とっしゅつ

した 状 況
じょうきょう

にな

っている。 全 体
ぜんたい

として「福祉
ふくし

の介護
かいご

保険化
ほ け ん か

」の 傾 向
けいこう

を押し止めて
お し と ど め て

いくため

の方 策
ほうさく

も、ともに 検 討
けんとう

していく 必 要 性
ひつようせい

を痛 感
つうかん

しているところである。  

○理由
りゆう

 

 前 述
ぜんじゅつ

したように 65歳
さい

以 上
いじょう

の高 齢
こうれい

障 害 者
しょうがいしゃ

は、介護
かいご

保険
ほけん

の適 用
てきよう

になって

応 益
おうえき

負担
ふたん

となれば 年 齢
ねんれい

による差別
さべつ

が生じる
しょうじる

ことになり、放置
ほうち

できない。

高齢化
こうれいか

社 会
しゃかい

到 来
とうらい

の 中
なか

、 新 法 制 定
しんほうせいてい

の 中
なか

で 特に
とくに

検 討
けんとう

し な け れ ば な ら な い

重 要
じゅうよう

な課題
かだい

である。  

 

【 光 増
みつます

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 自立
じりつ

支援法
しえんほう

になって言葉
ことば

の使
つか

い方
かた

が変
か

わったが、報 酬
ほうしゅう

、営 業
えいぎょう

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

、

サービス
さ ー び す

など、という言葉
ことば

は変 更
へんこう

すべきである。  

○理由
りゆう

 

 サービス
さ ー び す

という言葉
ことば

については、 正
ただ

しい 使
つか

い方
かた

だと 思
おも

うが、ここで 使
つか

っ

ているサービス
さ ー び す

という 考
かんが

え方
かた

と、一 般
いっぱん

の人
ひと

が理解
りかい

するサービス
さ ー び す

という言葉
ことば
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の使
つか

い方
かた

が異
こと

なっている。一 般
いっぱん

には「おまけ」とか｢恩 恵
おんけい

｣とか言
い

う意味
い み

で

「サービス
さ ー び す

しておく」というような 使
つか

い 方
かた

がされており、そういうふうに

理解
りかい

している 人
ひと

が多
おお

く、基本
きほん

がずれている。   

 報 酬
ほうしゅう

、営 業
えいぎょう

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

という言葉
ことば

については、営利
えいり

事 業
じぎょう

という意味合
い み あ

い

になり、 障 害
しょうがい

のある 人
ひと

たちとの 関 係
かんけい

そのものが 違
ちが

ってきてしまう。  

根 本
こんぽん

が 競 争
きょうそう

原理
げんり

を意識
いしき

した言葉
ことば

になっていると 思
おも

うが、実 際
じっさい

には事
じ

業 者
ぎょうしゃ

が 競 争
きょうそう

をすることによって 質
しつ

があがるという 状 況
じょうきょう

にはなっていない。

逆
ぎゃく

にお 互
たが

いが 情 報
じょうほう

交 換
こうかん

をはかりながら 全 体
ぜんたい

の 質
しつ

を上
あ

げていくといった

ことを 損
そこ

なっているところがある。  

 指定
してい

管理
かんり

についても 同
おな

じ。福祉
ふくし

という意味合
い み あ

いとあわない。お 金
かね

で価値
か ち

を

はかっているというやり 方
かた

が全 体
ぜんたい

の福祉
ふくし

の担
にな

い手作
てづく

りを阻
はば

んでいる。  

 


